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巻 頭 言 

 

 

 科研費による第 2 年度の研究成果をここにまとめることが出来た。 

 政府では、技能実習制度の拡大が議論され、対象職種の増加や在日年数延長

などが提起されている。だが今の日本にとって単純労働力の本格的な受け入れ

はますます必要になっており、議論がなされるべきと考えるが、今回も就労ビ

ザではなく技能実習生という特殊ビザのもとでの改定に限定されたのは残念で

ある。 

 日本も、米国や韓国等を参考にして、滞在年数や受け入れ人数の上限を設定

しながら、就労ビザを出す方向を検討すべきではないかと思っている。来日も

複数回、可能にし、これにポイント制を入れてグリーンカードのようなことも

合わせ検討していいと私は考えている。 

 

 一方、タイやフィリピンの現地調査でわかったことだが、受け入れ団体や送

り出し団体の努力により、家族経営である農家に入った技能実習生が、多くの

知識や考え方を日本で学び、帰国後はそれを活かして自国の農業発展に寄与す

る実状を知ることが出来た。 

 今の制度のように細かく職種を分けその範囲での帰国後の貢献を求める形で

はなく、広く考え方や仕事への取り組み方などを学んだ成果が表れていること

を評価したい。日本の若者が米国に行き農業の仕組みについて多くの知識や考

え方を学び、今や、農村でのリーダーに育っている戦後の派遣研修の実績を見

ると、これと同じような仕組みを途上国の若者に提供することは大きな意味が

あると考えた次第である。日本側が日本語研修や準備、往復の旅費等を負担し、

そして 低賃金制度を適用した on the job training の仕組みは、彼らにとっ

て研修を可能にし、所得も得ることができるよい機会を与えている。今後はさ

らにその意義を深めるため、多種の仕事や研修を可能にするような計画や複数

の経営先での研修など、就労ビザとは明瞭に分けて可能にした方がよいと思わ

れる。農業生産だけではなく、販売等も含めて研修の幅を広げるべきであり、

そのための特殊ビザと私は認識している。 
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 終年の平成 27 年度は、さらに現場での技能実習制度の活用の仕方を調べ、

あるべき方向を含めた提言が可能になるように研究を進めたい。 

 今回も、研究分担者に加え、多くの研究協力者に筆を執っていただいた。感

謝申し上げる。なお分担者の鹿児島大学の李さん、執筆途中で交通事故により

まとめることが中断された。しかし韓国を扱う貴重な原稿であり、ご本人の了

解を得て準備されていたパワポをそのまま載せさせていただくことにした。 

 

 

早稲田大学政治経済学術院 

名誉教授  堀口 健治 

（研究代表者） 
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第 1 章 

 

技能実習制度が農業で果たす意義と大きさ 

————大型経営を支える実習生———— 

       

 

早稲田大学政治経済学術院 

名誉教授  堀口 健治 

（研究代表者） 

 

1. 農業経営大規模層の集積——茨城県八

千代町の事例 

 本稿は、この科研費の第1年度研究報

告書（2014 年 5 月）で述べられている

八千代町について、さらに大型経営に絞

り、それも普通作と野菜作とに分けて、

技能実習生との関係を主に見てみようと

するものである。例えば軍司が第3章「認

定農業者の外国人労働力調査」で分析し

ているアンケート調査を、大型経営の普

通作経営と野菜作経営を抽出し解析した

ものである。 

 八千代町は茨城県の中でも大規模経営

が層をなして集積する地域として知られ

ている。 初の表1は2013 年10 月末時

点の町の認定農業者を経営耕地規模別・

経営部門別農家数で表したものである。

これによると、大規模な経営は、水稲を

主とした普通作（表では水稲部門として

稲・麦・大豆等とあるものがそれであり、

稲作と水田での麦・大豆作を経営するの

で、野菜作と区別し普通作と称している）

と施設を含めた野菜作（露地だけの野菜

作と露地・施設の野菜作の両方を含む）

の２種類を主にして、展開していること

がわかる。 

 この表 1 には載っていない畜産農家

17戸を加えると、町の認定農業者の総数

は 260 戸になり、町の販売農家数 1290

戸（2010 年農業センサス）の 2 割を占

める。なお法人は野菜（露地）で６戸、

野菜（露地・施設）で２戸、畜産の１戸

と少なく、大半が非法人の販売農家であ

る。なおこの他に合併農協である JA 常

総ひかりが出資する農業生産法人・（株）

ひかりファーム常総があり、作業受託組

織として大規模農家が引き受けない分野

を引き受けているが、この表には載って

いない。 

 表1によれば、普通作の大規模経営が
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10 ㏊から 100 ㏊以上と広く分散してい

るのに対して、野菜作は 10～20 ㏊層を

多層として狭く分散し、施設を持つ露

地野菜作は 10～20ha 規模が上限のよう

に見える。水田を主たる対象農地とする

普通作（畑も借りるケースもあるが）経

営と畑を主たる対象農地とする野菜作経

営とは、同じ八千代町内でも異なるタイ

プの経営として存在している。 

 農業経営体（属人統計の農業センサス

では経営耕地をより正確にとらえるには

自給的農家を含む家族経営体と組織経営

体の合計である農業経営体の数字を取る

のがよい）でみると、１経営体当たりの

経営耕地面積は、県のそれが 2005 年セ

ンサスで 147a（販売農家は 1 戸当たり

145a）、2010 年センサスは 174a（販売

農家165a）であるのに対して、八千代町

はそれぞれ230a（202a）、295a（256a）

と平均１戸当たり面積で県のそれを大き

く上回る。それは八千代町に大規模農家

が集積しているからである。 

 そして八千代町の自給的農家は 05 年

センサスで 535 戸・103 ㏊に対して 10

年センサスでは552戸・102㏊と、戸数

は増えるものの面積は横ばいであるのに

対して、販売農家はそれぞれ 1501 戸・

3034 ㏊から 1290 戸・3308 ㏊と、戸数

は 14%の減だが面積は 9%も増加してい

る。この面積の増加は町外への出作によ

って主に賄われているとみられる。  

 この点をみるために、農業経営体の経

営耕地面積を地目別にみておこう。05年

センサスでは3474㏊、その内、田は1704

㏊で稲を作った田 1180 ㏊、稲以外の作

物だけを作った田465㏊、何も作らなか

った田59㏊、そして普通畑1645 ㏊であ

る。これが 10 年センサスでは 3808 ㏊、

内訳はそれぞれ 1852 ㏊、1101 ㏊、623

㏊、127㏊、そして普通畑 1846 ㏊であ

り、この5年間に田では148㏊（なお稲

を作った田のみ79㏊減少している）、普

通畑では201㏊が増加している。すなわ

ち普通作（麦・大豆を栽培する田の増加）

でも野菜作（普通畑の増加）でも、周辺

地域に購入なり借地なりで進出すること

により八千代町の農家の経営耕地の増大

が起きているのである。この進出による

経営耕地拡大は、農業センサスによると

町の経営耕地面積が 1990 年 3061 ㏊、

95 年 3050 ㏊、2000 年 3254 ㏊（なお

2000 年センサスまでは自給的農家を含

む総農家の耕地面積）なので、90年代後

半から始まって今に続く時期の特徴とい

えよう。 

 八千代町では、耕地面積はほぼ田と畑

が半々であるが、地域的にはかなり分か

れて分布している。田は中結城と川西を

主に、畑は安静を主に中結城、下結城そ

して西豊田に多く、普通作農家と野菜作

農家もその多くがそのような地域にある

が、農地拡大の結果、トレーラーに作業

機を載せて隣接市町にも向かうことが多

くなっている。 
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 抽出調査結果から町の面積を属地的に

推計した耕地面積調査（2011 年）による

と、田1830 ㏊、畑1830 ㏊と田と畑が同

一である。これを、自主申告による属人

の面積を押さえた農業センサスと比べる

と、2010 年の農業経営体の耕地面積は田

が1852 ㏊、畑1892 ㏊といずれもセンサ

ス結果が耕地面積調査結果を上回ってお

り、町外に農地が展開していることが同

様に示される。 

 なお 2010 年センサスによると農業経

営体の総耕地面積は 3808ha、販売農家

のそれは 3308ha なので、その差が

500haもある。しかし畑ではこの差はほ

とんど無く、田で490ha、そのうち稲以

外の作物だけを作った田で 350ha の差

があり、あとは稲で 80ha、何も作らな

かった田で 60ha の差がある。というこ

とは転作作物を主に引き受けている経営

体がこの差を担っていると推測され、先

に述べた（株）ひかりファーム常総によ

る受託なり借り入れがそれを担っている

とみられる1。 

 水田利用は 2006 年産作況調査による

と、水稲 1220 ㏊、転作は小麦 251 ㏊、

六条大麦205㏊、大豆223㏊が主であり

麦—大豆の 2 毛作が八千代町では主のよ

うである。この土地利用は、人を雇用し

                                            
1 町の外への農地拡大は安藤光義「露地

野菜地帯で進む外国人技能実習生導入に

よる規模拡大―茨城県八千代町の動向―」

（『農村と都市をむすぶ』748号、2014
年2月）も指摘している。 

複数の機械の同時進行で対応することで、

普通作の大型経営が対応している。 

 畑では同じく 2006 年作況調査によれ

ば、主力の野菜、白菜は 853 ㏊（2012

年調査だと秋冬白菜658㏊、春白菜211

㏊の合計 869ha に増えている）、キャベ

ツは199㏊、レタスは195㏊、そしてメ

ロンが323㏊となっていて、これだけで

1570 ㏊になる。この他の作物も取り入れ、

2 毛作やメロン栽培を行っている。こう

した栽培のため、普通作に比べて機械化

が困難な集約的労働を、のちに述べるよ

うに町村別では日本 大の数の外国人技

能実習生2という常雇で乗り切っている。

1 戸当たり複数の技能実習生を受け入れ

ることで対応し、規模を拡大して来たも

う一つのタイプの大型経営になるのであ

る。 

 この点を図 1 と表 2 とで見ておこう。

これは 2013 年に行った八千代町の認定

                                            
2 技能実習制度は、『農村と都市をむすぶ』

748号、2014 年2月に掲載された諸論文

を先ずは参照してほしい。全農林のサイ

トから入って本号をダウンロードできる。

低賃金だが確実に農業に年間契約で働

く外国人技能実習生は、重要な農業労働

力になっている。畑作・野菜と施設園芸、

肉牛を除く畜産に限定されているが、

長3年の技能実習生のビザで単身来日し、

基本的に年間契約を結び、雇用者の近く

に居住して日本の労働者と同じ労働条件

で働く単純労働者である。就労ビザと異

なる点は、帰国後に技術移転を期待する

研修の意味合いを持たされ、それが各種

の受け入れ制限となっている。 
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農業者へのアンケート調査の集計結果3

を利用したものである 。普通作（図では

●印）と野菜作（図では◆印）の経営体

を、縦軸の農業従事労働者数（家族員で

主に農業に従事するものと年間雇用され

るものとの合計人数）と横軸の経営耕地

面積で分布させた。普通作でアンケート

に応えた中の 大の経営耕地の面積は

90㏊弱の大きさだが、個々の経営として

は面積的に広く分散している。野菜作は

30haを 大として10㏊前後からそれ以

下に多く集中している。なお普通作経営

と比べて野菜作経営の経営面積は農業従

事人数の多さにかなり依存しており、そ

の関係は注にある決定係数 0.3 の数字に

表れている。 

 どちらのタイプの経営も耕地規模の大

きさと農業従事労働者数の多さとの関係

が強いことがわかるが、野菜作の方がよ

り強いのである。 

 以上の点は、下記の表の普通作経営と

野菜作経営の平均値の数字によく現れて

いる。普通作経営は平均経営面積が 13

                                            
3 このアンケートは、八千代町の認定農

業者の会会員 261 戸を対象に、経営概

況と労働力調達を主とする調査を行った

ものである．回収数は 138（回収率 
52%）．このアンケートの分析は、軍司 聖
詞・堀口 健治「外国人技能実習制度活用

の現況と JA および事業協同組合の役

割―茨城県八千代町認定農業者に対する

アンケート調査―」、2014年度日本農業 
経済学会論文集、2014年で詳述したので

参照してほしい。 

㏊と野菜作の2倍強だが、野菜作ほどに

は町外からの借り入れ面積の割合は大き

くはない（野菜作は経営面積の3割が町

外だが普通作は 1 割以下）。町内の水田

に大きく依存している。大型機械が使え

る普通作は面積に対して少ない人数でま

かなわれていることも明瞭である。家族

員の農業従事者数は 2.7 人とほぼ同じだ

が、常雇い人数が普通作は0.91 人と野菜

作の2.72 人より少ない。 

 そのうちの技能実習生の数は野菜作で

2.4 人と常雇い人数の大半を占める。野

菜作は家族と外国人の技能実習生とで担

われていることが明瞭である。 

一方、普通作は野菜作より少ない常雇

いに依存しているが、耕うんや刈り取り

には多くの農業機械を同時に使用するの

で、家族員数で不足する場合は、運転免

許証を持つ日本人雇用者が必要だという。

事故を考えて技能実習生はほ場内での機

械操作は認めているが、道路での運転は

止めているからである。そのため大規模

経営は、負担は技能実習生（賃金以外の

費用も含めて年間1人で200万円前後の

負担）と比べてかなり高くかかるが、日

本人（年間1人当たり300～400万円の

負担）を雇用している。ただし普通作経

営も平均でみると、常雇は表に見るよう

に0.91人であり、そのうち、技能実習生

は0.52人なので、日本人常雇と技能実習

生と半々になっている。普通作にあたる

職種は技能実習生の受け入れ対象外だが、
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補完的に導入した長ネギや、さらには施

設内の仕事は可能な職種なので、不足を

補う補完的な労働力として普通作の場合

でも雇われ、貢献しているのである。 

 

2.転作受託と助成金を取り込んで急伸し

た普通作大経営 

八千代町は、産地確立交付金・稲作構

造改革促進交付金を利用して、米のみは

自作し転作は地域の担い手に委託する場

合、米のみを作る地権者への助成金と担

い手に対する助成金を以下のようにして

きた。地権者には、転作作物の作付とい

う基本助成5千円、麦・大豆・そば・飼

料作物での土地利用集積型等加算3万円、

計3.5万円を10ａ当たりで払っていた。

2004年までの水田農業経営確立対策が

全国一律・ 高で7.3万円を払っていた

のと比べれば少ないが、転作を他者に委

託し3.5万円を受け取れる町の政策は依

然として魅力的だった。そのため、割り

当ての米は自作するが転作は委託する形

が継続されさらに広がったのである。な

お担い手の受託者には農作業受託に係る

助成・10ａ当たり1万円が支払われてい

た。 

八千代町はこうした配分で転作を主

に作業委託が急増するが、この場合、町

は農作業等受委託契約書の取り交わしを

求めていた。そこには受託者が生産・収

穫された農産物を販売しその名義人にな

っていること、そしてそれが委託料を意

味していることが分かる。 

この販売名義人を受託者にした契約

は、民主党の戸別所得補償では決定的な

役割を果たす。自民党政権時代の産地確

立交付金等の産地づくり交付金という自

治体の裁量で配分できる原資が無くなり、

また民主党の場合はすべて個々の農産物

に着目した支援なので、転作の委託者に

魅力的だった国や町からの助成金がすべ

てなくなる一方、受託者にはすべての交

付金が入ることになったのである。 

八千代町では、一切の助成金が入らな

くなった転作委託者（米のみ自作）に対

して、町長が10ａ当たり2万円を受託者

が払うことを受託者に提案し実行された。

こうした作業受委託がその後も続いてい

るが、しかし委託者が自作の米生産も止

めすべての水田を貸すことで利用権設定

に移るものが、その後多く出て来ている。

これであれば地代である利用料が水田面

積に応じて受けることが出来るからであ

り、この期に全面貸付けに踏み切る農家

も多く出たのである。受託者も利用権設

定であれば農地全体の利用の仕方を任さ

れるので、望ましい輪作などが可能にな

る。 

上記の動きがセンサス上での借地面

積の増加要因になっており、八千代町で

はそれが顕著に表れている。国、町の転

作をめぐる政策や助成が、農地の流動化

に大きく貢献しているのである。 
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こうした政策変化を受けて急伸した

普通作の大規模経営の内の、二つの経営

を紹介しよう。 

これらの経営の拡大テンポは、日本人

の臨時労働力に代え技能実習生に全面的

に依存することで普通作より先行して規

模拡大して来た露地野菜・施設園芸農家

の拡大テンポを上回るものであり、達成

された耕地面積の大きさに驚かされる。

これは、普通作が機械による栽培可能面

積が大きいので、例えばコンバイン等の

台数を増やすことで倍々のペースで面積

増大が出来たことが要因としてあげられ

る。そしてそれを可能にさせたのが、水

田転作の作業委託の増加、さらには水田

の全面貸付けであり、そのことにより農

地の流動化が一気に進んだ。規模拡大で

は町内で先行していた野菜作農家を、普

通作の大規模農家がその規模拡大のテン

ポで上回るものを達成できたのは、こう

した条件による。ただし２軒の経営に見

るように、機械の台数を倍々に増やすに

は日本人の常雇いが必要であるし、この

難しい人探しを成功させないと倍々の規

模拡大はできない。また多くの農地の貸

し手との安定した貸借関係が求められる。

野菜作と比べて普通作は町内の水田を主

に利用した規模拡大ではあるが、それで

も耕地分散は激しく、この分散をどう集

団化するかが今後の経営コストの増減に

大きく響いてくるであろう。 

まず水田を主に規模拡大を行って来

たIG経営を紹介しよう。2013年の時点

で、経営耕地規模は、米作付の35㏊、借

地で転作している20㏊、作業受託で転作

を引き受けている30㏊、計85㏊になる。

これ以外に畑5-6㏊が加わる。この内、

自作地は4㏊のみである。なお転作50

㏊は麦の後に大豆30㏊ないしそば20㏊

を作付するので、延べ作付面積は135㏊

の大きさになる。借地は米も栽培する水

田と一体で借りているので、転作もこち

らで行う。作業受託の転作は従来からの

仕組みのものであり、こちらは委託者の

ために転作するものだが、販売名義は受

託者なので、戸別所得補償以来（それ以

前は自民党政権下の水田・畑作経営所得

安定対策のもとで、産地確立交付金が委

託者である地権者へ、緑ゲタ・黄ゲタ・

品代の経営所得が受託者へ渡り作業委託

料はゼロ）、助成金の全額が受託者に町

の転作センター経由で来ることになって

いるとのことであった。民主党政権下の

農業者戸別所得補償制度では合計額5.2

万円（水田利活用3.5万円、激変緩和2

千円、2毛作加算1.5万円）がこちらに

来るので、その中から委託者に1.5万円

を払っているという。なお受託よりも借

地の方が経営のためにはよく、借地全体

の中で稲作、転作作物を耕すほ場の割り

当てなど、借地人のIG経営が計画的に行

えるのがよい。借地料が転作の場合1万

円（稲作の水田の借地料は米1.5俵にな
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っている）と安いだけではなく、経営計

画がほ場利用と整合的に建てられること

が大きいのである。なお作業委託は減る

傾向にあるものの、依然として続くよう

である。委託者が転作だけ頼み米は自作

するのは、稲作用の機械は保有している

し自家用米はできるだけ自分で作りたい、

という気持からであろうとのことであっ

た。 

この委託を含め貸してくれる相手は

150-160人、すべて町内であり、その斡

旋は農業委員会や農協、地縁組織である。

のちに見るように、八千代町の野菜経営

の規模拡大が他市町村に展開する過程で、

斡旋農地は民間の肥料商経由になってい

るのとは異なる。バブルの時代につくば

市など、多くの畑に芝が植えられ土を付

けての芝の掘り取り・出荷が一般化して、

多くの農家が畑の経営から手を引き始め

た。そしてその後のバブルの崩壊後に、

そうした畑が貸付けに出るようになり、

そこに肥料を納入してきた肥料商が畑の

斡旋を広げてきた経緯があるからである。

これに対して、水田借地の斡旋は従来型

である。 

ほ場の数は、水田35㏊が130枚、麦

50㏊は550～560の筆数になるという。

数の多さは分散の激しさを物語るものに

なろう。このほ場を、世帯主、経営権が

委譲された長男、そして常雇いの日本人

男性二人（60歳と40数歳）の計4人で

まかない、技能実習生は雇用していない。

機械の運転のためには日本人が必須で、

稲刈りの時は周辺の作業に臨時労働力3

人がその時期に雇用される。この労働力

編成であれば、経営耕地面積として、米

50㏊、麦とそのあと作の50㏊、の計100

㏊は可能だという。普通作経営は労働力

を確保できるならば、機械の台数を増や

すことで面積をさらに大きくすることが

可能なのである。なお法人化のメリット

はまだないとして、この経営は従来の形

である。 

しかし普通作経営でも技能実習生を

雇っている経営がある。SK経営は普通作

で規模拡大を遂げた農場だが、水田以外

に畑の割合が多いのが特徴である。水田

がベースだが、規模拡大のメリットを麦、

大豆で得るためには、拡大の対象を畑に

も広げた。畑作では野菜作の規模拡大が

先行していたが、野菜の連作が続いた畑

を普通作に貸すことで地力対応を考える

経営が増えて来たからである。 

受託を含めた経営耕地面積は2010年

時点で105.2㏊（その内、畑が40㏊）で

あり、自作地2.4㏊、借地58.8㏊（その

内、水田借地18.8㏊）、受託44.0㏊と

なっている。作付は、米20.0㏊（自作と

水田借地の計であり米の裏作は無い）、

受託の44.0㏊と畑を使っての麦（小麦と

大麦と半々）60㏊、転作麦の後の大豆が

25-30㏊、他にそば15-20㏊、ねぎ1.3

㏊となり、延べ耕作面積は121.3－131.3

㏊になる。このSK経営は、200枚に分散
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するほ場を、夫婦二人、日本人雇用者3

人、技能実習生3人の合計8人で管理し

ている。特徴は経営面積の半分弱を占め

る畑があり、しかも畑を麦や大豆等の普

通作で対応して、野菜作はねぎだけであ

る。さらに上記以外に純粋の作業受託と

して稲刈り120㏊も受けていて、そのた

めには3台のコンバインを一斉に運転す

るように機械を操作する日本人が3人必

要だとしている。5年前から雇用してい

る技能実習生は3人と、毎年1名が上限

の3年間働いて帰国し代わりに1名を雇

用する形で常時3名が働くが、ネギや施

設内の仕事等、多様な仕事に従事してい

る。日本人が一人年間300-350万円支払

うのに対して、技能実習生は賃金（ 低

賃金だけなら年間168万円だがこれ以外

に残業手当、そして管理団体等への支払

いを入れると、一人200万円の負担）も

相対的に低く、道路での機械操作はでき

ないが、大事なほ場での戦力だとしてい

る。他の普通作が技能実習生をそれほど

多く雇用しないのに比べて、この経営が

多いのは畑や施設内の仕事が多いための

ように思われるが、畑や施設での実習生

の仕事は、補完的にしろ、経営者家族と

日本人雇用者の仕事を大いに助けている

と言えよう。 

地代は、水田では米価が1.9万円に下

がった時に現物小作料を導入し、長く反

当り4万円だったものを4袋（2俵）と

してこの時は2.6万円水準と認識してい

た。その時の標準小作料が2.1万円とこ

ちらが高く払っているが、この額を妥当

と考えて払っていた。畑は1万円である。

この経営は2014年時でも規模に大きな

変化はないが、水田の小作料を3袋に減

額していたが、150人の地主には了解を

得ているとのことであった。 

2014年には企業開発の稲の品種・F１

の「みつひかり」を米穀卸から紹介され

て導入し、大手牛丼店に納めることにな

っており、反当15俵を期待している（実

際の収量は台風が来て早期に収穫せざる

を得ず、そのため13.5俵であった）。種

を毎年購入（反当３㎏で1.2万円）する

ことになるが、米の納め価格がその時の

コシヒカリの１俵当たり1千円安なので

採算が合うとしている。米価が全般に低

下気味な情勢の中で、業務需要への直接

販売を取り入れ、収入を安定化させよう

としている。 

 

3. 茨城県八千代町大規模野菜経営の借

地拡大と支える外国人労働力 

 水田作（普通作）での大規模経営の輩

出がみられる八千代町の状況はすでに述

べたが、同町での畑作経営の大規模化が

水田作大規模経営に先行して展開してい

ることも併せて述べておいた。 

 

 3.1.借入地の増加と支える技能実習生

増加との同時進行 

畑作での大規模化の進展は、一つには
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隣接市町村での畑地における芝の植え付

けへの貸付け普及とバブル経済破たんで

需要減による芝縮小が契機であること、

もう一つは家族労働力に技能実習生とい

う外国人労働力が加わり規模拡大の担い

手が確保できたことである。 

 芝への貸し出しを契機に周辺市町村で

の畑地所有者は農地貸付け者に変身して

おり、芝業者が畑地を返還して以降は新

たな借り手を探していたのである。ここ

に、もともと白菜の作付を伸ばし市町村

別で全国一位の生産量を持つ八千代町の

生産者が現れ、町内の畑地利用からさら

に拡大のために隣接市町村に出作するこ

とをいとわないことと結びついたのであ

る。 

八千代町は秋冬白菜と春白菜と１年

２作で 10 月下旬から 6 月中旬まで出荷

できている。これに加え、ハウスやトン

ネル栽培によるメロンも県内で大きな産

地になるほどの作付なので、白菜の時期

以外でも農業の仕事がある。そのため年

間雇用契約ができる技能実習生制度は、

雇用主・雇用者、双方にとって有利な条

件が八千代町では出来ている。 

 技能実習生を農業で雇用できる職種は、

畜産を除けば、畑作・野菜、施設園芸の

みだが、この条件に茨城県は該当してお

り、特に八千代町はそうした条件によく

当てはまっているので、 近では町内に

600 人近い技能実習生が農業に雇用され

ている。同町の畑作が主の認定農業者は

それぞれ１戸平均で３人弱の技能実習生

を雇用しており、これが畑地の拡大を労

働力として支えているのである。 

町内の認定農業者全員を対象に行っ

たアンケート調査の結果はそうした状況

を確認することになる。 

調査結果によると、技能実習生を現在

受け入れている農家（アンケート調査は

普通作農家や果樹農家等も対象だが、回

答農家の 75％が実習生を受け入れてお

り野菜作農家の大半はこれに該当する）

で 初に受け入れた農家の年次は 1989

年で、その後 98 年までの間に受け入れ

農家の 3 割の農家が受け入れている4。

2003 年までには 6 割の農家に実習生が

雇われており、08年までに9割弱の農家

に入っている。その結果として、受け入

れ農家には平均3人の技能実習生が働い

ている現在の状況になっているのである。 

それまでは、家族労働力のみでは労働

力が不足する農家は日本人常雇いやパー

トタイマーを雇用し、中には違法滞在の

外国人も雇用した例もあるようだが、こ

れらの労働力が 80～90 年代にかけて不

足し始めた。特に年間雇用の労働者を得

ることが極めて難しくなっており、一方、

規模拡大による野菜作の拡大は周年確実

に働いてくれる雇用労働力を必要として

                                            
4 軍司聖詞「認定農業者の営農概況と外

国人労働力調達の実際―茨城県八千代町

におけるアンケート調査―」『農村と都市

をむすぶ 2月号・No.748』全農林労働

組合、2014年 
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いた。この状況下で技能実習生の雇用が

一部で始まり、農協も受け入れ団体とし

て積極的にあっせん・紹介を始めたので、

この制度が定着したのである。 

このパートタイマー等の労働者が技

能実習生に置き換わり、それは農家の規

模拡大、特に町外への借り入れ拡大と軌

を一にしていることが戸別調査で明らか

にされている5。論文では 2003 年時と

2013 年時との、同じ 8 戸の農家の経営

の変化を追いながら上記のことが実証さ

れている。 

 

 3.2.農家事例に見る経営の変化 

 I 氏の経営は八千代町の典型的な露地

野菜兼ハウス農家であり、夫婦二人の農

業従事の労働力に技能実習生が5人雇用

されている。そして白菜、キャベツ、施

設からのピーマン等の出荷で年1億円の

売り上げを維持している。 

 実習生を導入したのは 98 年であり

初は二人であった。当時は5ha弱の畑面

積で、募集してもなかなか集まらないパ

ートタイマーから、敷地内のアパートに

居住し計画通りに仕事をこなしてくれる

年間雇用の実習生に漸次移行していった

のである。県の 低賃金で契約し日本人

                                            
5 すでに脚注1で述べられている、安藤

光義「露地野菜地帯で進む外国人技能実

習生導入による規模拡大－茨城県八千代

町の動向－」『農村と都市をむすぶ 2月

号・No.748』全農林労働組合、2014年

2月。 

の労働者と残業代や休日出勤手当、年休

等、すべて同じである。送り出し団体や

日本の受け入れ機関の費用や往復の飛行

機代などを負担し、 低賃金に残業手当

を含めて年間 150～160 万円の賃金にそ

れらの諸費用が乗って、実習生一人当た

り計200万円前後が農家負担である。だ

が、日本人の常雇いを年間雇用で来ても

らうには 1 人 300～400 万円は必要にな

るので、雇用する側として200万円は助

かる。一方、アパートの家賃や光熱費は

実習生が払い、食費は自分で賄うのだが、

多くの実習生は年に100万円前後を貯金

するか本国に送金できるので、中国から

の実習生にとっては国内出稼ぎの数倍の

メリットがある。さらに健康保険もある

ので安心だという（なお 近の円安と中

国内での賃金上昇でこの格差は縮小して

いるが）。 

 2009 年調査の時点では実習生が 4 人

に増えており、新しく増えた町外の2㏊

の借入地に対応できるようになっていた。

露地の白菜、キャベツ、ハウスのメロン

を主に年間 7 千万円の売り上げである。

8 ㏊（内自作地が 2 ㏊）の白菜とキャベ

ツの組み合わせは多くが契約栽培であり、

契約通りの毎日の確実な出荷は実習生が

あるからこそ可能であり計画的に作業が

出来ていることを I 農家の経営者は述べ

ていた。 

 だがハウスの面積60aと大きく、しか

もメロンは規格選別が厳しいので実習生
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には一切任せず、すべて家族労働力の 2

人だけでこなしてきていたが、これがき

つくなってきた。実習生は栽培管理や収

穫は可能で、選別前にメロンを並べるこ

とまではするが、そのあとの選別・箱詰

めは家族のみで行う。経験のある滞在可

能な 後の年の3年目の実習生にも任せ

ない。実習生はこの時はもっぱらメロン

を並べ段ボールの箱作りをするだけであ

る。 

 実習生を 近は5人に増やしているが、

ハウスではメロンを 2010 年にやめてピ

ーマンに全面的に切り替えた。これはピ

ーマンだと出荷がコンテナのために農家

段階で選別する必要がなく、家族がメロ

ンのような選別にかかりきりになること

が避けられるからであった。 

 借地は町外で増えているが、個々の特

徴はすべて知り合いの肥料商の斡旋に依

存していることである。芝の跡地を紹介

してくれるものであるが、水田・普通作

農家の借地は未だすべて従来の町内の農

業委員会や農協等の諸機関の斡旋や個人

的な紹介で行われているのとは大きな違

いである。 

 当面はこの従業員の数と経営耕地規模

を維持しようとしている。農協からの斡

旋を受けているので、毎年新規に雇用で

きる 大人数が 3 名、3 年間雇用できる

ので9名まで毎年維持できるが、それほ

どの大きさを現時点では望んではいない。 

 そしてこうした実習生の雇用は、規模

の相対的に小さな経営、あるいは農業に

従事する家族員の数が少ないことを理由

とした経営にも、受け入れられ始めた。 

大型経営を支える技能実習生であるが、

その広範な受け入れは、規模の相対的な

小さな経営にも広く受け入れられる状況

が広がっていることも指摘しておきたい。 
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第 2 章 

 

最近の外国人技能実習制度の状況と改変の方向 

 

全国農業会議所農政・担い手対策部 

相談員  八山 政治 

（研究協力者） 

 

はじめに 

外国人技能実習制度（以下、制度）

は平成 5 年（1993 年）から始まり、

今年で 23 年目となる。この制度の目

的は、外国人青壮年がわが国の産業現

場で働きながら学び、先進的な技能等

の移転を図ることで国際貢献に寄与

するものである。 

現在までに受入れ・実習した外国人

は、近く 100 万人に達する。大半の外

国人技能実習生たちは、その目的のと

おり母国の産業界で活躍している。し

かしこの制度の利活用が高まり産業

界に定着する一方で、さまざまな課題

や問題点も発生している。 

このため、制度が適正に運営され時

代のニーズに的確に応えられるよう、

いく度かの変遷を重ねてきた。現時点

でも制度本来の目的に照らし、将来に

向けた改革・改変が行われている。そ

の経過とこれからの方向性について、

この制度に関わる者の一人として、私

なりに言及してみたい。 

 

1.外国人技能実習制度の経過と現状 

 1.1.制度の仕組みと変遷 

  1.1.1.外国人研修・技能実習制度 

外国人研修・技能実習制度の目的は、

前述の通り海外青壮年への技術移転

であり、この人材育成を通じた国際貢

献である。したがって技能実習生を送

り出す側、受け入れる側双方に、母国

の経済発展・産業振興の担い手となる

人材育成ニーズが必要条件となる。 

技能実習生は、在留資格「技能実習

1 号1」で来日し、技能検定の基礎 2

級試験合格などの要件を満たせば、

「技能実習 2 号」へ資格変更し、 長

3 年間の在留が認められている。 

                                            
1 技能実習 1 号ｲと技能実習 1 号ﾛがあ

る。技能実習 2 号も同様。 
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図１ ＜現行の外国人技能実習制度（団体監理

型）＞ 

 

  1.1.2.制度の改革変遷 

 現在の外国人研修制度は平成 2 年

（1990 年）から始まったが、3 年後に

は技能実習制度が創設され、技能実習

生は実習実施機関との雇用契約のも

とで、より実践的な技能等の修得・習

熟が可能となり、以降も制度の適正化

や拡充化が図られてきた。そもそもこ

の制度は、1960 年代後半ごろからの、

海外進出企業等の現地従業員研修が

始まりである。 

 その一方で、外国人研修生や技能実

習生が実質的に低賃金労働者として

扱われ、不適正事例も発生してきたこ

とから、平成 21 年（2009 年）7 月に

「出入国管理及び難民認定法（入管

法）」の一部を改正し、現行の技能実

習制度が翌年 7月 1日から施行された。 

 しかしその後も不正行為等の発生

は続くなど改変が求められ、平成 27

年度施行を目指した新技能実習制度

移行への議論・作業が進められている。 

 

 1.2.外国人技能実習制度の現状 

  1.2.1.研修生・技能実習生の推移 

平成 26 年末の外国人技能実習生は、

167,626 人である（法務省データ）。 

平成 22 年 6 月までは、在留資格「研

修」で来日する外国人が大半であった

が、その年 7 月 1 日の入管法改正施行

から、「技能実習」としての来日・滞

在が圧倒的となった。制度の発足以来

増加してきた研修生+技能実習生は、

平成 20 年（2008 年）のリーマンショ

ックで減少したものの、その後はやや

増加傾向にある。 

 受入れ人数の多い国は、中国が約 7

割であり、ベトナム、フィリピン、イ

ンドネシア、タイなどの東南アジア諸

国が続く（平成 25 年末）。この傾向は

長年続いているが、中国の占める割合

はこの 5 年間で約 9 ポイント下がり、

前述の東南アジア諸国やカンボジア、

ラオス、ネパール、ミャンマーなどへ

シフトしている。 

 

  1.2.2.受入れ側の状況 

技能実習生を受け入れるわが国側

から見れば、受入れ職業（正確には、

技能実習 2 号移行対象職種）は 71 種・

130 作業（平成 27 年 4 月 1 日現在）

があり、毎年の新規入国者 8 万人程度

のうち、5 万人弱が技能実習 2 号へ移
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行している。 

職種別にみると、繊維・衣服関係や

機械・金属関係が 1,2 位を占め、食品

製造や農業が次に多く、特に農業は連

続して増加している。 

技能実習制度には、海外進出企業等

が運用する企業単独型と、農業や中小

企業等が運用する団体監理型の2タイ

プがあるが、団体監理型が 95％を超

え、しかも全体の実習実施機関の半数

超が従業員 19 人以下の零細企業であ

る。（以上、法務省・厚生労働省・JITCO

の各データより） 

 

 1.3.制度の問題点 

  1.3.1.制度の不適正な運用 

国際貢献の目的を掲げるこの制度

だが、一部にいろいろな不適正事例も

発生している。入管法や省令等で不正

行為が 20 類型化され、毎年法務省（入

国管理局）から不正行為認定数が発表

されている。その数は平成 22 年の法

改正直後は減少したものの、その後は

増加している。賃金不払い等や名義貸

しさらに実習計画との齟齬など多岐

に渡り、技能実習生の人権侵害行為も

増えている（グラフ１）。 

 

 

グラフ１ 単位：％ 不正行為の類型別推移

（発表データをもとに、割合で表示） 

 

また厚生労働省（労働基準局）から

発表される、技能実習生の受入れ事業

所等の労働関連法違反も年々増え、労

働基準監督署が監督指導した実習実

施機関のうち、違反事業所の割合は毎

年 8 割にも達する。さらに技能実習生

からの申告もあり、違反も申告も賃金

不払いや安全衛生違反などに集中す

る（グラフ２）。 

以上のように、不適正事例が依然と

して発生しており、この制度に対する

各方面からの批判の背景となってい

る。 
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グラフ２ 単位：％ 労働法違反の推移（発表デ

ータをもとに、割合で表示） 

 

  1.3.2.技能実習生に対する人権

侵害など 

不適正事例で特に増えているのが、

技能実習生に対する人権侵害行為（賃

金不払い等を含む）であり、前述の法

務省発表の不正行為のトップとなっ

ている。具体的な発生パターンとして

は、賃金等の一部または全部不払い、

パスポート・在留カードの取上げ、暴

行・パワハラ・セクハラ等がある。 

具体的には時間外労働を命じなが

ら、法定割増料金を支払わない事例な

どが目立っている。また技能実習生の

日常生活や技能実習に係る禁止事項

や罰金制度、違反した場合の強制帰国

等、著しく人権を侵害する行為なども

発生している。実際に私がこの仕事に

関わっている中で、一部には耳を疑う

ような相談や情報もある。制度におい

て、問題が潜在化しないことが重要だ

と考える。 

一方で、厚生労働省等の調査でも明

らかなように、一部には技能実習生か

らの保証金徴収等が依然として存在

することや、法務省の統計で技能実習

生の失踪が近年増加していることな

ど、技能実習生を送り出す側にもトラ

ブル発生の要因はある。 

 

  1.3.3.なぜ不正は発生するのか 

   このような不正はなぜ発生するの

か、考えてみたい。まずは送出し機関

を含む関係機関が、人材育成という制

度の趣旨をよく理解しない（理解しよ

うとしない）で、外国人技能実習生を

派遣・雇用することにある。労働力の

提供・確保を 優先した考えで、この

制度を利用するからである。さらにそ

の背景には、日本人の働き手が集まり

にくい労働環境や、職場実態があるこ

とも見逃せない。 

そして重要なのが、技能実習生と受

入れ側との意思疎通である。日本語能

力が十分ではない外国人を雇用して

いる現実を認識し、制度の運営には寛

容で丁寧な対応が求められる。この人

づくりと外国人雇用とをしっかり捉

え、適正に両立させていくことが肝要

である。雇用者側に都合のよいことば

かりを押し付ければ、そのツケは取り

0.0%
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40.0%

60.0%

実習実施機関の労
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返しのつかない事態を招きかねない。

一方で、受入れ側にこのような制度運

営を求めることに、反発や疑問を持つ

意見もある。 

 

2.農業分野の受入れ概況 

 2.1.受入れ概況 

  2.1.1.農業分野での受入れ状況 

農業分野の技能実習生が増えてい

る（グラフ３）。農業の技能実習制度

導入は、全体の実施から 7 年遅れの平

成 12 年（2000 年）からであるが、そ

の後 15 年間概ね増え続けている。直

近3年間の農業技能実習生の在留者数

は、入国 3 年目、同 2 年目と新規入国

者数を合算して、平成 26 年度は 2.4

万人程度と推計される。この数値は、

農家・農業法人の常時雇用者数（平成

22 年農林業センサス）の 15％にも相

当し、今や外国人技能実習生たちが、

日本農業の生産現場の一面を支えて

いるという現実を示している。 

 

 

グラフ３ 単位：人/年度 ＜農業技能評価

初級試験受験者数（全国農業会議所）＞ 

 

技能実習生の受入れ数の多い地域

は、北海道、関東、長野県と愛知県、

中四国の一部そして九州に多く、その

他の地域では少なくて、制度活用の濃

淡がはっきりしている（グラフ４）。 

 

 

グラフ４ 単位：人/25 年度 ＜農業分野の 

技能実習新規入国者数（農水省）＞ 

 

 2.2.農業分野の特記事項 

  2.2.1.国の適正な運用指導 

技能実習では、日本の入管法や労働

関係法令を遵守しなければならない。

国は法令のもと省令や指針を発し、制

度の適正運用を指導している。 

その中、農業は天候等に左右されや

すいなどの作業特殊性から、労働基準

法の労働時間・休憩・休日に関する規

定が、適用除外となっている。そこで

他産業並みの労働生産性確保や労働

条件改善等の観点から、農林水産省は

農業に技能実習が導入された当初よ
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り、制度ではすべて労基法に準拠する

よう、通達を出して統一的に指導して

きた。 

ところが前述のとおり、これらに違

反する不正が全産業の一部に発生し

ており、農業ではこの 2～3 年増えて

しまった。このため、農水省は新通知

を平成 25 年（2013 年）3 月に発して、

制度のさらなる適正運用を促すとと

もに、平成 27 年度からは新たな適正

化事業も創設し、他省庁と連携して不

正の撲滅へ向けて取り組んでいる。 

 

   2.2.2.相談事例や特記事項 

農業に関する相談や要望も多い。全

国農業会議所では平成 20 年度以来、

専任の相談員を設置して対応してい

るが、相談は多方面から数多く寄せら

れている（対象 1,200 件余）。 

具体的な相談事例としては、制 

度の仕組みや内容、労務管理、実 

習計画や達成評価、職種・作業、不正

行為、技能実習生の保険や税金、技能

実習生への対処・ケア、情勢など多岐

に渡っている（グラフ５）。 

 

 

グラフ５ 単位：件数、％ 

 

相談者としても、監理団体、実習実

施機関（受入れ農家・農業法人）や受

入れ検討農家（農業法人）、行政や指

導機関など各方面から相談を受けて

いる（グラフ６）。 

 

 
グラフ６ 単位：件数、％ 

 

いずれもその内容は、実習実施機関
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と技能実習生とにおいて発生する事

実や、予想される事例等をもとにした

相談がほとんどである。さらに農業の

６次産業化を受けた集出荷・加工施設

等での実習や、農作業の実態や特殊性

を反映した弾力的運用を望む声も増

えている。 

 

  2.2.3.職種・作業の拡充 

農業分野での技能実習2号移行対象

の職種・作業は、「耕種農業の施設園

芸、畑作・野菜」と「畜産農業の養豚、

養鶏、酪農」であったが、平成 27 年

4 月から「耕種農業の果樹作業」が追

加され、2 職種 6 作業に拡充された。 

職種・作業の追加は、送出し国側の

ニーズ、受入れ側の各産業界のニーズ

を十分把握したうえで、慎重に進めて

いく手順となっている。まずは技能実

習2号へ移行できる試験システムの確

立が必要であり、農業分野では試験実

施機関として全国農業会議所で議論

が進められ、（公財）国際研修協力機

構（JITCO）の公的評価システム認定

会議等を経て、官報掲載により技能実

習評価試験職種として認定される。そ

の検討ポイントは、国内外ニーズの把

握、作業の通年性、到達目標の達成評

価などである。 

職種・作業が拡充できれば、技能評

価試験等による、その技能実習の目標

確認は必須である。このように、数多

くの手順を経ての作業追加であり、そ

の利活用には期待したい。 

 

3.国による見直しと改変の方向 

 3.1.制度の見直し検討と方向性 

  3.1.1.見直し議論の経過 

国による外国人技能実習制度の見

直しは、各方面から行われてきた。不

正等が依然発生しており、制度の抜本

的な見直しを行い、さらなる適正化や

拡充策を図るためである。一方で、日

本経済再生化につながる、労働力強化

の面からも議論されてきた。 

政府与党の立場から、また外国人受

入れ制度改変の立場から、各界のヒア

リングを通じて議論され、 終的に

「日本再興戦略」改定 2014 として閣

議決定された（平成 26年 6月 24日）。 

この流れを受け、法務省・厚生労働

省の合同有識者懇談会が設置され、計

4 回の会合を開いて広く各界の意見を

募り、平成 27 年 1 月に見直し内容の

具体策を取りまとめた。そして制度の

新法案が平成 27 年度通常国会で審議

される運びとなり、当年度中の施行を

目指している。 

 

3.1.2.基本的な考え方と検討内容 

制度の見直しに当たっては、国際貢

献の趣旨を徹底するため、現在指摘さ

れている問題点の徹底的改善を図る

という、基本的な考え方で検討が進め
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られた。 

したがって制度の適正化方策とし

て、監理団体や実習実施機関のガバナ

ンス強化、問題ある機関の排除、制度

における管理運用機関の新設、技能実

習生に対する人権侵害防止、実習先変

更の選択可能化、送出し機関の適正化

など、多方面から検討が行われた。ま

た制度の管理強化の議論とともに、適

正かつ円滑に推進する支援事業も、引

き続き行われることが重要との意見

もあった。 

さらに制度の拡充策では、技能実習

期間の延長又は再技能実習、優良機関

の認定と人数枠拡大や均整化、対象職

種の拡大などが検討された。 

 

 3.2.新制度（案）の内容と展望 

  3.2.1.技能実習法案とその内容 

「外国人の技能実習における技能

等の適正な修得等の確保及び技能実

習生の保護を図る法（技能実習法）案」

の概要は以下の通りとなっている（法

務省・厚生労働省資料から抜粋編集）。 

  ア．技能実習制度の適正化 

  ・技能実習の基本理念及び関係者

の責務規定を定めるとともに、

技能実習に関し基本方針を策

定する。 

  ・技能実習生ごとに作成する技能

実習計画について認定制とし、

認定の基準や欠格事由、報告徴

収、改善命令、認定取り消し等

を規定する。 

  ・実習実施者について、届出制と

する。 

  ・監理団体について許可制とし、

許可の基準や欠格事由、報告徴

収、改善命令、許可取り消し等

を規定する。 

  ・技能実習生に対する人権侵害行

為等について、禁止規定や罰則

規定を設け、技能実習生の相談

や情報提供等、技能実習生の保

護措置を講じる。 

  ・事業所管省庁への協力規定や地

域協議会を設置する。 

  ・「外国人技能実習機構」を認可

法人として新設し、主務大臣に

よる監理団体の許可制・技能実

習計画の認定制等に対して、立

入検査や報告徴収等を通じて、

受入れ機関に対する監視・監

督・取締を強化するとともに、

技能実習生への相談・援助を行

う。 

イ． 技能実習制度の拡充 

・優良な実習実施者・監理団体に

限定して、第 3 号技能実習生の

受入れ（４～５年目の技能実習）

を可能にする。 

ウ．その他 

・技能実習の在留資格を規定する

入管法の改正を行うほか、所要
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の改正を行う。 

エ．施行日 

・平成 28 年 3 月 31 日までの間に

おいて政令で定める日 

 ただし、外国人技能実習機構の

設立規定については、公布の日 

 

 

図２ 新外国人技能実習制度（案）の図 

  

図 

  3.2.2新制度の展望や課題 

ア． 適正化と拡充策 

 今回の見直しに当たっては、まずは制

度の適正化徹底という考えに基づき改変

作業が進められたが、その意味では、受

入れ機関のガバナンス強化、技能実習生

の保護、管理監督機関の新設や罰則規定

などが織り込まれ、さらなる適正化に向

け前進したと評価される。 

 具体的に、技能実習計画の認定制、監

理団体の許可制、実習実施者（実習機関）

の届出制などで、監視・監督・取締の強

化は進むだろうが、この制度の基本が技

能修得等ニーズへの適正・円滑な運営で

あることを、忘れてはならない。 

 そのうえで一旦帰国後に技能実習３号

で２年間延長できることや、受入れ人数

枠を２倍程度に拡大すること（以上は、

優良機関 

等に限定）、また技能実習を必要な他職種

に拡大することなど、制度の拡充策も図

られる。  

さらに物作り技術の移転から始まっ

たこの制度が、介護等のサービス業など

へも拡大されていくが、制度が日本人労

働者の外国人労働者への安易な置き換え

や、受入れの抜け道とならないよう、制

度本旨の厳正なルール徹底が必要である。 

 

イ． 各界の意見 

新制度への移行に際して、各界からは

いろいろな意見がある。  

法曹界（日本弁護士連合会）は、制度

と実態の乖離、技能実習生への人権侵害

発生などから、この制度の廃止を求め、

実習期間延長や対象職種拡大には反対の

意見である。さらに非熟練労働者として、
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あらたな受入れ制度を創設すべきとの主

張もある。 

 また労働界からは、良質な労働条件の

もとに日本人雇用の確保に努めるべきで

あり、安易な外国人労働者による制度拡

充には反対だとの意見がある。そのうえ

で制度本来の運営がなされるよう、制度

のＰＤＣＡを行い、規制の在り方や対象

職種などの見直しを不断に行うべきだと

主張している。 

 

ウ． 外国人材受入れ 

 日本は、基本的に外国人移民受入れを

認めておらず、高度人材（技術者や研究

者等）受入れ制度や技能実習制度の導入

など、秩序ある受入れにつとめている。

新法案の外国人技能実習法の基本理念

（第三条）でも、制度が労働力需給の調

整手段ではないと明言している。 

 しかし、外国人労働者受入れは、わが

国産業界の将来にとって、避けては通れ

ないことも明白である。しかも今後は、

各国による外国人労働者の獲得競争も予

想される。優秀な外国人材受入れには、

適正な賃金支払いはもとより、一層の受

入れ条件の整備等が必要となる。 

 また外国人材受入れ政策において、技

能実習制度の議論だけでは限界があると、

多くの有識者は指摘している。日本人雇

用とのバランスある受入れ政策を根底に、

将来に向け秩序ある制度を作り上げてい

くことが求められる。 

 

エ． あらたな展開へ 

 記述してきたとおり、外国人技能実習

制度はいろいろと変遷してきた。そして

今年度中の移行を目指して、新制度も導

入の見込みである。実際に各省庁の指導

と連携のもと、外国人技能実習機構、技

能実習協議会、JITCO 等を基軸とした、

管理・運営・推進支援業務が実施され、

具体的には送出し国との政府間協定、産

業ごとの技能実習生の賃金水準、優良機

関の認定、ワンストップサービスなど、

それぞれの機能発揮とリーダーシップが

求められる。 

今後は技能実習制度のあらたな展開

へ入るわけだが、技能実習を実施する者

（実習実施者）と実習を監理する者（監

理団体）とが、制度の存続・発展をかけ

た正念場であるといえる。 

（平成27年5月末での記） 

 

 

※参考にした文献や資料 

１． 法務省、厚生労働省、農林水

産省の各データ 

２． JITCO の各データ 

３． 「外国人の技能実習の見直し

に関する法務省・厚生労働省

合同有識者懇談会報告書」

（2015 年1月） 

４． 「技能実習制度の適正な実施

及び技能実習生の保護に関す

る法律案」（2015 年3 月） 
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５． 「技能実習制度の見直しに関

する有識者懇談会報告書に対

する意見書」日本弁護士連合

会（2015 年2月） 

６． 「技能実習制度の見直しに関

する連合の考え方」日本労働

組合総連合会 

  ７．    「外国人技能実習制度のあり

方について（提言）」日本国家

公務員労働組合連合会（2015

年4月） 
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第 3 章 

 

外国人技能実習生の導入事例 

————茨城県結城市マルミヤ出荷協同組合———— 

 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

准教授  安藤 光義 

（研究分担者） 

 

1.はじめに 

 外国人技能実習生の大半は中国人だが、

近年はそれ以外の国に供給元が移動して

きている。ここではタイから外国人技能

実習生を導入している茨城県結城市のマ

ルミヤ出荷協同組合の事例とその生産者

の経営を紹介することにしたい。調査は

2014年６月７日と８日に行った。 

 

2.マルミヤ出荷協同組合の状況 

 2.1.組合設立の経緯 

 マルミヤ出荷協同組合は野菜の共同出

荷組織であり、下の宮地区の近隣有志７

人が集まって25年近く前に設立された。

地名をとってマルミヤと名づけられた。

10年前に野菜の集出荷場を建設し、そこ

に組合員が野菜を出荷し、それを業者が

集荷に来るという仕組みをスタートさせ

る。この業者は県西市場に勤めていた人

が独立したもので、組合が設立された頃

からの付き合いとなる。 

 もともとは任意組織であったが、2005

年に農業生産者７人とそのうちの１人が

立ち上げた法人の８人を構成員とする事

業協同組合となった。事業協同組合とし

たのは税金対策である。「任意組織の時代

は税金を納めていなかったが、それを適

正化するために事業協同組合にした。任

意組織に資産が蓄積されていた。それ以

外にも任意の機械利用組合もあった。そ

れらを１つにまとめた。集出荷場も組合

の資産とはなっていなかったが、事業協

同組合の資産とした」と話していた。 

 

 2.2.技能実習生導入の実際 

 外国人技能実習生を受け入れるために

は10人以上が必要だったため、地区外の

生産者3人（いずれも茨城県内）を加え、

2010 年から外国人技能実習生の受け入

れを始めた。それに際しては茨城県の中

小企業協同組合中央会の指導を仰いでい

る。組合員の１人のA氏は鯉渕学園の出

身で、その関係でタイとの交流をしてい

たことが大きかった。鯉渕学園と交流の
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あったタイの大学の先生が関わっている

農業高専が学生の農業研修のための送り

出しに積極的で、受け入れ機関（監理団

体）を設立すればよいということで踏み

切った。このためＡ氏は職業紹介責任者

の資格を取得している。 

 地元の農協でも外国人技能実習生を受

け入れているが、農協を使わず自分たち

で事業協同組合を設立した理由について

は次のように話していた。「たくさんの外

国人が入っていて農協は監理し切れない

状態になっていた。かつての実習生はよ

く働いていたし、評価も高かったが、今

はその勤勉さや生活態度に問題がある。

送り出し元や現地の状況がよく分かって

いるところから人を受け入れたいという

ことになる。農協では組織が大きすぎて

こちらの提案が通らない。事前研修に対

する要望などが反映されにくい。現地に

いる段階から日本の事情を理解してもら

って研修をさせたい。スキルアップをさ

せて日本に来てもらえるようにしたい」

と考えたことによる。 

 組合員の意向を受けてＡ氏が現地に行

って面接を行って選抜して日本に来ても

らう。「少ない人数だが、ていねいな選抜

を行いたい。中国人はお金が目当てだが、

タイ人は帰国後農業をすることを考えて

いる。研修が終わった後のことを考えて

おり、レポートやノートを書いている。

生活水準は中の下か、下のクラス。貧し

い地域の子たちが多い。その中から農業

を本気でやりたい子を選んでいる」と話

していた。来日の８ヶ月前から現地で情

報を集め、３ヶ月前に面接をして選抜を

行う。ここで選抜された人は現地の日本

語学校に入って日本語を勉強することに

なる。今回は３人の募集に対して７人の

応募があったとのことである。 

 雇用契約は日本語とタイ語の両方のも

のを用意して締結する。現在、１号が４

人（うち３人が２号への切り替え中）、２

号が７人（うち５人が２年目、２人が３

年目）で計11人を受け入れている。この

11人は７人が集合住宅に住み、４人が農

家の家に住んでいる。 

 

 2.3.技能実習の状況と効果 

 事業協同組合として外国人技能実習生

の受け入れ事業は 10 万円少しの赤字と

なっている。組合専従職員を１人雇うの

に 20～25 人の技能実習生が必要と言わ

れているとのことである。監理料は２万

５千円で、うち１万円が送り出し機関へ、

１万５千円がマルミヤ出荷協同組合のも

のとなる。これ以外に渡航費10万円、日

本語研修費８万５千円少しを受け入れ農

家は支払う必要がある。来日後の日本語

研修は市川市の日本語学校に泊まり込ん

で行っている。タイでの日本語学習は２

ヶ月間あるが、この費用は本人負担であ

る。日本では月１回の巡回指導を実施し

ている。 

 実習の内容だが、「 初の数ヶ月は農作
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物を切るだけ、次の数ヶ月は野菜を詰め

るだけ、というかたちで訓練をさせてい

く。白菜やレタスの規格選別も行わせる。

加工用のものであれば問題は生じない。

機械に乗ってもらって、できるかどうか

の資質も判断する。タイ人の途中帰国者

はいない。来る人は農業の勉強を目的と

している。優秀な人にはまた来日しても

らいたい。タイに帰国した実習生が野菜

を作って日本に輸出することも考えてよ

いだろう。白菜、キャベツ、レタスの栽

培は覚えやすいし、タイでも同じものが

作られているので戻ってからも役に立つ」

とのことであった。 

 外国人技能実習生を導入した効果だが、

「後継者がいる場合は規模拡大を目的に

導入しているが、後継者がいない場合は

家族労働力の補完であり、現状維持が目

的である。実習生を入れても作付品目は

変わらない。多くの品目をやっていても

それを実習生に教えることは難しい。少

品目で大きく生産する方がいい。３年間

しかないのでその方が効率的である」と

話していた。 

 

3.外国人技能実習生からのヒアリング 

 ３人の外国人技能実習生からの話は以

下のようなものであった。 

 3.1.技能実習生① 

 タイ北部の出身。現在27歳。実家では

農業をしていた。米、野菜、トウモロコ

シなどで1.6haの耕作規模。ほかに肉用

牛を 25 頭飼っている。４人家族。父 45

歳、母40歳、弟21歳で３人とも農業を

している。知識と経験を得るためやって

きた。日本の農家の下で勉強できるのは

魅力的だった。どれくらいのお金が貰え

るのかは知らなかった。今は18～20万円

で家賃等を差し引くと15万円くらい。１

ヶ月間働いていくら貰えるかが分かった。

15万円はだいたい４万バーツ。これはタ

イの月給の2.5ヵ月分に相当する。帰国

後は農業をもう少し勉強するために進学

する。貯めたお金でロッタイ（テイラー

のような汎用性の高い機械）を購入する。

これは10万バーツくらいする。もし、技

能実習の期間が５年間に延長されれば５

年間日本にいたい。タイにいた時から日

本の農業の状況は分かっていた。日本以

外だとデンマーク、イスラエル、中国が

候補だったが、英語ができないのでデン

マークとイスラエルはやめた。日本の方

がいいと思われている。家族との関係も

近いし、しっかりとした経営が行われて

いる。日本の品質と技術の高さに驚いて

いる。 

 

 3.2.技能実習生② 

 23 歳。実家は農家。キャッサバ５ha、

ゴム1.6ha、米1.6haの計8.2haを経営。

家族は５人。父 62 歳、母 52 歳、姉 35

歳（結婚して他出）、姉27歳。家にいる

４人は全員農業をしている。農外に働き

に出ている家族はいない。売り上げは年
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間20万バーツ。農業高専の先生からの紹

介で応募した。新しい農業の経験をした

かった。帰国したら学士の資格を取って

農業をする。キャッサバやゴムは新しい

作目に変えていく。マナオ（小型のシー

クワーサーのような柑橘類）の栽培を導

入する。露地野菜も作りたい。ここで学

んだことは機械の使い方、人の使い方。

運転ができるようになった。タイでも日

本でも農業の大変さ、労働のきつさは同

じ。日本の方が労働時間は長い。タイは

朝８時から夕方６時半までだが、日本は

朝５時から夕方６時まで。帰国までに

100 万バーツくらいを貯める。このお金

でロッタイとトラックを買いたい。 

 

 3.3.技能実習生③ 

 タイ北部の出身。23 歳。実家は農家。

ショウガ0.8ha、米 5.6ha の計 6.4ha を

経営。９人家族。父67歳、兄39歳（婚

出したが実家の農業を手伝っている）、兄

25歳（会社勤め）、弟20歳（大学生・中

国に留学してマーケティングを学んでい

る）、弟18歳（高校生）、姉32歳（婚出

したが実家の農業を手伝っている）、姉

29歳（婚出）、姉27歳（婚出）。39歳の

兄を中心に農業経営を行っており、売り

上げは30万バーツ。日本に来てまだ３ヶ

月なのでよく分からないことが多い。150

万バーツを貯めて帰国したい。このお金

で農地面積を拡大する。中国に留学して

いる弟が帰ってきたら加工販売でビジネ

スをしたい。日本は季節の変化が大きく、

機械化が進んでいるので驚いた。 

 

4.外国人技能実習生導入生産者の経営 

 合計５人の生産者から話を伺った。以

下にその内容を記す。いずれの生産者も

働き手が増えたことで経営にプラスの効

果があらわれている。また、日本人の雇

用労働力に代替しているケースが多い。

Ａ～Ｃ氏は大規模経営、Ｄ・Ｅ氏は中規

模経営である。 

 

 4.1.Ａ氏（38歳）からのヒアリング 

 Ａ氏は 23 歳の時に就農した時は白菜

２～３ha、野菜全体で５ha 規模だった。

規模拡大を目指して近隣の婦人を臨時雇

いで導入したが、それが中国人技能実習

生に置き換わっていった。中国人技能実

習生を入れた時の野菜の作付規模は

10haだった。現在の作付面積は白菜13ha、

キャベツ５ha、レタス５ha、水稲５ha、

トウモロコシ２haで計30ha。自作地５ha、

借入地 10ha で経営耕地面積は 15ha。年

２回の作付けである。借入地の小作料は

10ａあたり１作１万円。耕作放棄地だっ

たところは無料。 

 外国人技能実習生は中国人２人とタイ

人３人の計５人。将来的に中国人の２人

はタイ人に置き換わる予定である。「日本

人は雇うのにも教えるのにも時間がかか

る。農の雇用事業を使って日本人も入れ

たことがあるが、外国人技能実習生の能
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力の方が高い。彼らは目的があって日本

に来ており、モチベーションが違う。日

本人を雇うと月20～25万円かかるが、技

能実習生だと残業代込みで17～18万円。

日本人を雇うメリットがあるとすれば車

の運転ができること。タイに対して国際

免許を出して欲しいという要望書を出し

ている。技能実習生でもトップに立って

指示を出せる人を確保し、その下でみな

が働くような構造にしていきたい。３年

目の給料を高くすることができるかどう

か」と話していた。 

 

 4.2.Ｂ氏（60歳）からのヒアリング 

 夫婦２人で農業をしている。長男（28

歳）は現在、別の農業法人で働いており、

将来的には家に戻って就農する予定。Ｂ

氏が就農した当時は米麦が中心で野菜は

少ししか作っていなかった。現在の経営

耕地は水田５ha（自作地 1.5ha、借入地

3.5ha）、畑４ha（自作地 1.5ha、借入地

2.5ha）の計９ha。小作料は10ａあたり1

万円。全て利用権を設定しており、６年

契約。年２作のところが多い。作付けは

キャベツ１ha、リーフレタス 0.4ha、カ

ボチャ1.3ha、白菜2.5ha、キャベツ0.7ha

などだが（詳細は不明）、技能実習生が入

ったことで 1.7～1.8 倍に増えたとのこ

とである。 

 「技能実習生が入る前は臨時雇いを１

人入れていた。親戚の女性で年 50～60

日来てもらっていた。現在はタイ人の技

能実習生になった。人数は１人なので３

人で農業をしている。途中、技能実習生

が２人となる時もあったが、そうなると

２人分ではなく、2.5～３人分の仕事がで

きるようになる」と話していた。 

 

 4.3.Ｃ氏（58歳）からのヒアリング 

 夫婦２人で農業をしている。両親が農

業からリタイアした後も面積を減らさず

にやってきた。金融機関を辞めて就農し

た時は田畑合わせて２ha 規模で白菜と

干瓢を作っていた。その後、畑を借りて

面積を拡大し、10年前には６ha、現在は

田2.1ha（自作地1.5ha、借入地0.6ha）、

畑７ha（自作地２ha、借入地５ha）の計

9.1ha となった。現在は長女の夫が農業

を手伝いに来ている。年間 100 日で 100

万円くらいを支払う。それまでは日本人

の雇用を１人入れていた。外国人技能実

習生は 2010 年に１人入れて、2012 年に

大学に復帰するため帰国した。その後、

再び2013年に１人を入れている。「当初

は外国人の実習生を入れてもなあと思っ

ていた。中国人が１人で働いている仕事

ぶりはあまりいいものとは思っていなか

った。タイ人は１人でもよく働く」との

ことである。 

 主な栽培品目はキャベツ 3.5ha、サニ

ーレタス 1.6ha、カボチャ１ha、白菜５

haなど。技能実習生が入る前はキャベツ

１ha、サニーレタス 0.5ha、カボチャ２

ha、白菜３haだった。カボチャは手間が
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かかる割にはお金にならないので減らし、

代わりに葉物を増やした。キャベツや白

菜に切り替え、売り上げも1.5倍くらい

になった。「現在の労働力で葉物をどれだ

けやれるかを確認してから面積を増やし

ていきたい」と話していた。 

 

 4.4.Ｄ氏（64歳）からのヒアリング 

 夫婦２人で農業をしている。農業後継

者はいない。現在の経営耕地は水田

1.35ha（自作地1.1ha、借入地0.25ha）、

畑 3.4ha（自作地 1.9ha、借入地 1.5ha）

の計4.75ha。外国人技能実習生を入れた

のは３年前からで、昨年から２人体制と

なった。それによって借入地は増えてい

ないが、年１作だったのが年２作となっ

た。実習生が入る前までは植付け、収穫

などの作業は親戚のおじさんに手伝って

もらっていた。現在の作付は白菜２ha、

キャベツ1.5ha、カボチャ1.3ha、サニー

レタス１ha、水稲 1.5ha の計 7.3ha。キ

ャベツとサニーレタスの作付面積が大き

く増えた。以前は白菜 1.5ha、キャベツ

0.5～0.6ha、サニーレタス 0.5ha、カボ

チャ１haであった。 

 

 4.5.Ｅ氏（65歳）からのヒアリング 

 夫婦２人で農業をしている。Ｅ氏は農

業大学校を卒業してから養蚕をやってい

た。1992 年頃までは、養蚕+水稲 50ａ+

冬は結城紬織りで生計を立てていた。養

蚕の先行きの見通しがなくなったので、

平成に入った頃からヒラタケの栽培を始

めた。現在もヒラタケの栽培を続けてい

るが、面積は縮小し、主力を菌床シイタ

ケに転換した。技能実習生は１人入れて

いる。後継者がおらず労働力不足なので

導入に踏み切った。 初に入れたのは

2011 年で、その実習生は 2013 年に帰国

した。現在いる実習生は2013年に入国し

た。２人の実習生が同時にいた時期があ

り、その時に前からいる実習生が後から

来た実習生にいろいろと農業の指導をし

ていた。「実習生は家族に近い存在だと考

えている」とのことである。経営耕地は

田 0.4ha は全て貸付けており、畑 1.6ha

だけである。 

 現在の作付面積はキャベツ 0.5ha、ナ

ス0.35ha、白菜0.6haなどである。技能

実習生が入る前はキャベツが 0.2ha、白

菜が0.3haだった。キノコの生産量も増

えた。ヒラタケは変わらないがシイタケ

は1.5倍になった。 

 

5.おわりに 

 マルミヤ出荷協同組合は小規模な組合

だが、それを利点として活かして外国人

技能実習生に対して丁寧な指導を行って

おり、また、彼らのモチベーションの高

さも加わって組合員の経営にプラスに働

いている。ただし、今後、技能実習生の

数を増やして急速な規模拡大が進むかど

うかは、後継者を確保していないところ

も多く、不明である。マルミヤ出荷協同
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組合はタイの送り出し元がしっかりして

おり、帰国後、技能実習生は就農し、日

本での経験を生かして経営を改善する意

欲に富んでいるように思われる。外国人

技能実習生を導入している事業協同組合

は問題があるところが少なくないと言わ

れているが、ここは受け入れ側も技能実

習生も満足できるような結果となってい

るとしてよいだろう。 

  



 

 40

第 4 章 

 

茨城県および周辺地域における 

外国人技能実習制度活用の拡大 

 

早稲田大学地域・地域間研究機構 

招聘研究員  軍司 聖詞 

（研究協力者） 

 

1.序論 

 1.1.問題の所在 

 『農村と都市をむすぶ』誌 2014 年 2

月号が「農業における外国人労働者問題」

特集を組むなど、農業分野における労働

力調達源として外国人労働力に対する注

目が高まっているが、堀口(2013)(2014)

によれば、常雇における外国人技能実習

生の割合は、すでに15%にまで高まって

おり、実習制度を活用した外国人労働力

調達は今後も広がるものと推察される。 

この現況に対して、軍司(2012)(2013a)

は、実習生受入数第1位である茨城県の

中でも、主要な受入地である八千代町

（JA常総ひかり管内）と神栖市（JAし

おさい管内）を捉え、実習制度を活用す

る受入農家の営農概況を明らかにすると

ともに、これを可能にしている監理団体

（JA）の監理のありようを明らかにした。

軍司(2012)(2013a)は、洗練された監理体

制の構築が、大規模かつ安定的な実習制

度の活用の要諦である旨を論じているが、

実習制度の活用がさらに広がると予測さ

れる現況にあっては、主要活用地の監理

現況ないし活用現況のみならず、主要活

用地の洗練された監理体制がどのように

周辺地に波及し、また周辺地の活用現況

がどうなっているかについて明らかにさ

れる必要がある。 

 

 1.2.本研究の目的および方法 

 そこで本研究は、軍司(2012)(2013a)

が取り上げたJA常総ひかり・JAしおさ

いを参考にして実習制度の活用をはじめ

た JA 北つくば（茨城県筑西市）・JA ち

ばみどり（千葉県旭市）に対してヒアリ

ング調査を行い、これら JA 管区におけ

る実習制度の活用現況を明らかにすると

ともに、これをもたらすに至った監理体

制をどのように構築したかについて、そ

の特徴を考察する1。 

                                            
1 JA常総ひかり・JAしおさいの監理体



第 4 章 茨城県および周辺地域における外国人技能実習制度活用の拡大（軍司聖詞） 

 41

 

2.JA北つくばの制度活用 

 2.1.JA 北つくばの位置および制度活

用現況 

 JA北つくばは茨城県筑西市・結城市・

桜川市を管区とする広域JAである。JA

北つくば(2014)によれば、管区は関東ロ

ーム層に位置し、年間平均気温は13〜14

度と温暖であり、また年間降水量は

1300mm 程度と恵まれているため、穀物

や青果などを中心に100種類以上の農産

物を算出している。 

 JA北つくばは、調査時（2013年6月）

現在、63 戸に 150 人の実習生を斡旋し

ている2。63戸の内訳は、畑作農家52戸、

施設園芸農家 11 戸であり、畑作農家は

主にレタスや白菜、トウモロコシなどを、

施設園芸農家は主にキュウリやトマト、

イチゴなどを作付けしている。実習生は

150人全員が中国人男性であり、内訳は、

1年目70人、2年目48人、3年目31人

である。また、150人中119人が畑作地

域である結城市内で受け入れられている。 

 JA 北つくばによれば、平均的な受入

                                                             
制および両JA管内の受入農家の営農概

況については、軍司(2012)(2013a)を参照

されたい。また、実習制度や労働力受入

れに関する主要な先行研究については、

軍司(2013b)を参照されたい。 
2 ただし、この63戸には、調査時時点に

おいては受入数0人である農家2戸を含

む。なお、管内にはJA北つくばの他に

事業協同組合が 1 つあるとのことだが、

斡旋人数は少数であるとのことである。 

農家は、10〜20ha程度を経営し3、6000

万円程度の売り上げをあげている。1 戸

当たり平均受入人数は2.3人であるが、0

人受入農家2戸、1人16戸、2人21戸、

3 人 9 戸、4 人 11 戸、5 人 3 戸、6 人 1

戸であり、1〜2人の少人数受入れ農家が

中心ではあるものの、3〜5人の大人数受

入れ農家も少なくないという特徴がある。 

 JA 北つくばによる実習生の受入れは

2月と8月の年2回あり、1回当たり40

名程度が受け入れられる。例えば2月受

入れの場合、農家からの受入れ希望の締

切は、新規受入れの場合前年7月、更新

の場合前年8月である。農家の受入希望

に対して、JA 北つくば内に組織される

「推進委員会」で審査が行われ、前年 9

月頃、面接団（JA 担当者と受入希望農

家 5 戸）が訪中し、候補者を面接する。

面接者数は、受入数の3倍程度を確保す

るよう、送出し機関に要望しており、直

近の募集では受入希望 37 名に対し 120

名を面接した。受入希望は 37 名であっ

たが、面接合格者は 80 名となった4。こ

                                            
3 JA北つくばによれば、結城市の受入農

家の経営耕地はほぼ結城市内にあり出作

は少ない。なお，軍司(2014)によれば、

JA常総ひかり管内の八千代町では、受

入農家の経営耕地（畑）の約半分が出作

であるほど規模拡大が進んでいる。 
4 面接合格者が受入希望数の2倍程度と

なっているが、これは、合格者に課され

る研修中に、半数程度が辞退するためで

ある。辞退理由の多くは、体力的な問題

による。なお、 終的に受入希望数を上
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の面接合格者に対して、前年 10 月頃に

身元調査が行われ、前年 11 月頃から当

年1月頃まで3カ月程度の研修が行われ

る。当年2月に実習生が訪日すると、さ

しま少年自然の家において合宿研修が 1

カ月間行われ、この後、実習生は各農家

に配属される5。 

 実習生を受入れるための農家の費用負

担は、表1の通りである。また、農家が

実習生から徴収できる宿舎費は1人当た

り月額16000 円、水道光熱費は1人当た

り月額12000 円である。 

 JA 北つくば斡旋実習生受入費用の特

徴は、JA 監理費が極めて安価であるこ

とである。事務委託手数料と運営負担金

を勘案しても、監理団体（JA）に対する

支払いは、受入れ1人当たり月額数千円

程度である。また、渡航費も安価であり、 

                                                             
回る人数が残った場合、中国国内の研修

所の教員が、成績上位者から 終合格者

を決定する。 
5 軍司(2012)によれば、JA常総ひかりも

また、代表者のみが訪中面接を行い、実

習生の配属先はJAが決定する。JA常総

ひかりは、配属先農家の実習生の組み合

わせを工夫し、トラブルの起きにくい実

習体制を構築しているが、JA北つくば

もまた、斡旋の組み合わせを工夫してい

る。ただし、JA常総ひかりは、主に中

国国内研修の成績や日本語能力を中心に

組み合わせを工夫しているのに対し、JA
北つくばが重要視するのは出身地である。

JA北つくばによれば，実習生は出身地

によって考え方が異なるため、これを工

夫して配属する必要があるとのことであ

る。 

表1 JA北つくば斡旋実習生受入費用 

項目 支払先 金額・単位

JITCO 賛助会

費 

JITCO 50000 円/

戸・年 

入国時講習 研修機関

等 

50000 円/

人・回 

事務委託手数

料 1) 

JA 50000 円/

戸・年 

運営負担金 2) JA 30000 円/

戸・年 

取次手数料 3) JITCO 5500 円/

人・回 

入管手続費用
3) 

収入印紙 4000 円/

人・回 

管理費 送出し機

関 

15000 円/

人・月 

監理費（1 号） JA 4000 円/

人・月 

監理費（2 号） JA 2000 円/

人・月 

渡航費（入国） 送出し機

関 

50000 円/

人・回 

渡航費（出国） 送出し機

関 

50000 円/

人・回 

給与 実習生 茨城県 低

賃金 

労災保険料 歳入代理

店 

給与総額の

1.2% 

注：1)事務手続費用。2)面接費用等。3)2

年目から 3 年目への移行時に支払い。 

 

出入国合計 1 人当たり 100000 円に抑え
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られている。軍司(2013b)によれば、JA

常総ひかりの監理費は 1 人当たり月額

6000 円であるものの、地元事業協同組合

は1人当たり月額10000 円、都市部事業

協同組合は1人当たり月額25000円であ

り、また渡航費は、JA 常総ひかり・地

元事業協同組合ともに 1 人当たり

250000 円である。ここから、JA北つく

ばが安価に実習生を斡旋できていること

が確認できる。軍司(2013a)によれば、実

習制度活用における受入農家の費用負担

を抑えることで、さらに実習制度を活用

した規模拡大につながり、結果、販売・

購買面の増収で JA は費用回収を行うこ

とができる。JA常総ひかりはもとより、

JA北つくばもまた、JAと受入農家との

間に、この有機的な互恵関係を構築して

いる。 

 JA 北つくば管内の受入農家の受入れ

動機は、主に規模拡大のためである6。JA

北つくば管内には日本人常雇がほとんど

おらず、規模拡大には労働力調達がネッ

クであったため、管内農家が JA 北つく

ばに実習生（旧研修生）の受入れ開始を

要望した。これを受けたJA北つくばは、

すでに実習制度（旧研修制度）の活用を

はじめていた隣の JA 常総ひかりを参考

に、2002 年、実習生の受入れをはじめた

                                            
6 JA北つくばによれば、管内農家の8〜
9割には後継者があり、後継者不足のた

めに実習制度を活用する受入農家は少な

い。 

7。 

 

 2.2.先行地域の影響と監理体制の特徴 

 以上を可能としている JA 北つくばの

監理体制の特徴は、基本的に JA 常総ひ

かりと同じ監理体制であることである。

正確には、JA北つくば・JA常総ひかり

を含む茨城県西4JAが、県西地区連絡会

を設置して共同歩調を取っている。すな

わち、この4JAにおいては、ほぼ同様の

監理体制を敷いている。 

 この共同体制の特徴は、単に先行する

JA 常総ひかりの監理体制に倣っている8

というだけではなく、4JAが同じA送出

し機関と契約しているということにある。

JA 北つくばによれば、A 送出し機関と

契約をしたのは JA 常総ひかりの勧めに

よるとのことだが、軍司(2012)は、A 送

出し機関の代表B氏について、元JA常

総ひかり職員であるとしており、B 氏は

                                            
7 なお、JA常総ひかりの実習生（研修生）

受入開始は1998 年である。 
8 例えば、軍司(2013a)は、JA内に実習

制度の専門部署（JA常総ひかりにおけ

る「実習事業課」）が設置されることで、

JAは受入農家や実習生に手厚い監理を

提供でき、手厚い監理があるため農家は

さらなる実習制度の活用をして規模拡大

をすることが可能であり、よってJAは

販売・購買面で増収となるという好循環

が生まれるとしているが、JA北つくば

にもまた、専門部署（「営農支援センター」。

専任3名）が設置されている。このよう

な専門部署は、実習事業を行う他地域の

JAにはあまり見られない。 
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県西地域の農業事情に精通している人物

である。A 送出し機関は、JA 常総ひか

り管区内に駐在事務所を設置し、各 JA

の実習担当者とともに、日頃から受入農

家・実習生の巡回を行っている。 

 この、近隣 JA との共同歩調を取ると

いう JA 北つくばの監理体制の構築方法

は、次の3つの意味を有している。 

 第 1 は、先行して実習制度を活用し、

大規模かつ安定的な運用に成功している

主要地の JA の監理体制や、トラブル対

応等を倣うことができることである。例

えば、4JAでは、受入農家が実習生から

徴収できる家賃や水道光熱費を同額に設

定しているが、これにより受入農家と実

習生の間でトラブルとなりにくい徴収水

準を予め設定することができるとともに、

主要地の JA が設定している額と同じで

あるため受入農家や実習生に条件を納得

してもらいやすくなる。 

 第2は、情報共有によってリスクを分

散させ、またノウハウを飛躍的に蓄積さ

せることができることである。他の JA

で発生したトラブルを、情報共有するこ

とによって未然に防ぐことができるよう

になるのみならず、同じ監理体制を取る

ことによって、蓄積されたノウハウを自

管内に適用することが容易となる。 

 第3は、規模の経済を働かせることが

可能となることである。例えば、4JAが

同じ送出し機関と契約することで、県西

地域に1つの送出し機関から送出される

実習生は数百名規模となるが、送出し人

数が多ければ送出し機関は当該地域に駐

在事務所を設置することができ、手厚い

巡回体制等を構築することができる。近

隣地域に送出し機関の駐在事務所が設置

され、手厚い巡回等が行われることは、

実習制度の活用拡大や、安定運用につな

がる。 

 これらによって、実習制度を大規模か

つ安定的に運用する監理体制の構築を短

期間で行うことができるとともに、4JA

相互に互恵的な関係が構築されている9。 

 

3.JAちばみどりの制度活用 

 3.1.JA ちばみどりの位置および制度

活用現況 

 JA ちばみどりは、千葉県銚子市・旭

市・匝瑳市・横芝光町（一部）を管区と

する広域JAである。銚子市（管区東部）

は露地野菜、旭市（中央部）は施設園芸、

匝瑳市・横芝光町（西部）は露地野菜・

稲作地域であり、JA ちばみどり(2014)

によれば、管区内は大根のトンネル栽培

で日本一の面積を誇るほか、キャベツ、

キュウリ、トマト、メロンなどの作付け

が盛んである。 

 JA ちばみどりは、調査時（2013 年 7

月）現在、100戸に170人の実習生を斡

旋している。実習生170人は全員中国人

                                            
9 なお、茨城県においては、これらの共

同歩調体制を発展させ、実習制度を活用

する各JAが共同して単一の事業協同組

合を設立する動きがある。 
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であり、男女比は 9:110、1 号 60 人・2

号 110 人である。JA ちばみどりによれ

ば、JA ちばみどりが斡旋する実習生数

は千葉県 多を誇る。しかしながら、千

葉県内では事業協同組合の力が強く、県

内に50組合ほどあり、JAちばみどり管

内には事業協同組合の斡旋する実習生も

また170名ほどある11。 

 JA ちばみどりによれば、作付け体制

によるものの、平均的な受入農家では、

キャベツ・大根農家であれば 3ha 程度、

施設園芸農家であれば1ha程度を経営し、

3000〜4000 万円程度の売り上げをあげ

ている。これを、家族3人＋実習生2人

の5人程度の労働力で経営するのが、JA

ちばみどり管内の一般的な受入農家像で

ある。1 戸当たり平均受入人数は 1.7 人

であるが、家族労働力の多寡によって、

5人受入れを行う農家も散見される。 

 JA ちばみどりによる実習生の受入れ

は2月・6月・10月の年3回あり、1回

当たり約 20 名程度が受け入れられる。

受入人数を送出し機関に伝え、受入数の

                                            
10 女性実習生は主にミニトマト農家に

入っている。 
11 JAちばみどりによれば、県内の事業

協同組合の中には，JITCO の支援を受け

ず弁護士を雇用して各手続きを行うもの

も少なくない。JITCO(2014)によれば、

JITCO 支援実習生（1号）人数は，千葉

県の農業作業者は全国第3位の397人だ

が（表4参照）、実際にはさらに多くの

実習生が千葉県内で受け入れられている

と推定される。 

3 倍程度の面接者を確保するよう要請す

ると、送出し機関は候補者に対して予備

面接を実施し、本面接の受験者を 60 人

程度に絞る。この予備面接合格者に対し、

日本から面接団が訪中して本面接が行わ

れるが、JA ちばみどりの受入れプロセ

スの特徴は、訪中する面接団に、基本的

に受入れ希望農家全員が参加することを

求めていることである 12 。軍司

(2012)(2013)によれば、1 戸当たり受入

人数の少ない農家が多い地域では、 長

3 年間、受入農家と実習生は作業時間の

ほとんどを対面して過ごす。よって、受

入農家と実習生との相性が極めて重要で

あり、受入希望農家が訪中して相性の合

う実習生を選抜することが重要である。

JAちばみどりは1戸当たり平均1.7人受

入れであり、実習生の選抜には細心の注

意を払っている13。 

 実習生を受入れるための農家の費用負

担は、表2の通りである。また、農家が

実習生から徴収できる宿舎費は1人当た

り月額20000 円、水道光熱費は1人当た

り月額8490 円である。 

 

                                            
12 ただし、JAちばみどりの要請によら

ず、訪中しない農家もある。訪中しない

農家は、面接を行わない訳ではなく、ビ

デオ面接によって受入れ実習生を指名す

る。なお、実習生の指名においては訪中

農家に優先指名権がある。 
13 JAしおさいもまた、受入希望農家全

戸に訪中面接を求める選抜方式を採用し

ている。 



第 4 章 茨城県および周辺地域における外国人技能実習制度活用の拡大（軍司聖詞） 

 46

表2 JAちばみどり斡旋実習生受入費用 

項目 金額・単位 

外国人技能実習生 

総合保険 

44580 円/人・3

年 

事

務

委

託

費 

戸別割分 50000 円/戸・年

人数割分 

（JA 出荷有）1) 

5000 円/人・年 

人数割分 

（JA 出荷無） 

15000 円/人・年

JITCO 賛助会費 50000 円/戸・年

協議会運営費（上期） 

協議会運営費（下期） 

10000 円/人・年

10000 円/人・年

渡航費往路分 

渡航費復路分 

55000 円/人・回

40000 円/人・回

農業技能評価試験料2) 15000 円/人・回

事前研修会費 20000 円/人・回

JITCO 取次料 2) 5500 円/人・回 

収入印紙代 2) 4000 円/人・回 

実習生手当 千葉県 低賃金

派遣会社管理費 22000 円/人・月

労災保険料 給与総額の1.2%

注：1)前年 JA 出荷額 1000 万円以上また

は、販売額 6 割以上が JA 出荷である農

家。2)2 年目から 3 年目への移行時に支

払い。 

 

 JA ちばみどり斡旋実習生受入費用の

特徴は、他地域には見られない協議会運

営費が計上されていることもあるが（協

議会については後述）、JA北つくば同様、

JA 監理費（事務委託費）が比較的安価

に抑えられていることである。JA ちば

みどりによれば、受入農家100戸はほぼ

全て JA 出荷農家であり、また事業協同

組合を利用する農家が JA 外出荷という

訳でもない。JA ちばみどり管内の農家

が利用する事業協同組合の監理費の相場

は、1 人当たり月額 20000〜30000 円程

度であり、費用総額で月額30000 円程度

は JA の方が安く、すなわち JA は費用

面をして大きなプレゼンスを有するが、

事業協同組合は中国人以外を斡旋してい

たり、受入れルールを柔軟にしていたり

するため、これらを求める農家が利用し

ているとのことである。 

 JA ちばみどり管内の受入農家の受入

れ動機は、受入れ開始当初は、経営維持

のための労働力確保であった。すなわち、

管内には日本人常雇がほとんどない状況

を背景として、後継者の確保がままなら

ない農家が、JA ちばみどりに対して実

習生（旧研修生）の受入れ開始を要望し

た。これを受け、JA ちばみどりは、す

でに実習制度（旧研修制度）の活用をは

じめていた茨城県の JA しおさいを参考

に、2002 年から実習生の受入れをはじめ

た14。実習生の受入れは、後継者の確保

できない農家に広がったが、受入れが進

むにつれ、これを規模拡大に利用しよう

とする農家が現れはじめ、結果、こんに

ちの100人170戸体制へと至った15。 

                                            
14 なお、JAしおさいの実習生（研修生）

受入開始は1998 年である。 
15 現在は、ほとんどの農家に後継者があ

り、規模拡大に実習制度を活用する農家
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 3.2.先行地域の影響と監理体制の特徴 

 以上を可能としている JA ちばみどり

の監理体制の特徴は、JA しおさいを手

本にして構築されたことであるが、これ

は、JAちばみどりが、JAしおさいで実

習制度を担当していたC氏をヘッドハン

トしたことによる。C 氏は実習事業担当

20年のベテランであり、監理にかかわる

全てに精通している。前述の JA 北つく

ばは、参考とした JA 常総ひかりと同じ

監理体制を構築してきたが、JA ちばみ

どりは、必ずしも JA しおさいと同じ監

理体制を構築しているわけではない。例

えば、茨城県西4JAは同じ送出し機関と

契約していることが特徴であったが、JA

ちばみどりは、受入開始当初は JA しお

さいと同じ送出し機関と契約をしていた

ものの、現在は異なる送出し機関と契約

をしている。よって JA 北つくばに比し

て、JA ちばみどり管内では、送出し機

関は重要な役割を担っている訳ではない

が、しかし、JA ちばみどりは C 氏を先

頭に専任5人を含む全8人体制で受入農

家や実習生に手厚い監理を提供している。

また、C氏の妻D 氏が中国語に堪能であ

るため、D 氏が 24 時間体制で実習生か

らの相談を受け付けている。 

 JAちばみどりの監理体制は、単にJA

                                                             
も多い。これは、後継者の決定状況に比

して、配偶者が少なく、家族労働力はそ

れほど増加していないことが背景にある。 

しおさいの監理体制を基礎として構築さ

れているのみならず、これを適宜修正し

ているほか、独自の体制も積極的に取り

入れたものである。例えば、JA ちばみ

どりは、他地域にはみられない「受入れ

協議会」を設立している。この協議会は、

受入農家全戸が加入する16互助組織であ

り、この協議会の設立によって JA ちば

みどりは、各受入農家の互助を助長する

とともに、協議会に受入農家の意見を集

約させ、JA ちばみどりは逐一、協議会

役員と監理体制のありようを協議するこ

とで、受入農家の意見を監理体制に反映

させている。JA ちばみどりは、協議会

の設立によって、大きな手間を掛けず効

率的に受入農家の意見を聴取することが

でき、監理体制の修正やトラブル防止に

活かすことができている。 

 先行 JA から実習事業の担当者をヘッ

ドハントするという JA しおさいの監理

体制の構築方法は、次の2つの意味を有

している。 

 第 1 は、先行して実習制度を活用し、

大規模かつ安定的な運用に成功している

主要地の JA を倣うことができることで

ある。例えば、農家に渡航費用を掛けて

まで訪中して面接することを求めること

は、1 戸当たり少人数受入れが中心的な

JA ちばみどりにとって大規模かつ安定

                                            
16 この受入れ協議会に加入しなければ、

JAちばみどりから実習生の斡旋を受け

ることはできない。 
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的な制度運用を行う要諦の 1 つである。 

 第 2 は、参考とした先行 JA の監理体

制を、当該 JA の事情に即したものへと

修正したり、先行 JA の監理体制をもと

にした独自の取り組みを行ったりするこ

とが容易であることである。例えば JA

ちばみどりは、契約する送出し機関を変

更したり、独自に協議会を設立したりし

ている。JAが強い影響力を有するJAし

おさい管内と異なり、事業協同組合の強

い千葉県の JA ちばみどりでは、受入農

家の要望に常に耳を傾けなければならな

いなど、先行 JA とは異なる独自の取り

組みが必要であったが、これらは、JA

ちばみどり自体は十分な実習生受入れ経

験がない状況下でも、担当者が十分な経

験を有し、制度変更や独自の取り組み等

によるトラブルにも十分に対応できる状

況であることを、背景としたものである。 

 これらによって、短期間で大規模かつ

安定的な監理体制を敷くことができると

ともに、JA ちばみどり管内の実情に合

った監理体制を構築することができてい

る。 

 

4.結論および考察 

 本研究は、外国人技能実習制度の主要

活用地の洗練された監理体制が、どのよ

うに周辺地に波及し、また周辺地の活用

現況がどうなっているかについて明らか

にするため、主要活用地である茨城県八

千代町（JA常総ひかり管内）・茨城県神

栖市（JA しおさい管内）を参考にして

実習制度の活用を開始するに至った JA

北つくば（茨城県筑西市）・JAちばみど

り（千葉県旭市）に対するヒアリング調

査を行った。 

 調査結果の詳細は以上の通りであるが、

これを特にまとめると、表3の通りとな

る。 

 

表3 主要活用地周辺地JAの 

監理体制構築の特徴 

周辺地 JA 形式 主な特徴 

JA 

北つくば 

共同 

歩調型

規模の経済によ

り、送出し機関

が駐在所設置 

JA 

ちばみどり

人材 

招聘型

地域条件に即し

た独自の取り組

みを実施 

 

 JA北つくばは、主要活用地のJA常総

ひかりを含む近隣 4JA と共同歩調を取

ることを、監理体制構築の戦略とした。

特に、4JAで同じ送出し機関と契約する

ことは、送出し機関による駐在所設置や

手厚い巡回指導等につながり、結果、実

習制度の大規模かつ安定的な活用を行う

ことができるに至った。 

 JAちばみどりは、主要活用地のJAし

おさいから実習事業の専門家を招くこと

を、監理体制構築の戦略とした。JA ち

ばみどりの立地する千葉県内は事業協同

組合が比較的強く、JA はこれらに対し
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大きなプレゼンスを示す必要があったが、

JA しおさいの洗練された監理体制を、

専門家による監理経験を背景として適宜

修正し、また独自の取り組みを行うこと

で、結果、当該管区の実情に合った、実

習制度の大規模かつ安定的な活用を行う

ことができるに至った。 

 農業分野の外国人技能実習生の受入人

数に関する統計は存在しないが、

JITCO(2014)に基づき受入数上位5県を

みれば（表 4 参照）、受入数第１位の茨

城県（1296 人）は第2位の熊本県（442

人）の約3倍もあり、上述の通り第3位

の千葉県も茨城県の影響下にあると考え

れば、実習生の受入れは茨城県近隣に一

極集中している状況がある17。このこと

は、もちろん、地勢的な事情もあろうが、

しかし、茨城県内には参考にすべき先行

JA（監理団体）が近隣にあり、その周辺

                                            
17 JITCO(2014)は、あくまでJITCO が

支援した各都道府県の実習生数（農業作

業者・1号）を示すものであり、そのま

ま各都道府県の実習生数が推計されるも

のではない。茨城県や熊本県といった温

暖地では、2号化する実習生が多く、

JITCO(2014)の2〜3倍程度の実習生が

あると推測されるが、長野や北海道とい

った寒冷地は1号のみの受入れが中心で

ある。一方、1号のみの受入れを行う地

域では、JITCO の支援を受けない実習生

が少なくなく、寒冷地ではJITCO(2014)
の数倍程度の実習生が受入れられている

と推測される。すなわち、JITCO(2014)
は、あくまで実習生の大まかな分布を読

み取るものにすぎない。 

地の JA が実習制度を大規模かつ安定的

に活用できる監理体制を構築しやすい環

境にあることも、その要因の1つであろ

う。以上の調査研究によって、主要活用

地周辺地が、主要活用地の監理体制を倣

う2つの型、すなわち「共同歩調型」「人

材招聘型」があることが明らかとなった

が、これから実習制度の活用をはじめよ

うとする各地域が、これらを参考に短期

間で大規模かつ安定的な監理体制を構築

できるようになることが期待される。 

 

表4 JITCO支援実習生1号 

受入数(2012年)上位5県 

受入 

道県 

茨 

城 

熊

本

千 

葉 

長 

野 

北

海

道

受入数

(人) 
1296 442 397 298 235
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第 5 章 

 

英国における外国人労働者受け入れ制度の変容 

 

東京農業大学国際食料情報学部 

准教授  内山 智裕 

（研究分担者） 

 

1.はじめに 

英国では，農業分野における短期労働

力の受け入れ制度として，季節農業労働

者計画（Seasonal Agricultural Workers 

Scheme:以下SAWS）と呼ばれるプログ

ラムが実施されてきた。そのルーツは，

第二次大戦中の農産物収穫労働力の確保

にまでさかのぼる。この制度の要点は，

農業分野における短期労働力を，国の割

当制度により農場に供給するものである。 

英国内では短期農業労働力の確保が

難しいという現状認識から，国外から一

定数の短期労働力を確保し，一定期間後

には帰国させるための制度として

SAWS が設計された。ただし，SAWS は，

2008 年に大きな制度変更が行われた後，

2013 年末に終了した。つまり，現時点

（2014 年 3 月）において，英国には短

期農業労働力を受け入れるための特別の

制度が存在しない。 

 制度そのものが撤廃された理由の１つ

に，ＥＵ加盟国の拡大がある。ＥＵ加盟

国の市民は，加盟国間を自由に移動する

ことができる。もちろん，どの国におい

ても自由に働けるわけではなく，就労ビ

ザ受給などは必要である。ただし，潜在

的な労働力のキャパシティが広がった以

上，農業分野に限定した短期労働力割当

制度は不要である，というのが英国政府

の見解である。 

 2013 年末の制度撤廃に際し，英国の入

国管理局長から移民助言委員会

（Migration Advisory Committee：以下

MAC）に対して，SAWS 制度廃止の影

響についての報告をまとめるように指示

があった。そして、MAC報告を踏まえ、

SAWS は廃止されたが、制度廃止につい

ては業界団体などから強い反対意見など

も出されている。本稿では，MAC 報告

の要旨を俯瞰するとともに，従前の

SAWS に関する知見と，2014 年 3 月に

実施した現地での聞き取り調査に基づき，

SAWS の変遷と現状，今後の課題につい

て整理する。 

 

2.MAC報告によるSAWSの評価及び廃止へ
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の意見 

MAC 報告の要旨は以下のとおりであ

る。 

 

(1) 農業・食品産業における外国人労働

力の状況 

 2013 年末に廃止された当時の SAWS

は，ルーマニアとブルガリアの２国（A2）

労働者のみを対象としていた。つまり、

SAWS は、A2 国から短期に農業労働力

を確保するための制度であった。これは

2008 年の制度変更によって生まれたも

のである。一方，農業に限らない産業別

の 短 期 労 働 者 受 け 入 れ 制 度

（Sectors-Based Scheme：以下 SBS）

が 2007 年より A2 労働者を対象に実施

されていた。そして，SBS が2013 年末

に廃止されるのを機に，SAWS の廃止も

検討課題となった。 

 食品産業では，SBSに基づく受け入れ

が行われてきた。食品産業の付加価値額

は 2011 年において約 195 億ポンド（1

ポンド170円として，約3兆3千億円），

6,440 事業体，376,000 名の雇用を生み

出していた。食品産業では 2003 年に

SBS が導入され，当時は 10,000 名の割

当があった。割当は 2005 年に 3,500 名

に減少した後，廃止まで維持されている。

ただし，実際の割当充足率は 17～45％

（2007～2011 年）にとどまっており，

2012 年には9％にまで落ち込んだ。した

がって，SBS を廃止することによる影響

は軽微にとどまると推測される。 

 なお，SBS による労働者は，非熟練あ

るいは低熟練（unskilled or low-skilled）

の魚・肉・マッシュルームの加工業務に

従事することが要求される。許可期間は

大12 か月であり，労働者の年齢は18

歳から30歳までである。 

 一方，SAWS による雇用の大部分は園

芸部門で発生している。したがって，

SAWS 廃止は園芸部門に影響すると考

えられる。園芸部門は労働集約的であり，

季節労働力への依存度も高いためである。 

 2008 年以降の SAWS は，ブルガリ

ア・ルーマニアの２国から，短期の低熟

練労働力を雇用するためのものであった。

労働者は18歳以上であることが必要で，

年齢の上限はない。許可を受けた労働者

は労働カード（work card）が発行され，

指定された雇用者のために 大６か月間

英国で就業できる。就業期間終了後も，

一部の例外を除き，２国からの労働者は

英国内にとどまることができるが，その

ままでは就業は認められない。SAWS は

９つの認定団体によって運営されており，

それぞれが配分された数の労働カードを

毎年発行してきた。運営団体には，自ら

の農場で雇用するための団体と，他の農

場に労働者を派遣するための団体がある。 

 SAWS の割当数は，2009 年に21,250

となった後，維持されてきた。充足率も

高く，2012 年には 98％であった。労働

者は，Kent 州、 Herefordshire 州, イ



第 5 章 英国における外国人労働力受け入れ制度の変遷（内山智裕） 

 54

ングランド東部およびスコットランド東

沿岸に集中している。 

 多くの先進国において，季節労働者を

確保するための類似の計画があるか，あ

るいは競争力を補てんするために農業セ

クターを補助するメカニズムがある。す

なわち，国内の農業労働，とくに季節労

働に従事する労働力の不足は，国際的な

問題である1。 

                                            
1 MAC報告では、他国における状況を

示すものとして、下記の一覧表を掲げて

いる。 
 
表 諸外国における許可された季節労働

者数と主な供給国 

国名 人数 主な供給国

スウェ

ーデン 
5,700(2012) タイ 

フラン

ス 
896(2011) モロッコ・

チュニジア

スペイ

ン 
4,148(2009) モロッコ 

ドイツ 300,000（年平

均） 
8,000(2012, ク

ロアチア) 

ルーマニ

ア・ポーラ

ンド・ブル

ガリア（過

去）、クロア

チア 
イタリ

ア 
35,000(割当) バングラデ

ッシュ・モ

ロッコ 
カナダ 25,000 人居住

(2012) 
メキシコ・

カリブ諸国

アメリ

カ 
55,000(2011) メキシコ 

ニュー

ジーラ

ンド 

8,000(割当) 太平洋諸島

 英国の園芸部門における，季節労働者

の主な供給源としては，以下の４つが挙

げられる。 

 

１． 英国居住権を持つ労働者 

２． 派遣労働者（既に英国に居住し

ている様々な国籍の者。A8 国2を含

む） 

３． 農場または労働者派遣業者か

ら直接雇用されたA8国籍の者 

４． SAWSプログラムによるA2国

からの労働者 

 

 SAWS 労働者は，季節労働者全体の中

では少数に過ぎないが，園芸部門におけ

る安定的で信頼できる労働力の供給減と

して高く評価されてきた。A8 国からの

移住者は，引き続き労働力の重要な供給

源であるが，農場従事期間と生産性のレ

ベルが低下してきている。派遣労働者も

利用されているが，生産者から好まれる

選択肢ではない。というのは，離職率が

高く，多くの場合農場に居住しないから

                                                             
オース

トラリ

ア 

12,000(割当) 太平洋諸

島・東チモ

ール 
出所：MAC報告（pp.74） 
2 A8国とは、2004 年のEU 拡大により

新規加盟した国のうち、所得水準が低い

８か国を指す。国名は、チェコ，エスト

ニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニ

ア、ポーランド、スロバキア、スロベニ

アである。 



第 5 章 英国における外国人労働力受け入れ制度の変遷（内山智裕） 

 55

である。季節労働力に占める英国民の比

率は，長期にわたり下がり続けており，

このトレンドが反転するとは考え難い。

また，英国民の労働者が，2013 年末以降

に SAWS 労働者ととって代わることも

考え難い。 

 

(2) SAWS廃止によるインパクト 

SAWS 廃止による園芸部門に対する

潜在的な影響は，短期の影響と長期の影

響に分けることができる。短期（１～２

年）のうちは，上記の４つのカテゴリー

からの総合的に供給を受けることにより

（A2労働者は，A8労働者と同様に雇用

されるようになる），十分な数の季節労働

者が確保できると見込まれる。しかしな

がら，中期的には，A2 労働者の移住及

び雇用形態の変化によって，季節労働者

の供給量および労働の質は下がるかもし

れない。 

農業経営者が，労働不足に直面した時，

これらはコスト上昇につながる。それは

賃金の上昇，採用コストの上昇，生産費

の上昇などを通じて発生する。重要なの

は，労働費の上昇が，サプライチェーン

を通じて農産物価格の上昇につながり，

農産物への需要に影響することである。

もし消費者が現在の品質の英国産農産物

をより高い値段で享受しないのであれば，

輸入農産物で代替されることになる。こ

れは，英国の園芸部門にマイナスの影響

を与える。 

生産物あたりの労働費が上昇するの

であれば，資本集約的な技術がより現実

的なものになる。しかし，実際にそのよ

うな技術が実現できるかは不明である。

現状では，それがありえるシナリオとは

いえない。 

したがって，SAWS の廃止は、園芸部

門そのもののリストラクチャリングにつ

ながる可能性も秘めている。すなわち、

英国における園芸部門の縮減も示唆して

いる。 

短期的には，園芸部門の縮小が起きる

可能性があるが，おそらく軽微なレベル

にとどまる。しかし，園芸部門が地理的

に偏りをもって展開されていることに鑑

みれば，地域によっては大きな影響を受

ける可能性がある。また，園芸と関連の

深い産業も影響を受けると考えられる。 

 結論として，2013 年末の制度廃止に伴

い，ブルガリア，ルーマニア（A2）およ

び A8 国からの季節労働者の供給が短期

的に減少するという証拠は見出し難い。

しかし，中期的には，農業者は，徐々に

ＥＵの労働市場から一定以上のレベルの

季節労働者を確保することが困難になる

だろう。新たな季節労働者の供給源が必

要となる，もしくは，もし労働費を吸収

することができなければ，園芸産業自体

が他の選択肢を検討する必要が生じるか

もしれない。園芸産業の長期的な投資を

確保するために，政府は 2014 年以降の

施策を早急に明らかにする必要がある。 
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3.英国における農業雇用 

ここでは話を元に戻し、英国における

農業雇用について整理したい。以下の記

述は、主に内山[5]に基づく。 

雇用農業労働力の状況をイギリスにつ

いて見たのが図１である。同図によれば、

1990 年代までイギリスにおける雇用農

業労働力は、フルタイムから臨時・季節

雇用へと「柔軟化」が進んだとされるが

（Errington and Gasson[1]）、その後も「柔

軟化」が継続している。このような雇用

労働力への依存度の低下を Gasson and 

Errington[3]は、労働力の家族への依存、

すなわち「農業の家族経営化」と呼んで

いる。 

イギリスには、①古くから大規模経営

が発達し、伝統的に農業雇用を多く抱え

ていた結果、農業被雇用者の就業条件の

法的整備が進んだ、②植民地支配という

歴史的経緯から、英連邦諸国からの移民

の受入には寛容であったが、経済の停滞

が深刻になるに伴い、非熟練労働力の受

入は徐々に厳格化された（森田[4]），と

いった特徴を持つ。 

次に，イングランドの農業分野におけ

る就業条件を眺めると、農業賃金審議会

（Agricultural Wages Board）と呼ばれる独

立組織が，農業分野における被雇用者に

対する 低賃金の決定や、休日や疾病手

当といった雇用に関する様々な法的条件

について、雇用側および被雇用側の意見

を聴取し決定する機能を果たしている。

同審議会の決定は、農業賃金指令

(Agricultural Wages Order)として毎年発効

している。 

 農業賃金指令による賃金水準は，被雇

用者の技能に応じて設けられた６つの級

に基づき決定する仕組みとなっている。

級の分類基準は、雇用契約の内容、経験

年数、責任の程度および保有資格により

決定される。詳しくは表１に示した。 

 以上のように，イングランドでは農業

分野における就業条件が整備されている

が，ここで問題になるのが１級に相当す

る非熟練労働力の確保である。すなわち，

季節的に必要となる単純労働力を国内の

みから調達することは難しく，一定程度

は海外に依存することになる。そして，

海外からの季節農業労働力を受け入れる

制度として機能してきたのが SAWS で

ある。なお，数字を先取りすれば，図１

で示した近年の季節農業労働力は毎年６

万人前後であるが，SAWS での受け入れ

労働者数は１．５万～２万人であり，全

体の３分の１から４分の１に相当する。 

 

4.SAWSの制度と変遷 

(1) SAWSの実務 

SAWS の概要についてはすでにふれた

とおりだが、その実務は、イギリス内務

省(Home Office)から託された実施団体

（Operators）により担われている。実施

団体の責務は、プログラムに参加する労
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働者の募集・採用、農業経営者の要求に

沿った人材の確保、受入側の農業経営者

が SAWS 労働者に対して適切な労働機

会を提供しているかの監視などである。

2007 年には 16,250 人の受入がなされた

（2008 年は 21,250 人。以後 2013 年まで

同数で継続）が、この人数は各団体への

割当(Quota)という形で行われている。表

２は 2008 年現在イギリス国内で登録さ

れていた実施団体一覧だが、９団体があ

った。また、９団体のうち５団体は紹介・

斡旋ではなく、自らの農場の労働力需要

を満たすために実施団体となっていた。 

 

(2) SAWSの2008年改正 

SAWS は，労働者側の参加資格の点で、

2006 年から 2008 年にかけて大きな変更

が加えられた。2006 年までは主に学生を

対象にしたものであった。すなわち、第

一に SAWS 参加時に 18 歳以上であるこ

と、第二に母国で高等教育機関のフルタ

イムの学生であること（農学または英語

学を専攻する者）、第三に申請手続き中に

イギリス国外に留まっていることが参加

のための要件であった。これは、イギリ

ス国外に居住する学生が長期の休み期間

などを利用してイギリス国内の季節農業

労働に従事することを意図しており、提

供される労働力は若く、季節労働の経験

が教育的効果（語学または農学）につな

がることが想定されていた。 

この参加資格は、2008 年から大きく変

更された。新たな参加資格は、先にみた

とおりであるが、第一の年齢要件は同様

であるが、それ以外の条件は全て撤廃さ

れ、代わりに「ルーマニアもしくはブル

ガリア国籍の者」となった。すなわち、

従来の学生を対象とした制度から、旧東

欧の２カ国からの短期労働者受入制度へ

とその内実を大きく変容させた。 

 

 (3) SAWS参加手続きの概要 

1) 労働者によるSAWS参加手順 

SAWS への参加希望者は、原則として

各実施団体に直接応募する形式である。

申請にかかる費用・手数料を実施団体が

請求することは禁じられている。SAWS

への参加が認められた場合、就労は 1 回

につき5週間から6ヶ月の間に限られる。

延長を希望する場合、当初の就労期間が

６ヶ月未満であれば、通算６ヶ月までの

範囲で認められる（たとえば、当初の就

労期間が４ヶ月であれば、２ヶ月を上限

に延長が認められる）。６ヶ月以上の連続

した就労は認められていない。 

就業条件としては農業賃金指令が適用

され、 低賃金・労働時間・休憩や手当

などが保証されている。雇用主が農業賃

金指令を遵守していないと思われる場合

は、労働者から農業賃金審議会やSAWS

実施団体に通告することが求められてい

る。 

 

2) 農業経営者によるSAWS労働者受け入
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れ手続き 

SAWS により農業労働者を雇用する農

業経営者は、次の７点を満たす必要があ

る。すなわち、①仕事が季節的かつ農業

のものであること、②その仕事が 低５

週間は継続すること、③労働者が十分な

賃金を得るだけの仕事量があること、④

労働者の数にふさわしい清潔で衛生的な

住居が用意できること、⑤労働者が健康

および安全に関する法を遵守できること、

⑥労働安全を確保できる環境にあること、

⑦労働者が何ら差別を受けないこと、で

ある。 

SAWS により農業労働者の雇用を希望

する場合、任意の実施団体に申し込む。

実施団体は、当該農場を訪問し、SAWS

にふさわしい条件を整えているか評価を

行う。SAWS への参加が決まると、実施

団体との間で書面での契約を交わす。な

お，実施団体は、農業経営者に対して団

体ごとに定めたサービス料金を請求でき

る。 

 

5.SAWS実施団体の事例分析 

(1) 事例の選定 

 表２でみたように，SAWS 実施団体に

は，国内の多くの農場に季節労働者を斡

旋するタイプと自らの労働力需要を満た

すタイプのものがある。本論では，前者

としてConcordia（以下：C 社）を，後者

としてHaygrove（以下：H 社）を取り上

げ，事例分析を行う。なお，以下の記述

は，二社の担当者への聞き取り調査に基

づく。 

(2) C社におけるSAWS実施状況 

1) C社の概況とSWAS実施状況 

 C 社では，農業雇用者部門責任者の

Terry Crosswell 氏から聞き取り（2009 年

9 月）を行った。 

 C 社は，若者の国際就業経験や異文化

理解といった国際交流の促進を目的とす

る非営利団体である。SAWS 実施団体と

しての活動も，国際交流促進活動の一環

として行ってきており，SAWS 実施団体

としては 大の紹介・斡旋数となってい

る。 

 C社がSAWS労働者を紹介している農

業経営の特徴をみると，労働集約的な野

菜作・果樹作が多く，畜産や穀作は少な

い。また，一経営あたりの導入数は，500

人以上の農場から 2～3 名のところまで

多様な構成となっている。2009 年 9 月現

在で，SAWS 労働者を斡旋している農場

数は 261 である（注：2013 年末の廃止時

でも約 300 とのことであった）。 

 農業経営側から SAWS 労働力の導入

希望を受けた場合，C 社はまず農場の現

況確認を行う。SAWS 労働力受け入れ農

場としての要件を満たしていない場合は

改善勧告を行い，改善を確認してから契

約の締結に至る。要件を満たさない典型

的事項は，労働者用の住居の状態が悪い

ケース，街や商店などとの距離が大きく，

何らかの支援なしには労働者の日常生活
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に支障をきたす恐れがあるケースなどで

ある。また，具体的にどのような農作業

をやらせようとしているかも重要な確認

項目となっている。農業経営側から受領

する手数料は，１年の登録料が 100 ポン

ド、さらに紹介１件あたり約 63 ポンドと

なっている。 

 一方，SAWS に参加する労働者側につ

いてみると， 新の 2009 年度における割

当は 8,250 である。ここ数年は，全国的

に農業労働力の不足が認められたため，

政府も割当を増やしている。この割当に

対し，どの程度の応募があるのかC 社で

は正確に把握していないが，倍率は「２

倍以上」という。実際の労働者の選考や

派遣先の農業経営の決定は，各国の代理

店に委託している。選考は，C 社が作成

したガイドラインに沿うことが求められ

る。ガイドラインによれば，①英語力，

②申請者の希望に合致した農場があるか

否か（希望する期間に労働力を必要とす

る農業経営があるか，その作業に必要な

農業経験や語学力のレベルが本人に合致

するかなど），③健康状態，④申請者が学

生の場合は学業に支障がないことの確認

といった作業の後，代理店からC 社に対

して推薦がなされる流れになっている。

紹介先農場の検索は，C 社でデータベー

スを作成し，外国の代理店がアクセスで

きるシステムを整えている。 

 英国にて農業従事を始めた SAWS 労

働者については，住居の状態が良好に維

持され，賃金が規程どおり支払われてい

るかといったことをC 社が適宜（少なく

とも各農場に年１回）検査している。政

府からの農場監査も抜き打ちで入るため，

C 社は自らが農場を監視・指導していく

立場であると同時に，政府から監視され

る立場にもなっている。 

 

2) SAWS変更による影響と今後の展望 

 SAWS プログラムが変更されたことの

C 社への影響は，まず国籍の多様性の喪

失に表れている。C 社によれば，

2006SAWS ではウクライナやベラルーシ

など 18 カ国から受け入れていたが，

2008SAWS ではブルガリア・ルーマニア

の２カ国のみとなった。第二の影響は，

対象国の限定により，労働の質の低下が

見られたことである。以前は両国から

1,500 人前後を採用していたが，これが

6,000～8,000 人に拡大されたことで，以

前ならば不採用となっていた労働者が英

国に派遣されてくるといった状況が生ま

れた。既述のガイドラインの改定により，

採用される労働者の質は改善されつつあ

るが，それでも 2006SAWS に比べれば悪

くなっているという。第三の影響は，

SAWS 参加者が学生であることが前提と

されなくなったため，C 社のそもそもの

理念である「若者」の支援ができなくな

ったことである。年齢を理由とした差別

は禁止されているため，年齢を理由に採

否を決定することができない。結果とし
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て，2006 年には SAWS 労働者の 90％以

上が 19～25 歳であったのに対して，2009

年では年齢分布が 18～63 歳にまで広が

り，学生比率も 47％まで下がっている。

「若い人たちを支援する」はずの組織で

あるC 社が，その理念を果たせなくなる

といった状況が生まれている。 

 

(3) H 社における外国人季節労働力活用

状況の分析 

1) H社の概況とSAWS活用状況 

H 社では，農業生産部門 General 

Manager の Mike Shapland 氏および

Human Resources ManagerのSarah Roberts

氏から聞き取り（2008年9月）を行った。 

H 社はイングランド西部ヘレフォード

州に所在するいちご・ラズベリーや果樹

などを生産する有限責任会社形態

（LLC：合同会社）の農業経営である。

現在ではイングランド５ヵ所で合計

120ha の農場を経営している。年間の生

産量はいちご 1,200 トン、ラズベリー540

トンなどとなっている。農産物の売上高

は約 1 千万ポンドであり、その約半分を

有機農産物が占め、有機農産物市場にお

いて支配的な地位を確立している（数字

はいずれも 2007/08 年）。 

H 社の労働力構成は、農業生産部門で

常時雇用が 110～120 名、季節労働者が約

750 名となっている。生産部門はエリア

制で運営されており、常時雇用者がエリ

アマネジャーとして季節労働者の現場管

理を行っている。 

H 社では、2004 年よりSAWS 実施団体

となり、季節労働者の受入を行ってきた。

その理由は事業の急速な拡大による労働

力不足の解消にあり、「イングランド国内

からの確保は不可能」であったためであ

る。受入数は 350 人前後で推移している。

季節労働者の総数 750 人に対し、約半数

をSAWS で確保していることになる。割

当数に関しては、H 社より政府に要望を

出すが「要望とは無関係に自動的に割当

が来る」。実際、必要数に対し割当数は不

十分だという。 

労働条件は、一日８時間、週６日勤務

と日曜休日が原則である。収穫作業はエ

リアマネジャーの指導の下で行う。その

他の条件は農業賃金指令に従っている。

労働者の住居はトレーラーハウスが準備

されており、他の労働者との同居を条件

に貸し出される。使用料は週 30.10 ポン

ド、水道光熱費の使用料金として週 6.95

ポンド、その他に保証金として 50 ポンド

が請求される。また、労働者の生活に関

しては、トレーラーハウスにて定期的に

会議を開き作業計画などを連絡するとと

もに、労働者から意見を収集したり、労

働者の中から班長（warden）を選出し労

働者間のコミュニケーションを促進する

ことで、彼らが不満を溜めることのない

よう配慮しているという。 

労働者の採用は、H 社の担当者が少な

くとも２名で当該国を訪問し、作業内容
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や住居などの条件の説明を行った後、1

人 15 分程度の面接を行い決定している。

2006SAWS での主な採用対象国は、ブル

ガリア、ルーマニア、ウクライナ、ロシ

アなどであった。 

 

2) SAWS の制度変更が農業経営に与える

影響 

SAWS の制度変更がもたらした も大

きな影響は、労働者の質の変化である。

2006SAWS では、若い者が多く、農学の

専門知識もしくは英語力が一定程度担保

されていた（農学または英語学を専攻す

る高等教育機関の学生であったため）こ

となどから、労働の質も高かった。実際、

学生時にH 社で季節労働に従事し、本国

での学卒後H社に正規採用された者も少

なくない。現在のエリアマネジャーは全

員がウクライナ、ルーマニア、ブルガリ

ア、ポーランドなどを母国とするSAWS

出身者であり，彼らは基本的に英語と母

国語を含む２ヶ国語以上を話すことがで

きるため、外国人労働者との意思疎通に

も役立っている。 

しかし、2008SAWS では労働の質が低

下した。具体的には、30～40 歳代の者や

農学・英語学の専門知識を持たない者が

増え、SAWS 労働者の約半分を占めるよ

うになった。その対応策として、年齢の

高い者はいちご収穫など労働強度の高い

作業から外し、選別作業や他品目の収穫

作業に回すといった特別の配慮が必要に

なった。また、病気などで受診するケー

スの増加やアルコールにまつわるトラブ

ルの発生などが見られた。結果として労

働パフォーマンスは下がっているとH社

は認識していた。そして、H 社の将来の

人材育成の観点からみても、2006SAWS

のように季節労働者から正規採用・昇進

へと至るキャリア構築は困難になること

が予想され、この点でも 2008SAWS はマ

イナスに作用していた。また、農学・語

学といった学習上のメリットではなく、

主に出稼ぎ目的を対象とした制度になっ

たことで、為替相場がポンド安に振れた

時に応募者が激減するリスクがあると担

当者は危惧していた。 

このように、H 社では 2008SAWS には

多くのデメリットがあると認識し、労働

の質確保のためには対象国を拡大し、EU

内外から季節労働者を確保するための制

度に再編する必要があると考えていた。

同種の意見は，MAC 報告の中でも一貫

して表明されている。 

 

6.2013 年末の制度変更に対する関係者

の意見 

2014 年 3 月に、上記 H 社および C 社

に対して再インタビューを申し込んだ。

うちH社はスケジュール調整の不調を理

由として受けてもらうことができなかっ

たが、C 社からは意見を聴取することが

できた。 

C 社担当者によれば、MAC 報告にも
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あるように、短期的には影響は軽微だと

考えられるが、中期的には労働力の確保

が難しくなると考えている。引き続き農

業分野に雇用される者もいるが，他産業

に比べると就業条件が劣るため、離職率

が高くなると同時に、労働力の質も低下

すると懸念されている。C 社では、従来

よりSAWS 以外にもA8 国からの労働者

あっせんを行っており、当面はSAWS に

よらない方法によって引き続き農場への

労働力供給を図っていく意向である。 

 

7.おわりに 

EU では単一市場政策の下、労働者は域

内を自由に移動できるが、柏[2]が指摘す

るように農村部では従来から雇用創出が

課題であり、都市部では移民問題も抱え

ている。 

伝統的に雇用労働力を多く抱えてきた

イギリス農業は、農業労働者に対する賃

金などの就業条件が法的に整備されてい

る。そして，単純労働力の確保が難しく

なる中，海外からの季節農業労働力の受

入制度として SAWS が準備され，2008

年以前の SAWS では季節労働力を必要

とする農業経営者および農業や英語の実

践機会を得たい学生の双方にとって一定

の役割を果たしてきた。 

冒頭でも述べたように、季節農業労働

力の確保は我が国農業にとっても大きな

課題であるが，本論の分析からは以下の

知見を導くことができる。すなわち，外

国人の季節労働（研修）制度を導入する

場合，イギリスの 2006SAWS は、①割当

制度とすることで研修生の大枠が政府の

管理下に置かれている、②対象を農学ま

たは英語学を専攻する高等教育機関の学

生に限定することで、労働者にとっても

教育的効果の高い仕組みがセットされる

とともに、労働者には一定期間後に高等

教育機関卒業に向け本国に戻るインセン

ティブが存在するために不法滞在のリス

クが低い、といった点で我が国が参考に

すべき取り組みであるといえる。ただし、

2008 年以降の SAWS にはそのようなメ

リットはなく、実際にも労働力の低下が

みられた。さらにSAWS そのものが廃止

された影響については、今後の推移を注

視する必要がある。 

なお，本稿の事例分析では、外国人労

働者を少人数雇用する農場での農業賃金

指令の遵守状況が明らかにされていない。

実際、著者が 2014 年 3 月に参加した英国

の農業労働斡旋団体の研修会では、奴隷

のような扱いを受けた外国人農業労働者

の実例が DVD で放映され、再発防止の

啓発が行われていた3。外国人農業労働力

の受け入れ経験が豊富な英国でもなお、

劣悪な就業条件が問題となっていること

                                            
3 DVD によれば、被害を受けたポーラン

ドからの移住者は、週７日勤務で報酬は

週あたり20ポンド（約3,400 円）であ

り、外部との連絡手段も断たれていたと

いう。 
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が確認できた。これは我が国農業におけ

る将来的な外国人季節労働力受入制度に

もかかわる大きな問題であり、イギリス

など諸外国における実態や解決の方向性

などの解明が必要である。記して今後の

課題としたい。 
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表１ 農業労働者の級・カテゴリー分類の基準（概略） 

級 定義（概要） 

１級 

(初級) 
下記のいずれにも該当しない場合 

２級 

(標準) 

指定された職業資格(vocational qualification)を少なくとも１つ保有しているか、監督者

なしで主に作業に従事する・家畜と共に働く・機械やトラクターの運転・操作ができる

場合 

３級 

(先導) 

指定された職業資格を保有し、かつ、過去５年間のうち２年間は農業に従事していたか、

指定の職業資格を得てから同じ雇用主の下で少なくとも 6 ヶ月間継続的に雇用されてい

る場合 

４級 

(技能) 

指定された職業資格を保有し、かつ、過去５年間のうち２年間は農業に従事していたか、

指定の職業資格を得てから同じ雇用主の下で少なくとも12ヶ月間継続的に雇用されてい

る場合 

５級 

(監督) 

日々の農業労働の監督および意思決定の全てもしくは一部に責任を負う、もしくは従業

員の指導・監督に責任を負う場合 

６級 

(経営) 

農場全体もしくは独立部門としての一部の経営責任を負う、もしくは従業員の採用（解

雇）、訓練に責任を負う場合（従業員の解雇に関する雇用主への直接的な助言を含む） 

出所)Agricultural Wages Board for England and Wales “Agricultural Wages Order 2008”, Defra 2008 
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表２ SAWS実施団体（2008年度） 

団体名称 サービス地域 2007年割当数（前年比増減） 

Concordia Ltd (YSV)  

イギリス(UK)全土 

6,257(+199)

Fruitful Ltd.(2008年～) -(-)

HOPS Labour Solutions 5,932(-874)

Sastak Ltd. シュロップシャー州など２州 147(+47)

Barway Service Ltd.  

自身の季節労働力需要 

813(+133)

Haygrove Ltd.  325(-62)

R&J M Place Ltd 407(-13)

S&A Produce (UK) Ltd 1,910(+580)

Wilkin & Sons Ltd.  134(+20)

(Friday Bridge International Farm Camp) 北ケンブリッジ州 325(-30)

合計 16,250(±0)

注）Friday Bridge International Campは2008年より実施団体から外れている。 

出所)Home Office (http://www.workingintheuk.gov.uk/)  
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第 6 章 

 

韓国における外国人雇用制度の仕組みと受入れ実態 

————農業を中心に———— 

 

鹿児島大学農学部 

准教授  李 哉泫 

（研究分担者） 
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図3　外国人雇用許可制の概要

雇用許可制：
内国人の雇用が困難な事業所に、一定の条件の下で

外国人労働者を合法的に雇用できるように許可する制度

Ⅰ　一般雇用許可制(E-9) 
　東南アジアの送出し国（MOU
締結15ヶ国：プリフィン、モンゴル、ス
リランカ、ベトナム、タイ、インドネシア、ウ
ズベキスタン、パキスタン、カンボジア、
バングラデシュ、ネパール、キルギス、

ミャンマ、東ティモール）からの外国
労働者 

 

Ⅱ　特例雇用許可制(H-2) 
 
中国・旧ソ連国籍の在外同胞の
雇用 

 

 

雇用許可制の基本原則： 
① 補充性（内国人優先）　② 透明性（公共部門による管理）　 
③ 市場需要尊重原則　④ 短期循環原則（定住化防止）　 
⑤ 差別禁止（内国人と同等な待遇）　 

＋ 

雇用労働部『一冊でわかる雇用許可制』2013より 

図4　外国人労働者の雇用までの流れ

※産業人力公団、雇用労働部雇用センター（ハローワーク） 
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ベトナム
カンボ
ディア

ネパール 中国 タイ モンゴル その他

労働者数 16484 6754 5841 1312 1294 267 207 809
％ 100.0 41.0 35.4 8.0 7.9 1.6 1.3 4.9

合計国籍

1ha以上
農家

販売金額1億ｳｫﾝ
以上農家

1,177,318 403,410 26,056

3,487 1,813 2,182

％ 100.0 52.0 62.6
0.3 0.4 8.4

合計

6ヶ月以上外国人
雇用農家数

農家数合計

農家数対比％

表　7　国籍別の外国人農業労働者数(2012） 

法務部[6]より 

表　8　農業センサスにみる外国人労働者雇用　 

農業センサス（2010）　※社団法人移住労働者と共に[4]p.48 
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第 7 章 

 

外国人農業技能実習生の意識と実習生制度への一考察 

————タイからの視座———— 

 

鯉淵学園農業栄養専門学校 

教授  長谷川 量平 

（研究協力者） 

 

1.序論 

 1.1.タイの海外就労の変遷と現状 

 タイにおいて労働者の海外送出しが始

まったのは 1970 年代のことである。サ

ウジアラビアやリビアなどの中東諸国に

対し、2，3ヶ月間から2年ほどの間、労

働し、賃金をタイへ送金するいわゆる「出

稼ぎ」である。当時は、制度整備が追い

つかず、中東への送出しに行く者あるい

は経験者に対しては、「パイシィアナー・

マーシィアミヤ」（行くとき田を失い、帰

ってくると妻も失う）、つまり出国までは

ブローカーに対して多額の手数料を支払

うために田畑を売り、中東での稼ぎを送

金しているうちに妻が遊びを覚え帰国す

ると何も残らない。などと揶揄されてい

た。それほどに、海外への就労は一般市

民特に農村部での影響大きいものであっ

たにもかかわらず悪徳なブローカーなど

が暗躍し無法状態であったと思われる。 

 1970年代後半および1980年代になっ

てくると、労働関係法において労働争議

解決システムが整備（1975 年）、雇用及

び求職者保護法（1985 年）、職業紹介お

よび求職者保護法（1985 年）などの法整

備がなされた。 

 このように労働関係法令整備とともに

海外就労の制度整備を進めつつ、1979

年にはタイにおいて陸続きのミャンマー、

ラオス、カンボジアなどから流入する外

国人の就労を制限する「外国人が従事す

ることを禁じる職業に関する王国令」が

施行され、国内の労働市場保護も図られ

た。 

 1980 年代後半になると原油価格が下

落し、中東での労働需要が減少した。 

1991 年の湾岸戦争ではタイとサウジ

アラビアの外交関係が悪化し、それに代

わる形で東アジアへの労働送出が多くな

ってきた。特に日本においては、80年代

の円高とともにタイ農村部での化学肥料

の多投、自家製種子から購入種子への切

り替えなどによる経済の疲弊。具体的に

は借入過多による家計の崩壊などにより、
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出稼ぎ労働者としての来日が多くなり、

1997 年のアジア通貨危機はそれを加速

させた。 

労働市場保護においては、タイでもい

わゆる３K労働を嫌う風潮はあり、前出

の法律が施行されていてもタイでのタイ

人以外の単純労働者としての外国人労働

者の増加には歯止めがかからなかった。 

本来、タイにおける外国人労働者は登

録をしなければならず、アジア通貨危機

後は、登録上限 10 万人と制限されてい

たが外国人雇用登録の制限も 2004 年に

撤廃された。 

現在、タイにおける外国人労働者はミ

ャンマー、ラオス、カンボジアの3カ国

に限られている。これら3カ国とは労働

力送出・受入に関わる覚書（MOU）を

締結しており、それぞれの在留資格・就

労手続きの進め方と人権保護、雇用者保

護などを取り決めている。 

2011 年にはミャンマー人 141 万 4 千

人、ラオス人 19 万 9 千人、カンボジア

人 41 万 6 千人の合計 203 万人（タイ労

働省雇用局資料より）がタイ国内の外国

人労働者として登録されている。 

2013 年には当時のインラック首相の

提唱により 低賃金を全国統一300バー

ツ（日給ベース：1バーツはおよそ3．7

円）にした。これは賃金の低いところか

ら高い地域への労働力の移動を防ぎ、タ

イの国内労働者保護の目的があった。 

しかし、 低賃金300バーツとは地域

によってはほぼ倍増となる数値であり、

単純労働力としてのタイでの外国人労働

者に対しても適応されるため、登録をし

ないでタイ国内で就労させ、 低賃金以

下の賃金で就労してしまう不法就労が増

加した。2013 年以降近隣 3 国への不法

就労による強制送還は数万人単位で行わ

れている。 

いわゆる 3K 労働に対しては外国人労

働者によって行いながらも、労働市場全

表7-1 タイ王国から日本への労働者派遣の推移 

  技能 
技能実習 

企業単独型 団体管理型 

年 男 女 男 女 男 女 

2011 1,967 2,087 1,840 1,045 506 339

2012 1,078 1,078 2,489 1,435 553 313

2013 267 175 2,094 1,231 746 556

2014 180 87 1,445 731 546 392

注）2014 年は８月末現在     

注）タイ王国労働省海外派遣安全局資料より筆者作成   
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体としては労働力不足となっていたタイ

においては 2013 年の 低賃金引き上げ

は雇用者の採用控えなど起こさせ、さら

に労働力不足を加速させると思われる。 

タイはこのような外国人労働者の受

入国としてのタイと外国への労働力派遣

国としてのタイと 2 側面のタイがある。  

現在の労働者送り出しとしては、労働

省海外派遣安全局によるとおよそ年間

15万人の送出しである。そのうちアジア

が 62%で残りの多くがイスラエルであ

る。 

アジアの半数近くが台湾であり、マレ

ーシア、シンガポールと続く、日本は 4

千人を超える程度の技能実習生の派遣で

あり（表7-１参照）、2011 年においては

タイ料理人などの在留資格「技能」での

日本への派遣とほぼ同数である。 

 

 1.2.課題の設定 

 本報告の目的は、周辺諸国から単純労

働力を受入れつつ、労働力不足が言われ

ながらも海外へ労働力を派遣しているタ

イにおいては、①政策的に単純に海外へ

の「出稼ぎ」という意味合いでの渡航だ

けではなく、他の意味合いが政策的にあ

るのではないだろうか。 

 また、日本への農業分野での実習生候

補者、実習経験者（帰国者）へのアンケ

ート調査から、②渡航前の意識と渡航後

の意識を比較することで「外国人技能実

習生制度」の実習生側からの評価を行う

ことである。 

 上記の問題意識に基づき、2014 年 9

月にタイ労働省、教育省、送出し機関、

実習候補生の渡航前研修現場を訪問しヒ

アリング調査およびアンケート調査を行

い分析した。 

 

2.タイの職業教育と日本の技能実習制度 

2.1.タイの職業教育 

 上述のように、教育省職業教育局長と

労働省雇用安全局長に対してタイにおけ

る日本の「技能実習生制度」の位置づけ

に注目しヒアリングを行った。 

 タイにおける職業教育は歴史が古く

1898年から制度的に行われている。1909

年にはタイの教育が「正規教育」と「非

正規教育」に分けられ、「正規教育」では

普通科教育、「非正規教育」では現在で言

う職業教育がなされていた。「職業教育」

という言葉が初めて出てきたのは 1936

年のことで初級、中級、上級との3つの

「職業教育」に分けられた。 

 1997 年のアジア通貨危機以降、「国家

経済開発計画」の中で、人材育成を重要

項目の一つに位置づけている。経済が回

復し、中核となる技能・技術を持った人

材が各産業において不足し、経済発展の

足枷となることが懸念されている。 

なぜならば、都市部の貧困層及び農村

部の若年層の就学率が低く、労働力の質

的向上が望めない状況であり、なおかつ

上述のように周辺諸国からの単純労働者
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の流入がある状況においては、若者の職

業訓練機会の提供は国内の労働市場をタ

イ人自らの為に維持するためにも急務で

あるからである。 

 教育省職業教育局は職業教育プログラ

ムを局内の職業教育委員会により認めら

れた教育機関で行っており、調査時点で

404 もの高専、短期大学が職業教育機関

として認定されている。 

 農業分野においては、40の農業技術高

専（高校3年+短大2年の5年制、学生は

高校3年終了時に短大へ進学するか否か

選択できる。）が認定されており、およそ

4 万人が農業技術及び農業周辺の技術・

技能を学んでいる。 

 労働省はこうした職業訓練を受け、技

術・技能を身につけた若者を産業界へ送

り出すべく、全国各地域に「職業技能セ

ンター」を設立し更なる技術技能の研鑽

の場を提供している。 

  

2.2.職業教育と技能実習生制度 

 農業部門の職業教育を担う農業技術高

専では、タイ国内での農業技術教育とと

もに海外での1年ほどの長期研修を行っ

ている。現在までにイスラエル、アメリ

カ合衆国、オランダへの派遣プログラム

を持ち、特にイスラエルへの派遣は2015

年で 16 年目となり派遣人数も全国の農

業技術高専から約250名の派遣を行い他

のアメリカ、オランダと比較して群を抜

いている。その他の電気分野などにおい

ても同様に電気技術高専が中国への派遣

プログラムを行うなどしている。 

 イスラエルの派遣に関しては、タイが

培ってきた海外への労働者派遣の経験が

後ろ盾となっている。タイ人労働者を受

け入れてきた農業生産を行う会社や地域

の農業大学が農業技術高専の学生を 10

ヶ月間面倒を見ている。 

 こうした海外派遣は農業技術高専にと

ってはインターンシップとして単位認定

し、卒業単位に算入される。学生は学生

としての身分で海外での実習を行い、実

習に伴う労働対価を会社などから貰い、

生活費及び渡航費にあてる。 

 職業教育としての海外派遣を行う中で

は当然日本への派遣意向も以前からあっ

たが、日本でのインターンシップにおい

ての在留資格の問題などから未だに実現

がなされていない。 

 タイ教育省担当者からは「日本は外国

人受入をしたくないのではないか？」な

どの声があった。 

 周知のように、日本の「技能実習生制

度」においては、未就業の学生は対象に

ならず、現業に就いている経験が必要に

なる。 

このため、上述のイスラエル派遣経験

者の中で農業を生業としている者を中心

に日本に技能実習生として送り出すタイ

ラヨン県所在のA社が2008年9月に設立

された。 

A 社の設立にあたっての発起人は、タ
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イ国立大学副学長の S 氏であり、S 氏自

身も農家出身で、日本への留学経験もあ

り、タイの農業青年の職業教育の一環と

して日本への派遣をどうにかできないか

と模索しているときに日本の「技能実習

生制度」への相乗りを考えるに至った。 

現在までに120名の農業分野への送り

出しを行い、30名ほどが3年間の技能実

習を終え、タイに帰国し農業に従事して

いる。 

S 氏によると現在タイには日本への送

り出しのタイ労働省からの認可を受けた

人材派遣会社（送出機関）が24あるが、

農業専門で、しかも人材の育成を主眼に

行っているのはA社だけであるという。 

人材育成に主眼をおくために、渡航前

の研修費など通常の送出機関では 20 万

バーツ程度（1 バーツはおよそ 3.7 円）

であるのに対して10万バーツに抑え、日

本への渡航後の支払いも認めている。 

多くの農業を志す青年に日本に行く

機会を与えたいとの想いが表れている。 

このようなA社の姿勢を受けて、農業

高専も渡航前研修の場所として学生寮、

教室、研修圃場などの学校施設を貸出し

研修を行っている（図7-1参照）。 

本当に農業を志し、将来農業を生業と

しようとする農業青年を日本へ「技能実

習制度」を活用して派遣し農業の中核人

材を育成するというまさに日本の「技能

実習生制度」の当初の目的をA社は目指

している。 

 

図7-1 高専での研修風景 

注） 筆者撮影 

 

また、教育省はこのA社および農業技

術高専の取り組みを受けて、「東北連合農

科大学」の設立を計画している。  

「東北連合農科大学」はタイ東北部の

農業技術高専10校が共同して設立し、お

互いの教育資源を持ち合う形で運営する。 

教育対象は卒業後、農業を志し技能実

習生として日本に渡航し3年間の任期終

了した者であり、タイに帰国後、1 年間

の座学を中心としたカリキュラムを受講

することで3年間の日本での技能実習を

総括することで「農業実践学士」の授与

を目指すものである。 

現在、前出の職業教育委員会及び学位

審査委員会に申請中であるが、すでに複

数の日本の技能実習生の監理団体と職業

教育の一環としての技能実習生の協力に

関する覚書（MOU）を締結しており、さら

に日本の農業教育機関、大学と締結交渉
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に入っているため、2015年内に認可され

る見込みである。 

まさに長年のタイ職業教育の集大成

として、「技能実習生制度」の本来の目的

の遂行にタイ教育省、日本の監理団体が

共同でエリート農家の育成を行っている

（図7-2参照）。 

認可後は年間 100 名程度日本に送り、

日本では独自に年2回の集合研修を行う

予定である。集合研修は2泊3日で農業

技術だけでなく、マーケティングなどの

分野も行う。日本での統括責任者も設置

予定で、他の技能実習生よりもさらに「実

習」の色合いが濃いものとなる予定であ

る。 

 

3.実習候補生・修了者の意識調査 

 3.1.調査方法 

 実習候補生については上述の農業技術

高専で渡航前研修を行っている実習候補

生に対してアンケート調査票を作成配布

し記入していただいた。つまりA社が行

っている職業教育の延長としての技能実

習候補生である。 

 一方修了者に関しては、A 社の修了者

の他、facebookなどのSNSを利用して農

業分野での技能実習修了者に対して調査

用紙を配布し、記入後返送いただいた。 

 このように調査対象の出身背景、方法

に若干の違いはあるので、それに留意し 

 

人材の供給 入国前研修
の依頼

研修施設の
提供

指導・監督
　

　帰国

　実習生派遣

図7-2　 農業高専 と送出機関 、管理団 体の相関図

タイ教育省
日本の他、イスラエル、中国での実習プログラムあり

農業高専

タイ全土に40校
一校の規模は

300人～1500人の学生が在

籍。

農業だけでなく観光学科な
どもある場合がある

タイ送出機関
海外実習の代理店機能

日本：監理団体

単純労働者ではない実習生監理

東北連合農科大学

高専5年修了者に日本で
の3年間の実習実績・評
価とタイでの1年間の講
義受講などを条件に

実践学士認定

エリート農家
の育成

タイ労働省

　
　

　　　　提携
　　　　関係
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つつ分析してみたい。 

 

 3.2.調査対象の属性と意識の違い 

 表7-2および表7-3は今般行ったアン

ケート調査の概要である。合計66名の方

から回答を得た。実習修了者23名のうち

3 名については台湾、同じく 3 名につい

ては中東での海外就労経験を経た後に日

本へ技能実習生（研修生）として来日し

ている。 

 表7-2の平均耕作面積を見てみると実

習候補生が3.25ha、実習修了者は4.26ha

となり、実習修了者はタイ全国平均の

3.52ha（タイ農業協同省資料2010）を若

干上回っている。 

 表7-3を見てみると実習候補生の学歴

の高さが見て取れる。タイは日本と同じ

く中学までは義務教育であり高校以降の

進学率は高校 72.2%、高校以上の高等教

表7-2　アンケート調査概要

対象：実習生候補生及び技能実習修了者
実施期間：2014年9月から12月
回収人数
技能実習希望者 43 名

男　30名　女１３名
平均年齢21.3歳
平均耕作面積　3.25ha

技能実習修了者 23 名
男　15名　女　8名
平均年齢28.3歳
平均耕作面積　4.26ha

注）筆者作成

表7-3　実習候補生と実習修了者の属性

項目 実習修了者 備考

終学歴 中卒57%、高卒43%
高卒は高専3年卒を含
む

現在の職業
農業82%、製造工9%、
その他9%

候補生の学生はすべて
既卒で渡航前の日本語
研修中の者であり、農
家出身である

1万バーツ以下 11% 1バーツ＝およそ3.7円
1万から2万 17%
2万から3万 26% 13%
3万から4万 33% 52%
4万から5万 13% 22%
5万から7.5万 13%
10万から20万バーツ 54% 11% 1バーツ＝およそ3.7円
20万から30万 38%
30万から40万 5%
40万から60万
60万から80万 8% 63%
80万以上 5%
お金を稼ぐため 9% 62%
農業を学ぶため 55% 25%
学位を得るため
借金の返済 6%
訪日してみたい 30% 13%
賃金が高い 7% 60%
農業技術が高い 68% 25%
訪日してみたい 25% 15%
安全

注）アンケート調査により筆者作成

日本を選択
した理由

実習候補生

高専卒93％、高卒5%、4大
卒2%

学生93%、農業7%

世帯年収
（所得）

送金（希
望）金額

実習を希望
する（し
た）理由
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育は47.2%（2012年タイ教育省資料より）

である。上記進学率は都市部、農村部す

べての平均であるので、農村部での高専

卒は高学歴に位置づけられる。一方実習

修了者はタイの農村部の一般的な学歴分

類である。 

 世帯年収（所得）に関してはタイの農

業従事者の平均世帯所得が自営農で

39,180バーツ（タイ統計局家計調査2010

年より）あるので、実習候補生はばらつ

きがあるもののほぼ平均的、実習修了者

は平均よりもやや高めである。 

 

 これを技能実習の効果と見ることもで

きるが、調査方法がSNSなどによること

を考えるとスマートフォンや PC などを

持っている農業者と限られるため、後述

により再考することとする。 

 送金金額（実習候補生は希望金額）お

よび実習を希望する（した）理由に関し

ては、実習候補生がお金に関する意識を

遠慮する傾向が見られる。実習候補生で

あるので、実習指導者および上述のA社

の運営方針に迎合した形での回答と見ら

れ、実習修了者が正直な意識ではないか

と推察される。 

 図 7-3 は実習候補生の実習終了後の希

望であるが、農業後継や規模拡大が多く

見られる。上述のように実習に伴う収入

に対しての意識は遠慮しつつも、技能実

習による収入を飛躍の好機として捉え、

向上して行こうという意識が見られる。 

 それに呼応するものとして、図 7-4 は

実習修了者の現在の世帯年収と実習時の

送金額の相関を見たものである。 

 今回の調査では個別の帰国者に対して

10万から
20万バー
ツ

20万から
30万

30万から
40万

40万から
60万

60万から
80万

80万以上

1万バーツ以下
1万から2万
2万から3万 2 1
3万から4万 1 3 4
4万から5万 5
5万から7.5万 2 1

注）アンケート調査により筆者作成

世

帯

年

収
（

所

得
）

実習時の送金額

表7-4　　実習修了者の現在の年収と実習時の送金額
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の経営状況、帰国後の資本投下状況など

すべてを明らかにしていないので個々の

状況にはそれぞれの事情があるものと思

われるが、図 7-4 を見る限り送金額が大

きいものが帰国後の収入が増える傾向に

あり実習候補生の帰国後希望するのが実

現性の高いものであるといえる。 

 また、実習修了者の技能実習への評価

については（表7-5参照）、こちらも送金

金額が大きいものが技能実習に対しての

評価が高く、3 年では短いといった声も

60 万バーツ以上の送金額が高い層での

特徴といえる。 

 また、送金額の多少にかかわらず、受

入農家の厳しさを指摘している。これは、

仕事への取り組み方への違いなどから少

なからず起こるものであり、技能実習生

だからといって厳しくしているものでは

ないと推察する。 

 「訪日すべきではなかった」と回答し

た2名のうち、1名にSNS を通じて若干

のヒアリングをすることができたが、「思

ったよりも稼げなく、家賃だの、ガス代

などの日本の生活費によってほとんど送

金できなかった。3 年間家を空けてしま

ったので、こちらの水田もひどいことに

なってしまった。」といったコメントが帰

ってきた。 

 こうしたことから、技能実習生制度は

帰国後の収入の増加を期待できるもので

はあるが、それはタイへの送金額による

ものであり、実習生自身の技能実習生制

度への評価も送金額により大きく左右さ

れるものであるといえる。 

 

4.まとめ 

 以上のように、タイ日本への技能実習

生の送り出しは、タイにおける長年の職

業教育制度による農業の中核的人材育成

と融合し、タイの農業に新たな潮流を起

こそうとしている。 

 それらは、日本の技能実習生制度が

元々の狙いとしていたものであり、歓迎

すべきものであると思われる。 

 東北農科大学構想は、日本での海外経

験と高度な農業技術の習得を狙い、タイ

満足な賃
金を得た

満足な技
術を得た

事前研修
は必要
だった

3年間で
は短い

再度実習
したい

訪日すべ
きでな
かった

受入農家
が厳し
かった

10万から20万
バーツ

2

20万から30万 1
30万から40万 3
40万から60万
60万から80万 9 4 1 3 4
80万以上 1 1 1 1

注1）アンケート調査により筆者作成
注2）技能実習制度の評価に関しては複数回答のため合計数が回答者数23を超える

送
金
額

技能実習制度の評価

表7-5　　技能実習生制度の評価と実習時の送金額
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のエリート農業者を作り出そうとしてい

る。しかしながら、現状までの技能実習

修了者の実習制度への評価は、実習時の

送金額により左右される状態にあり、そ

の額は 60 万バーツ以上という通常の所

得年額の10倍ほどである。 

 今後、東北農科大学構想が認可され、

本当の意味での「技能実習生制度」が実

現さた暁には、日本でのお金の使い方、

帰国後の資金の使途への指導も必要とさ

れるのではないだろうか。 

 また、日本においても、高度な農業技

術の実習の場であるという認識を持って

実習指導にあたることが必要とされ、単

なる単純労働ではないことを今以上に認

識しなければならない。 
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第 8 章 

 

中国における研修生・技能実習生派遣の現状と課題 

————中国山東省・江蘇省における事例調査より———— 

 

桃山学院大学経済学部 

教授  大島 一二 

（研究協力者） 

愛知県立大学外国語学部 

准教授  西野 真由 

（研究協力者） 

 

1.はじめに 

 1.1.課題の設定 

 本報告の目的は、海外からの研修生・

技能実習生（以下「研修・実習生」と略

す）にかんして、主要な送り出し国の一

つである中国の、①関係資料等の分析に

よる全体動向の分析、さらに、②研修・

実習生派遣企業において実施したヒアリ

ング調査結果から、中国の海外向け人材

派遣状況の変化、近年の中国の派遣人数

の減少の背景、送り出し国での人材選抜、

派遣前教育の実態と問題点等について検

討することにある。 

 これまで、研修・実習生問題研究につ

いては、日本国内における低賃金等の劣

悪な就労環境問題等を背景に、日本国内

での就労・生活実態などを分析する研究

は多く発表されているものの、送り出し

国の労働力需給等の動向、さらに派遣労

働者の選抜・事前教育などの派遣企業に

ついての実態調査研究は、主に現地調査

が比較的困難であることなどから限定さ

れた状況にある。 

たとえば、送り出し側に関する研究と

して、田嶋（2010）は、中国における海

外への労働者送り出し政策と研修事業、

さらに、送り出し機関が抱える問題等に

ついて中国の実態調査から考察を行って

いる。また、常（2005）は、研修生派遣

に関わる中国側の行政部門、派遣の仕組

みを明らかにし、山東省威海市を事例に、

研修・実習生派遣事業の実態とその問題

点について考察を行っているが、これら

二つの研究では、中国側の派遣企業の成

立の経緯、経営構造、近年の派遣企業が

直面する問題などにかんする分析は十分

とはいえない。これにたいして、黒田

（2010）は、北海道雄武町における実態
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調査から、研修・実習生の送り出し地域

や機関についても言及されているものの、

これも分析の中心は日本における研修・

実習生の生活実態や就労にかんする意識

の変化などとなっている。 

 また、今回テーマとしている研修・実

習生の現状にかんしては、近年、日本向

け送り出し国別の派遣人数構成の変化が

顕著となっていることが注目できる。関

係資料および茨城県等の日本の受け入れ

現地でのヒアリング結果では、中国出身

者数が停滞する一方で、東南アジア諸国

出身者の増加が顕著であるという。この

ような変化にはどのような背景があるの

か。 

 このような問題意識から、本報告では、

中国における研修・実習生派遣企業の調

査を中心に、中国全体の派遣状況の変化、

さらに、中国における研修・実習生希望

者の募集方法、人材選抜、派遣前教育の

実態、派遣企業の経営実態、赴任に関わ

る経費の実態等について注目する。 

いくつかの資料から読み取れるよう

に、中国は、日本に派遣される研修・実

習生の主要な給源国であり、近年、日本

向け研修・実習生の送り出し国が徐々に

ベトナム、フィリピン、インドネシア等

の東南アジア地域にシフトしているとは

いえ、2010年～2013年にかけて入国した

研修・実習生全体の約６～７割1）を占め

                                            
1）表１に示したように、2013 年の外国

人技能実習生・研修生入国者は合計

るなど、相変わらず給源地域として突出

した地位を占めている点が特徴的である

（表1参照）。 

 さらに、中国のなかでは、沿海地域に

位置する山東省と江蘇省に注目した。こ

れは、山東省・江蘇省が、北京市・天津

市・上海市などの大都市に隣接し、経済

が相対的に発展しているものの、いずれ

も都市近郊に広範な農村地帯を抱え、人

口密度も高いという共通の特徴があり、

これまでも広範な農村地域を中心に多数

の研修・実習生を日本に送り出してきた

実績を有しているからである。 

表２は、2012年の中国の対海外請負プ

ロジェクトにおける労務合作業務派遣人

数にかんして、各省別に、年間派遣人数

について降順に示したものである2）。表

２に示した中国の労働力の海外派遣全般

においては、多い順に山東省、江蘇省、

広東省、福建省、河南省、遼寧省等の沿

海地域に位置する諸省の海外への労働力

派遣数が多数を占めていることが理解で

                                                             
68,884 人で、内、中国からが 45,263 人

（65.7％）が中国出身者である。法務省

入国管理局編（2014）『出入国管理』、お

よび公益財団法人国際研修協力機構編

（2012）『2012年度版JITCO白書』81頁

参照から。 

2）この表２は、資料の限定から、海外

派遣者の全体数を示したものになってい

る。この統計に研修・実習生も含まれて

いる。 
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きる。そのため、これら上位２省を分析

対象として取り上げることが適切である

と考え、現地調査を実施した。 

 上記の問題意識に基づき、筆者を含む

研究チームは、2010 年11月、2013年8

月に、中国山東省青島市に所在する研

修・実習生派遣企業、さらに 2013 年 12

月に、江蘇省南通市の研修・実習生派遣

企業において調査を実施した（各社の詳

細については後述する）。また、中国政府

商務部等の関係機関資料を基に、中国の

海外労働者派遣の現状について分析した。 

本報告はそれらの成果の一部である。 

 

 1.2.調査対象の概要 

  1.2.1.青島市A社の概況 

 筆者を含む研究チームは、前述

のように海外派遣労働者数の多い

山東省青島市に注目し、2010 年 11

月、2013 年 8 月に、山東省青島市

にある青島Ａ有限公司（以下、Ａ

社と略す）を訪問した。Ａ社は、

1998 年 7 月に設立され、登録資本

金 500 万元、中国商務部より「対

外労務合作経営権」の認可を受け

た研修・実習生送り出し機関であ

る3）。 

従業員は 36 人で、主な業務は、

研修・実習生の派遣、海外への人

材派遣、商品及び技術の輸出入、

                                            
3）Ａ社は後述する「中日研修生協力機

構」の会員企業である。 

国外の工事請負事業など多岐にわ

たる。 

 山東省では、国外へ人材の派遣

を行う場合（ほとんどの場合、研

修・実習生はこのカテゴリーに含

まれる）、山東省商務庁が認可して

いる「外派労務訓練機関」によっ

て、人材の選抜、教育、訓練を行

う必要がある。2010 年の調査時点

では、商務庁より認可を受けた教

育、訓練機関は山東省内に 115 機

関あり、その内、108 の機関は地

域限定での募集や教育のみが認め

られており、７機関が商務庁直属

の訓練機関として、山東省内全域

において研修・実習生の募集、教

育が許可されている。 

Ａ社は、研修・実習生の派遣前

教育を実施するための教育センタ

ーを併設している。前述のように、

このＡ社教育センターは、山東省

商務庁によって「外派労務訓練機

関」に指定されているため、省内

全域での募集が可能になっている。

省内全域において研修・実習生の

募集が可能という点は、受け入れ

機関の要望に合致する多様な職種、

業種に適合する人材の獲得に有利

に働くと考えられる。 

Ａ社は、設立当初は海産物や特

産物の貿易などを中心に行ってい

たが、2002 年より、研修・実習生
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の派遣業務を開始した。現在、青

島市だけでなく、山東省東部の乳

山市、威海市にも事務所を構え、

研修・実習生募集の拠点としてい

る。 

 

  1.2.2.江蘇省南通市B社の概況 

すでに述べたように、江蘇省は

労働力の海外派遣業務において、

山東省に続いて派遣人数が多い省

である。そこで、本研究チームは

江蘇省の派遣業務の実態について

の調査を計画した。そして、2013

年 12 月に江蘇省南通市の派遣会

社「江蘇Ｂ労務有限公司」（以下Ｂ

社と略す）の訪問が可能となり、

ヒアリング調査を実施した。この

Ｂ社では近年の日本向け派遣業務

の変化を調査の主要内容とした。

ヒアリング対象者はＢ社営業本部

本部長のＣ氏である。 

Ｂ社は、南通市政府および南通

市工商局から承認された海外派遣

機関であり、国外（主に日本向け）

の農業・工業・サービス業界など

への労務派遣業務を取り扱ってい

る専門会社である。研修生は、日

本の東京都、大阪府、名古屋市な

どの 10 ヵ所以上の地域に派遣さ

れている。派遣先業界としては、

縫製業、建築業、機械加工業、水

産加工業、造船業、農業など広い

分野に、年間 200～300 人を派遣

（その多くは工業部門であり、農

業部門はそれほど多くない）して

いる。 

 

2.中国および派遣企業の海外労働力派遣

の現状 

 2.1.中国の海外労働力派遣の現状 

 まず、現地調査を実施した、中国の山

東省および江蘇省から海外への労働力派

遣の実態についてみてみよう。 

 表３は中国商務部の資料から、2005年

から 2012 年までの中国の海外労働者派

遣数の変化を示したものである。 

 この表によれば、以下の特徴が読み取

れる。 

①2005年当時は派遣人数の多い順に、江

蘇省、山東省、遼寧省、吉林省、福建省

であったが、2010年には山東省、江蘇省、

河南省、広東省、福建省の順に変化し、

山東省が第１位となった。さらに 2012

年には山東省、江蘇省、広東省、福建省、

河南省の順に変化している。いずれの年

も主要送り出し地域としての山東省と江

蘇省の位置には大きな変化がないが、そ

れ以外では、徐々に東北地方３省の地位

は低下し、派遣の中心地域が南方各省に

移転していることがわかる。 

②ただ、こうした変化はあくまで沿海地

域の一部の省・市・自治区の中で推移し

ているに過ぎないことには注意が必要で

ある。これにたいして、中国内陸地域の
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中部・西部地域の各省・市・自治区から

の派遣人数は、依然としてごく限られた

規模に留まっていることがわかる。 

 中国の沿海地域の各省・市・自治区が、

研修・実習生の主要な送り出し地域とな

っている点は、別の資料からも裏付けら

れる。図１は、中国の日本向け研修・実

習生送り出し企業の業界団体である「中

日研修生協力機構」に認定されている送

り出し機関（企業）の省・市・自治区別

分布を示したものである。この図からも、

表３と同様に、山東省、江蘇省、遼寧省、

北京市、吉林省、上海市などの沿海地域

の各省・市・自治区が上位を占めている

ことがわかる。 

 こうしたことから、これまでの中国か

らの労働力海外派遣は、経済が比較的発

展した沿海地域の省・市・自治区からの

ものが中心であることが明らかである。

とくに現地でのヒアリング結果にもとづ

けは、沿海地域の比較的経済が発展した

省・市・自治区の都市地域に比較的近い

農村が主要な供給源となっていることが

明らかになっている。 

 

 2.2.調査対象企業の研修・実習生派遣

実績 

  2.2.1.A社の研修・実習生派遣 

 Ａ社担当者によると、日本向け

の農業関係研修・実習生は、以前

は、上海市近郊の江蘇省・浙江省

等からの派遣が多かったが、所得

水準の上昇とともに、そうした地

域からの研修・実習生の派遣は少

なくなり、現在は、山東省、江蘇

省、さらに東北地方出身者がかな

りの部分を占めるという。 

 Ａ社は、2002 年に派遣業務を開

始して以来、帰国生約 1,000 人、

派遣中の研修・実習生約 400 人と、

あわせて約 1,400 人送りだした実

績を有し、これまで失踪者や重大

トラブルの発生は「皆無」を強調

していた（実態は不明であるが）。

Ａ社派遣の研修・実習生は、年齢

は 20 代前半が主で、男女比は 4

対 6 と女性が多く、学歴は大部分

が中学校卒業程度となっている。 

 Ａ社は日本の５～６の研修・実

習生受け入れ組合と提携しており、

調査当時は、Ａ社が派遣する研

修・実習生は、すべて日本向けで

ある。そのうち農業研修・実習生

が約７割を占めている。農業の他

は、水産加工、工業分野への派遣

を行っている。これまで、畜産業

では千葉、茨城、北海道、水産加

工業では宮城、三陸地方、工業分

野への派遣として大阪、神戸、名

古屋へ、主に研修・実習生の派遣

を実施してきた。Ａ社は派遣業務

を開始した当初は、農業分野の研

修・実習生が約５割を占め、同時

に、工業や繊維業へも積極的に派
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遣を行ってきた。 

こうした派遣先は、日本国内の

経済状況によって大きく変化して

きた。例えば、Ａ社では 2000 年代

前半には繊維産業（とくに縫製業）

への派遣がかなりの比率を占めて

いたが、日本国内の縫製業の空洞

化に伴い、この業界への派遣は

2000 年代末にはほぼ皆無となっ

た。また、2008 年以降の金融危機

の影響で、工業、とくに、自動車

産業が影響を受け、名古屋近辺の

工業地帯への派遣はほぼなくなっ

たという。このように、研修・実

習生の派遣動向は、日本の産業の

状況や景気動向と深く関係してい

ることがわかる。 

 

  2.2.2.B 社および南通市における研

修・実習生の海外派遣状況 

江蘇省南通市にはＢ社のような

海外労務派遣企業は 10 社ほどあ

り、省内でもっとも多くなってい

る。江蘇省内には、他に、蘇州市、

揚州市、南京市などにも派遣会社

が存在しているが、南通市ほどに

は集中していない。Ｂ社は南通市

のなかでは比較的規模の大きい企

業である。 

南通市の海外派遣企業における

全体的な動向として、近年日本向

け派遣業務が縮小傾向にある点が

あげられる。この要因は、中国国

内の賃金上昇と円安による研修・

実習生の受け取り賃金の目減りに

より、日本赴任のメリットが減少

している点がもっとも大きな要因

としてあげられる。 

これまでの経験では、研修・実

習生は日本赴任中の３年間で、30

～40 万人民元程度を貯金し、それ

を中国に持ち帰ることを目安にし

ているが、その目標額に円安が原

因で達しないこと、その反面で中

国国内の労賃が上昇しているので

（表４参照、全国平均で 2006 年か

ら 2011 年にほぼ倍増している）、

赴任希望者が減少しているのであ

る。こうしたことから、多くの派

遣企業では、人材確保においてか

なりの困難が発生しているのが実

態であるという。その反面、2011

年の東日本大震災に伴う原発事故、

2012 年の反日デモ等の要因は希

望者減少の大きな要因ではないと

の説明があった。 

調査時点で南通市の派遣企業では、人

材確保対策のため、基本的に募集対象地

域の拡大によって対応していると説明さ

れた。元来地元の江蘇省を中心に求人活

動を実施していたが、この求人範囲を山

東省の西部、安徽省、河南省、四川省な

どと、主に内陸地域に向かって、かなり

広い範囲に拡大させているのが現状であ
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るという。これは、江蘇省、山東省など

の沿海地域（多くの場合江蘇省・山東省

の農村地域）は、経済発展に伴う賃金上

昇によって、現在ではほとんど募集が困

難な状態に陥っているためであるという。 

過去においては、とくに 2010 年前後

までにおいては、ある企業が所在地以外

の省・市・自治区で募集行動を行うこと

は、制度的に規制している省もあったと

のことで、事実上ほとんどみられなかっ

た。現在は派遣大型企業が各省に支店を

配置するという方法で、制度的には可能

となったが、現実には他省での募集は容

易ではないとのことである。つまり、た

とえば江蘇省の派遣企業は、当然のこと

ながら、これまで江蘇省内を募集の拠点

としていたため、他省の求人状況に疎く、

実質的には他省で募集活動ができない、

あるいは非常に進めにくい状況にあるこ

とが要因となっている。しかし、多くの

派遣企業は、ここ数年地元での求人が困

難となるに従って、求人範囲を広げざる

を得ない状況に追い込まれている4）。 

 

3.派遣会社の経営構造と制度規制 

 3.1.派遣会社の許認可と地方政府との

癒着 

                                            
4）ヒアリング時には、近年いくつかの

派遣会社が国の枠を超えて、東南アジア

に支店を開業するという動向も説明され

た。こうした中国系派遣会社の東南アジ

アでの活動には未だ不明点が多い。 

 今回の調査の際、A 社総経理Ｌ氏の談

によれば、山東省の「外派労務訓練機関」

の認可を受けている企業のほとんどが、

かつて山東省商務庁（商務庁は海外人材

派遣許認可権を有する省政府の一部門）

に勤務経験がある者によって経営されて

いることが明らかになった。このことは、

山東省の海外人材派遣業界が一種の天下

り構造によって成立していることを示し

ていると考えられる。おそらく他の省･

市・自治区も同様の事情であると推察で

きよう。 

Ｌ氏自身も山東省東部の出身で、大学

卒業後、山東省商務庁に勤務した経歴の

持ち主である。このように、海外派遣業

務はその収益性が比較的高かったために

参入を希望する企業が多く、限られた関

係者グループが利益を独占するために、

省政府との太いパイプがなければ、事実

上参入できない仕組みを作り上げており、

実態として公務員関係者による独占状態

にあることがうかがえた。 

また、Ｂ社でのヒアリング結果によれ

ば、現在の江蘇省の海外派遣企業 20 社

程度の経営者は、その大部分が、Ａ社の

事例のように、政府機関からの天下り公

務員であることが多いという。基本的に

山東省と同じ構造が存在している。 

 

 3.2.派遣会社の利益構造 

  3.2.1.派遣に伴う費用徴収 

中国政府は、派遣会社が研修生から徴
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収する手数料を 25,000 元以下と定めて

いるが、Ｂ社においては、30,000～

40,000 元が必要と説明された。これは南

通市における多くの同業者にほぼ共通し

た水準にあるという。後述するように、

2013 年（調査時）江蘇省における当時の

農民一人当たり年間純収入（2012 年）は

12,202 元であることから、研修を希望す

る農村出身の青年にとっては、容易に準

備できる金額ではないことが予想される。 

この手数料はＡ社でもほぼ同水準で

ある。Ａ社では研修希望者は、Ａ社にビ

ザや様々な証明書の手続き費用 25,000

元～35,000 元（2010 年調査時の費用、

Ａ社の場合飛行機代を含む）を支払う5）。

この手数料に、後に説明する研修に必要

な学費（一ヶ月約1,000元）、宿舎費（一

ヶ月約 150 元）、食費等が必要になる。

これらを合算すると、日本への研修・実

習生派遣希望者は、およそ３万元から４

万元の資金を用意する必要があるという

6）。山東省における調査当時の農民一人

当たり年間純収入（2011 年）は 8,342

                                            
5）A 社派遣手数料は、派遣先の業種に

よって異なる。また、派遣前に用意でき

ない場合は、派遣後に支払うことも可能

という。 

6）A 社研修生は、費用については、親

戚などから借金をして用意するケースな

どもあり、また、用意が難しい場合は、

研修帰国後の支払いにも応じている。 

元7）と江蘇省よりもさらに低い水準にあ

ったので、これも容易に準備できる金額

ではない。 

 

  3.2.2.派遣会社の利益構造 

ただ、派遣会社が多額の手数料を得て

いるからといって、即、彼らが暴利を得

ていると即断するには、いくつかの留保

点もある。 

その一つは、法外に高額な許認可に関

わる費用である。今回のＢ社におけるヒ

アリング調査と関係資料からは、中国政

府による許認可の際の法外な手数料水準

が明確になった。2012年８月から実施さ

れた中国の関係制度の改革では、派遣企

業は地方政府の管理部門に派遣機関とし

て登録時に登録料600万元を支払い（こ

れ以前は 500 万元）、さらに保証金 300

万元（これ以前は100万元）を預託しな

ければならない。つまり会社創業当初で

900 万元、約 1.6 億円相当が必要となる

のである。この後者の保証金300万元は

派遣先の日本の会社が倒産したときに研

修生の賃金として充当する名目である。 

この制度が実施されてから、中小零細

の派遣会社は自動的に淘汰され、江蘇省

で 20 社程度という現在の企業数に激減

した。この新しい登録料・保証金制度施

行以前は江蘇省だけで派遣企業が100社

以上あった模様である。実際に、前述し

                                            
7）『中国農村統計年鑑 2012』中国統計

出版社。 
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た中日研修生協力機構の登録派遣企業数

も、2012 年 7 月の改正前では 281 であ

ったが、2014 年５月時点では、257に減

少している。 

今ひとつの派遣会社にたいする圧力

は、募集の困難化である。Ｂ社でのヒア

リング結果によれば、前述のように募集

が非常に厳しくなっている状況下で、派

遣会社は募集現地で実際に研修生を集め

てくれるエージェントに、日本に派遣で

きた場合の成功報酬として、多額のマー

ジンを支払うことが常態化しているとい

う。この金額は、ここ数年一人あたり

6,000～10,000 元で推移しており、求人

の困難化に従って、2012 年ごろから顕著

に上昇傾向にあり、調査時には一人あた

り１万元が相場となっているという。 

こうして、政府からの圧力と求人の困

難化により、派遣企業の手取りは以前よ

りも低下しているのが実態であり、募集

が困難化しているからといって、容易に

手数料水準を引き下げる状況にないこと

が推察できる。 

 

  3.2.3.研修・実習生の見込み所得の

変化と希望者の減少 

前述したような多大な費用を支払っ

ても、なお、2010 年以前は研修・実習生

希望者が後を絶たなかった理由として、

日本での研修・技能実習は、ある程度の

金額の貯蓄を可能にしてきた点があげら

れる。調査の際、Ａ社の研修・実習生の

約８割は、日本への主な研修目的として

「貯蓄」を挙げていた。 

2010 年の日本における研修・実習生に

関わる法改正によって、 低賃金が適用

されたことにより、基本給が一ヶ月約13

万円8）に増額された上、これに残業代等

がプラスされ、月給が20 万円～25 万円

程度になる場合もあり、この金額から生

活にかかる諸費用を差し引いても3年間

で数百万円の貯蓄も可能となることも可

能であったためである。ただ、すでに少

し触れたように、ここ数年の円安傾向に

より、研修・実習生の人民元手取金額は

確実に減少し、一方で前掲表４のように

地域の平均賃金が上昇していることが、

近年の応募者の減少に大きく影響してい

ると考えられる。 

貯蓄額の差は、研修・実習生の総所得

の多寡に関わる問題であり、研修・実習

生の も重要な関心事である。このため、

以前から他者との残業手当の格差、派遣

先の企業や農家における仕事量の多寡に

ついて非常に敏感であった。これまでも、

Ａ社で派遣している実習生のほとんどが

日本入国後、一ヶ月程でノートパソコン

                                            
8）2010 年7月以降、労働関係法令適用

後の賃金の状況は、「技能実習1号イ」（企

業単独型）12 万 8,923 円、「技能実習 1

号ロ」（団体監理型）12 万 1,372 円（い

ずれも JITO 支援の技能実習生の月額平

均賃金）となっている。『2011 年度版

JITCO 白書』114ページ参照。 
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や携帯電話を購入し、インターネットを

通じて日本各地の研修・実習生と情報交

換を始めるという。賃金や残業の有無、

就業条件などに関しての情報は、日本全

国の研修・実習生の間ですぐさま行き交

い、また、研修を進める上での大きなト

ラブルの原因になり得る。そのため、A

社では、派遣前教育において他の企業や

農家に派遣された研修・実習生との比較

を行わないよう力を入れて指導を行って

いるが、この指導については、あまり顕

著な効果はみられないとの説明であった。 

当初予定した所得が得られない場合、

容易に失踪の発生や雇用側とのトラブル

に帰結する。これを未然に防ぐために、

これまでもＡ社・Ｂ社とも派遣後の実習

生の管理やケアを重要視している。 

A 社では、スタッフが日本に駐在し、

トラブルが発生しないよう一ヶ月に一回

程度派遣した研修・実習生を見回り、生

活や仕事上の悩みや不満を迅速に解決す

るよう対策を行っている9）。A 社の日本

                                            
9）通常、日本側の第一次受け入れ機関

（農業の場合は農協や農家組合等）が研

修・実習生を管理することになっている

が、人数不足などで難しい場合は、A 社

のような中国側の派遣機関が駐在員を常

駐させ、研修・実習生の管理を行う場合

もある。これらの研修・実習生修の管理

にかかわる諸費用は、第二次受け入れ機

関（農業の場合は農家）が研修・実習生

一人当たり 2～3 万円（月）を負担して

駐在員は、研修・実習生の信頼関係を築

くため、日本における研修の管理だけで

なく、中国での研修・実習生の選抜、派

遣前教育にも携わっている。入国の際も

引率し、日本での研修にも一緒に参加す

ることによって、個々の研修・実習生に

ついて細かく把握するように対策を行っ

ている。 

Ｂ社の派遣後の研修・実習生管理につ

いては、前述Ａ社と共通点が多い。研修

生の中から 1～2 名の研修生管理者を指

定し、渡航後、会社との緊密に連絡を取

ることによって、研修生の研修状況と生

活状況の把握を強化するとともに、定期

的に研修・実習生受入団体・企業との連

絡を取り問題を事前に把握することに努

めている。また在日駐在員が定期的に派

遣先を巡回している。 

つまり、以前は日本に到着してからの、

手取り所得の多少の存在が主要関心事で

あったわけであるが、それが近年の円安

傾向により、派遣前にはっきりと認識で

きるほどの問題になったことにより、こ

                                                             
いる。この研修・実習生一人当たり2～3

万円の管理費用の配分は、第一次受け入

れ機関と中国側の派遣機関の管理業務に

関わる度合いによって案分される。配分

比率はケースごとに変わってくるという。

また、A 社では研修生班長制度を設けて

おり、派遣前教育の段階で派遣先企業別

に班長を選抜し、日本での実習期間にお

ける管理責任をもたせている。 
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こ数年の派遣希望者の減少をもたらして

いると考えられよう。 

 

4.調査企業における研修・実習生の送り

出しまでのプロセス 

 次に、調査によって明らかになった、

研修・実習生の送り出しまでのプロセス

についてみてみよう。このプロセスは、

研修・実習生に日本にたいする基礎知識

（日本語能力や文化・社会・経済などに

かんする知識）を向上させるが、その一

方で、学費と研修費用の高額化を招いて

いるという側面も否定できない。 

 

 4.1.研修・実習生の募集・選考 

 A 社における研修・実習生の募集方法

は、大きくわけて２つある。主要な方法

としては、A 社が直接募集を行う方法が

ある。上述したように、A 社は、青島市

をはじめ威海市・乳山市など山東省の各

地域に出張所を構え、常時募集を行って

いる。この一方、A 社と提携している企

業からの推薦に基づいて受け入れる方法

がある。A 社は、省内 68 社の企業と提

携を結んでおり、提携企業の業種は水産

加工工場、機械工場など様々である。 

 募集の流れとしては、日本側受け入れ

機関（企業、農家組織）からの要望を把

握した後、A 社の募集拠点で、職種や求

められる条件を貼り出し、募集を行う。

また、それと同時に、A 社が常時準備し

ている研修・実習生希望者のリストから

も選抜を行う。リストは、常に 2～300

人の候補者を登録している。これら二つ

の方法から、募集人員の3倍から４倍の

候補者を選抜し、審査の準備を行う。た

だ、こうした状況は、近年大きく変化し

てきている点には注意が必要である。

2013 年の補充調査時には、ここ数年顕著

になってきた志願者の減少により、３～

４倍の候補者を選抜することはほぼ困難

となってきていることが明らかになった。 

 A 社は、受け入れ機関の要望に適合す

る質の高い研修・実習生を選抜するため

に、また、失踪やトラブル等事件が発生

しないよう、希望者の選定、派遣前教育

には様々な工夫を行っているという。具

体的には、研修・実習生の選抜方法につ

いては、まず、候補者に対して、A 社が

１次審査を実施する。審査内容は多岐に

わたり、一般常識、体力、知能、日本語

学習適性検査、手先の器用さ、等の試験

に加え、A 社スタッフによる面接を数回

実施する。また、同時に、応募者には家

族写真を提出させ、家庭環境の調査を念

入りに行う。１次審査合格者には、A 社

スタッフが必ず家庭訪問を行い、生育環

境、経済状況、家族の病歴、犯罪歴等に

ついて聞き取りを行い、さらに篩にかけ

る。ここまで残った合格者が、日本側の

受け入れ機関の面接を受けることができ

る仕組みである。このように、A社では、

日本側受け入れ機関の面接の前に、独自

の審査や家庭環境調査などを実施し、選
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抜の際の重要な判断材料にしている（図

２参照）。ただ、こうした比較的厳しい選

抜方法は、2013年の調査では、応募者減

少情勢に適応できなくなりつつあり、当

然のことながら選抜基準の易化は免れな

い事情にあった。 

 

 4.2.派遣前教育 

Ａ社の場合、日本側受け入れ機関によ

る面接で合格した者は、派遣までの３ヶ

月から５ヶ月間、A 社教育センターにお

いて派遣前教育を受講する。A 社は、青

島対外貿易専門学校と提携し、教室や派

遣前の技能研修用に工場の提供を受けて

いる。派遣前教育の概要は、基本学習時

間は540時間以上、内容は、日本語教育、

日本の文化、生活習慣、礼儀、法律等が

あげられる。日本語教育については、日

本人１名を含む専任の日本語教師が6名

配置されており、日本語平均学習時間は

約430時間以上で、受講者のおよそ９割

が三ヶ月間の日本語学習により、日本語

能力試験3級程度のレベルに達するとい

う。その他、日本の生活習慣などについ

ての講習を約200時間受講する10）。 

また、Ｂ社の派遣前研修も、ほぼＡ社

のそれと共通し、３～４ヶ月を費やして

                                            
10）A社は、これまで派遣を行ってきた

経験から、日本で研修生が実際に体験す

る様々な悩みや問題を「技能実習・研修

100 問」としてまとめ、具体例から学習

するよう独自の教材を作成している。 

いる。これは南通市では平均的な状況で

あるという。この主な内容は、日本語研

修、渡航前研修、日本の国情にかんする

研修、関連法規研修（表５参照）、および

技能研修（派遣される業種に基づく事前

研修）からなる。日本語研修および日本

経済・社会についての理解を深める研修

が多い要因としては、Ａ社の場合と同様

に、日本語能力の向上と日本にたいする

理解の深まりが赴任後のトラブル現象に

有効であるとの判断による。日本語研修

は日本側の規定では160時間以上となっ

ているが、それでは十分な日本語能力を

得られないとの判断から、Ｂ社では 240

時間と定めている。 

 

 4.3.研修・実習生の帰国後の動向 

Ａ社の研修・実習生の帰国後の動向と

しては、約６割が元の職に戻るか、他の

業種に就業、さらには新たに起業する者

もあるという。また、限られた事例では

あるが、日本での研修先が、中国で起業

することになり、日本語や技能を評価さ

れ、現地の社員として雇用されるケース

もみられる。この事例としては、山東省

のハルディン（本社千葉県、種苗・花苗

の生産・販売）、朝日緑源（アサヒビール

現地法人、本社東京都、牛乳・農産物生

産販売）などがあげられる。 

 

5.まとめ 

 以上、研修・実習生派遣企業である山
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東省青島市のA社と、江蘇省南通市のＢ

社の事例を中心に、派遣企業と地方政府

との関係、派遣に関わる費用と派遣企業

の利益構造、近年の日本派遣者数の減少

の背景、さらには、研修・実習生の募集

から日本到着までのプロセス、派遣前教

育の実態などについて述べてきた。 

 周知のように、日本における研修技能

実習制度は、諸外国への技術移転を目的

とする人材育成という看板を掲げる一方

で、日本では、国内で労働力を確保する

ことが困難な産業における深刻な労働力

不足問題を解決する方途として機能して

いる実態がある。産業、職種によっては、

研修・実習生なしではすでに経営が成り

立たなくなっている事態が発生しており、

研修・実習生の募集、事前研修等の実態

は、日本側受け入れ機関、農家、農協等

にとって重要な問題であるといえる。 

 今回の中国側派遣企業Ａ社・Ｂ社の調

査事例から、研修・実習生の募集、選抜、

派遣前教育について、日本側受け入れ企

業、農家の要求に合致する人材を集める

ため、また、研修中の失踪者や事件の発

生を防ぐべく様々な企業努力を行ってい

ることが明確になった。調査企業では、

研修中のトラブル発生の要因として、コ

ミュニケーション、異文化理解の不足を

あげ、日本語教育や日中間の習慣の違い

を理解させる研修を重視していた。また、

日本に入国後も頻繁に研修先の見回りを

行い、受け入れ機関と連携してトラブル

防止に力を入れていた。この点は、日本

においてあまり知られていない事実であ

るが、中国の現地では、赴任後のトラブ

ル回避のため、派遣会社によって一定の

努力がなされていると考えてよいだろう。 

 失踪者や重大な事件の発生は、当該企

業が研修技能実習制度による研修・実習

生の派遣、受け入れを実施、継続するに

際してもっとも大きな問題であり、日本

側受け入れ機関と送り出し側機関が連携

してさらなる対策を行わなければならな

い重要な課題となっているのである。 

しかし、前述したように、トラブルの

多くは研修・実習生の手取り所得に関わ

る問題から派生してきた。この問題を突

き詰めていくと、中国からの派遣にかか

わる政府と企業のあり方が大きく関与し

ている。調査結果からは、現在の、日本

への派遣希望者の減少問題は、まさに、

その派遣に関わる費用対効果（収益）の

問題と強く関係していることが理解でき

た。つまり、Ａ社・Ｂ社の事例に明らか

なように、派遣前教育と各種手続き費用

を合わせると、現地の農民収入の数年分

の金額となり、研修・実習生本人にとっ

ては、かなり早い時期から一貫して過大

な負担であった。ヒアリング結果からは、

このように高い手続き費用が、派遣会社

と地方政府との癒着、高額な政府への預

け金、さらには一握りの企業による独占

状態によってもたらされていることが予

想できる。 
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しかし、これまで一定の人数の研修･

実習生の派遣希望者が存在したのは、日

本での実習後一定の金額の貯蓄が可能と

なったため（あるいはなると予想される

ため）であるが、近年の円安による赴日

後の手取り人民元報酬の相対的な減少、

さらには中国国内の賃金上昇などの要因

が加わり、今日に至って、日本に向け派

遣される研修・実習生の減少という事態

が結果されていると考えることができよ

う。また研修・実習生の主要給源地域が

山東省、江蘇省などの比較的経済が発展

した地域に偏ってきたことが、賃金上昇

の直接的な影響を受けることとなったと

考えられる。 

周知のように、中国の地域間経済格差

は著しく、とくに経済的に発展した沿海

地域の諸省と、取り残されつつある内陸

地域の諸省との所得格差は大きい。表６

はこの点について示したものである。こ

の表６からは、中国農村全体からみると、

低省（ここでは甘粛省農村）と 高省

（同上海市農村）との格差は４倍にも達

していることがわかる。この状況下で、

とくに賃金の高い地域を主要給源地域と

していたのでは、当該地域の労働者にと

って魅力がより少なくなり、労働力供給

が減少するのも当然のことである。これ

はある意味で、きわめて冷静な経済的行

動によってもたらされつつあるもので、

今後も相対的に高い所得地域からの派遣

を想定することは困難であろう。 

 ただ、このことを逆に言えば、表２・

表３・表６から理解できるように、中国

には低所得の農村地帯がいまだ広範に存

在し、それらの省・市・自治区からの海

外派遣は、いまだほとんど手つかず状態

であることにも注目する必要があろう。

こうした地域の人材開発に、南通市のＢ

社をはじめとして多くの派遣企業が参入

し始めている。この地域での求人活動に

は今後も一定の発展可能性があると考え

られる。 

しかし、趨勢としては、派遣される研

修･実習生をめぐって、政府、派遣企業、

各地のエージェントの利益争奪は激しさ

を増すばかりである。この構造が変わら

ない限り、中国からの派遣人数の大幅な

増加は今後も期待できないと思われる。 

日本の研修・実習生市場への労働力供

給をめぐって、東南アジアへのシフトと

いう新しい動向とならんで、中国国内で

もさまざまな新しい動向が発生している。 
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表１ 「技能実習１号」の在留資格による国籍・地域別新規入国者数の推移と

構成比 

                               （人、％） 

  2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

総数 26,002 100.0 66,025 100.0 67,915 100.0 68,844 100.0 

中国 20,133 77.4 49,311 74.7 49,172 72.4 45,263 65.7 

ベトナム 2,184 8.4 6,632 10.0 7,449 11.0 10,216 14.8 

フィリピン 1,212 4.7 3,755 5.7 4,264 6.3 4,906 7.1 

インドネシア 1,454 5.6 3,536 5.4 3,818 5.6 4,160 6.0 

タ イ  641 2.5 1,722 2.6 1,994 2.9 2,540 3.7 

カンボジア   68 0.3 245 0.4 227 0.3 329 0.5 

モンゴル  48 0.2 188 0.3 214 0.3 220 0.3 

ネパール   40 0.2 169 0.3 145 0.2 220 0.3 

ラオス  58 0.2 136 0.2 112 0.2 134 0.2 

スリランカ  21 0.1 56 0.1 122 0.2 76 0.1 

その他 143 0.5 275 0.4 398 0.6 780 1.1 

資料：法務省入国管理局編『出入国管理』各年版から作成。 
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表２ 中国の対海外請負プロジェクトによる各省の労務合作業務派遣人数

（2012 年） 

 

注：年間派遣人数に関して降順に示した。 

資料：中国商務部ＨＰから作成。 

  

実数 構成比 実数 構成比

山東省 51,425 11.7 103,736 14.1
江蘇省 46,497 10.6 86,849 11.8
広東省 41,032 9.3 48,164 6.6
福建省 35,364 8.0 35,162 4.8
河南省 26,113 5.9 74,814 10.2
遼寧省 25,495 5.8 47,143 6.4
湖北省 24,662 5.6 31,002 4.2
上海市 21,244 4.8 29,350 4.0
浙江省 20,020 4.5 27,149 3.7
天津市 16,553 3.8 17,510 2.4
吉林省 13,935 3.2 48,285 6.6
安徽省 13,370 3.0 23,748 3.2
北京市 12,501 2.8 16,759 2.3
湖南省 11,964 2.7 30,077 4.1
河北省 11,533 2.6 9,800 1.3
四川省 10,442 2.4 21,301 2.9
陝西省 8,408 1.9 12,612 1.7
雲南省 8,075 1.8 19,655 2.7
黒竜江省 7,047 1.6 7,767 1.1
江西省 6,081 1.4 13,816 1.9
広西壮族自治区 4,658 1.1 4,883 0.7
内モンゴル自治区 4,641 1.1 4,272 0.6
新疆ウイグル自治区 3,708 0.8 2,024 0.3
重慶市 3,643 0.8 5,403 0.7
山西省 3,264 0.7 3,513 0.5
新疆生産建設兵団 2,544 0.6 2,406 0.3
貴州省 2,178 0.5 2,442 0.3
甘粛省 1,982 0.5 3,332 0.5
青海省 1,208 0.3 945 0.1
寧夏回族自治区 280 0.1 493 0.1
チベット自治区 153 0.0 21 0.0
海南省 20 0.0 26 0.0
合計 440,040 100.0 734,459 100.0

2012年

年間派遣人数 年末在外人数

省、自治区、直轄市
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表３ 中国の対外請負プロジェクトによる各省の労務合作業務派遣人数 

 

注：2012 年の年間派遣人数に関して降順に示した。 

資料：中国商務部ＨＰから作成。 

  

2008年 2009年

山東省 37,797 71,610 45,274 46,098 47,300 101,913 48,840 108,666 51,425 103,736
　　　　青島市 6,377 11,437 7,384 7,730 6,393 15,559 7,003 14,663 10,678 19,411
江蘇省 44,163 100,280 46,996 35,500 34,576 96,336 39,167 89,254 46,497 86,849
広東省 9,937 21,075 25,948 13,307 24,788 38,455 35,679 42,638 41,032 48,164
　　　　深圳市 7 273 0 0 0 135 0 135 2,951 1,389
福建省 13,592 45,154 27,842 17,945 19,182 24,240 27,920 27,601 35,364 35,162
　　　　アモイ市 4,147 8,769 4,675 5,199 5,803 7,394 6,099 6,146 10,352 8,317
河南省 10,531 15,842 22,983 23,019 32,435 56,291 38,664 64,193 26,113 74,814
遼寧省 25,841 41,546 27,041 20,123 18,291 41,448 20,798 43,267 25,495 47,143
　　　　大連市 17,308 23,585 16,846 12,677 11,784 19,620 13,107 19,384 15,019 23,691
湖北省 5,658 7,599 12,453 15,911 9,727 20,370 17,386 23,473 24,662 31,002
上海市 12,875 25,717 16,173 14,028 15,910 26,847 14,308 23,493 21,244 29,350
浙江省 9,778 25,621 17,134 8,851 13,446 26,261 8,933 15,736 20,020 27,149
　　　　寧波市 1,026 5,036 1,006 1,800 1,664 4,275 277 1,624 868 1,935
天津市 4,835 13,140 4,550 9,941 7,066 12,683 11,081 16,084 16,553 17,510
吉林省 17,066 38,401 19,163 15,707 15,972 66,566 14,878 63,352 13,935 48,285
安徽省 5,720 11,042 12,749 14,620 12,631 20,236 13,574 20,901 13,370 23,748
北京市 3,473 4,796 6,034 10,496 11,770 22,499 11,804 17,842 12,501 16,759
湖南省 1,386 7,518 6,352 10,190 9,727 20,370 17,386 23,473 11,964 30,077
河北省 3,580 7,807 7,660 10,295 8,761 13,324 7,228 8,873 11,533 9,800
四川省 1,767 11,378 13,027 10,076 5,876 21,983 7,496 21,781 10,442 21,301
陝西省 1,434 3,927 6,648 2,335 7,638 8,553 6,651 10,777 8,408 12,612
雲南省 7,179 10,846 5,032 8,013 11,275 17,189 11,506 26,306 8,075 19,655
黒竜江省 9,070 13,382 7,174 7,489 3,166 12,885 11,200 11,315 7,047 7,767
江西省 2,907 7,705 6,508 6,307 4,694 14,615 3,517 13,535 6,081 13,816
広西壮族自治区 129 716 4,923 4,660 4,723 5,958 3,337 4,394 4,658 4,883
内モンゴル自治区 4,301 6,353 7,443 522 931 4,704 1,539 5,773 4,641 4,272
新疆ウイグル自治区 865 741 5,126 5,336 5,122 3,077 3,729 3,134 3,708 2,024
重慶市 698 5,347 660 1,639 1,790 4,066 2,149 4,361 3,643 5,403
山西省 1,195 2,263 2,662 2,022 1,224 6,147 2,447 5,935 3,264 3,513
新疆生産建設兵団 603 426 3,422 3,126 3,813 4,665 2,579 2,701 2,544 2,406
貴州省 560 642 738 1,350 977 1,789 2,019 1,938 2,178 2,442
甘粛省 471 686 530 494 922 911 2,385 2,023 1,982 3,332
青海省 0 0 0 0 57 51 1,697 411 1,208 945
寧夏回族自治区 247 239 247 347 453 692 291 522 280 493
チベット自治区 0 0 0 0 0 0 0 0 153 21
海南省 61 335 41 8 0 2 6 6 20 26
合計 237,719 502,134 362,533 319,755 334,243 695,126 390,194 703,758 440,040 734,459

年末在外
人数

2012年

年間派遣
人数

年末在外
人数

年間派遣
人数

年間派遣
人数

年間派遣人
数

年末在外人
数

年間派遣
人数

年末在外
人数

年間派遣
人数

省、自治区、直轄市

2005年 2010年 2011年
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図１ 中国の「中日研修生協力機構」に認定された送り出し機関の分布 

                            （２０１４年） 

 

（資料）国際研修協力機構ＨＰより作成。 

（注）2014年 5月 7日時点の企業数。 

 

 

   表４ 中国の在職労働者平均賃金の上昇 

            （年間、元） 

年 全国 江蘇省 

2006 21001   

2007 24932   

2008 29229   

2009 32736 35890

2010 37147 40505

2011 42452 45987

 （資料）『中国統計年鑑』各年版、『2012 年度人力資源・社会保障事業発

展統計公報』から作成。 
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図２ Ａ社における研修・実習生の募集から帰国までのプロセス 

 

 

（資料）A 社ヒアリング調査より作成。 

 

  

日 本 側 の 第 一 次 受 け入 れ 機 関 （事 業 組 合 、農 協 等 ）より候 補 者 募 集 の 依 頼
↓

A社 が 希 望 者 を募 集
↓

候 補 者 を選 定 し、A社 による１次 審 査
↓

中 国 １次 審 査 合 格 者 に対 して A社 ス タッフによる家 庭 訪 問
↓

日 本 側 第 一 次 受 け入 れ 機 関 による面 接
↓

A社 教 育 セ ンターにて 派 遣 前 教 育
↓

在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 交 付 申 請 、ビザ 申 請 な どの 手 続 き

↓
技 能 実 習 生 、日 本 入 国

↓
日 本 日 本 側 第 一 次 受 け入 れ 機 関 による研 修 （一 ヶ 月 ）

↓
第 二 次 受 け入 れ 機 関 （中 小 企 業 、農 家 ）において 技 能 実 習 開 始

↓
技 能 実 習 終 了

↓
中 国 技 能 実 習 生 帰 国

↓
A社 による帰 国 実 習 生 の フォローアップ
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表５ Ｂ社における研修内容 

渡航前教育 

日本への研修目的 

日本での生活常識 

日本円の保管方法及び保険知識 

日本でのマナーおよび常識 

健康管理、衛生知識、交通安全知識 

１４時間 

（ ２） 

（ ２） 

（ ４） 

（ ４） 

（ ２） 

日本の国情教育 

 日本の人文、地理概況 

 日本の経済文化概況 

 日本の生活習慣常識 

 日本の風土人情常識 

 

２６時間 

（ ４） 

（ ４） 

（１０） 

（１０） 

関連法規教育 

中日両国の関連法律、法規についての研修  

日本の規則と制度、職業の道徳についての研修 

２０時間 

（１２） 

（ ８） 

日本語研修 ２４０時間 

資料：Ｂ社におけるヒアリング結果から作成。 
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表６ 農民一人あたり年間純収入の格差 

           （元、％） 

 

注：所得 低の甘粛省を 100.0 とした指数で示している。 

資料：中国国家統計局（2013）400 ページから作成。 

 

 

  

省、自治区、直轄市

実数 指数

上海市 17,804 395.0
北京市 16,476 365.6
浙江省 14,552 322.9
天津市 14,024 311.1
江蘇省 12,202 270.7
広東省 10,543 233.9
福建省 9,967 221.1
山東省 9,447 209.6
遼寧省 9,384 208.2
黒竜江省 8,604 190.9
吉林省 8,598 190.8
河北省 8,081 179.3
湖北省 7,852 174.2
江西省 7,829 173.7
内モンゴル自治区 7,611 168.9
河南省 7,525 167.0
湖南省 7,440 165.1
海南省 7,408 164.4
重慶市 7,383 163.8
安徽省 7,160 158.9
四川省 7,001 155.3
新疆ウイグル自治区 6,394 141.9
山西省 6,357 141.0
寧夏回族自治区 6,180 137.1
広西壮族自治区 6,008 133.3
陝西省 5,763 127.9
チベット自治区 5,719 126.9
雲南省 5,417 120.2
青海省 5,364 119.0
貴州省 4,753 105.5
甘粛省 4,507 100.0
全国 7,917 175.7

2012年
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第 9 章 

 

台湾中部農業地帯における結婚移民労働力の在り方と課題 

————茶業および果樹に見る———— 

 

南開科技大學 

助理教授  長谷美 貴広 

（研究協力者） 

 

1. はじめに 

 台湾中部農業地帯においては、茶業、

梅などの労働集約的作目において東南ア

ジア系の女性結婚移民を臨時的労働力と

して雇用する動きが目立っている。筆者

らの 2010 年の調査では、雇用される採

茶工のうち 40％以上を結婚移民が占め

る経営事例を報告しており1、今後もこう

した結婚移民依存傾向は続くであろうと

予測している。 

 そこで、筆者は同じ台湾中部農業地帯

の南投縣内を対象に茶業（信義郷）１事

例、果樹（水里郷）２事例の経営調査を

行い、同時に地域農業労働市場の実情に

ついてもヒアリングを行った。結婚移民

労働力の導入はこれまでの調査事例に比

較して、茶業経営においては現状維持的、

果樹経営においては退潮的傾向にあると

いう。 

                                            
1 長谷美貴広・安藤光義（2014）「台湾

茶業の構造変化と雇用労働力の変化」『農

業市場研究』第23巻第３号、pp.60～65 

しかし、このことは結婚移民の臨時雇

用が衰退していることを意味していない。

むしろ、出産などによって農業労働市場

から脱落を始めた結婚移民たちを、労働

市場に吸引するために、加工部門を持つ

農産物の高付加価値化が可能な茶業や梅

農家が牽引する形で、労賃の引き上げが

行われている。 

現在、台湾農業及び関連産業において

は、「精緻」という言葉がキーワードとな

っている。これは人手による丁寧な収

穫・調整と、それら収穫物の加工による、

高品質・高付加価値の実現を意味するが、

今や「精緻農業」のために結婚移民労働

者は無くてはならない存在なのである。 

一方で、こうした動きから外された生

鮮食用果実の生産農家は、賃金水準で立

ち遅れ、雇用労働力の高齢化が進んでい

る。 

本稿では、労働市場においては作業能

率を基軸として、作業能率のよい若い東

南アジア系の結婚移民と作業能率の悪い
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台湾人高齢者が二極化するとともに、経

営側においても、結婚移民労働力を雇用

するだけの賃金負担能力を持つ高付加価

値型農業経営と、台湾人高齢者に依存す

るほかない賃金負担能力の低い従来型経

営に二極化している台湾中部農業地帯の

現状について報告を行う。 

 

２. 南投縣信義郷における高級茶生産農

家の事例 

 2.1. 調査地の概況 

筆者は2015年４月26日に南投縣信義

郷の茶農を調査した。 

台湾産烏龍茶のうちでも、標高 1,200

ｍ以上の高地で生産される烏龍茶は「高

山茶」の名で呼ばれ、国際的にも極めて

高い評価を受けている。 

今回、調査対象地となった信義郷は玉

山山麓にあり、生産される烏龍茶は「玉

山茶」のブランドで知られる。南投縣内

のブランド茶産地としては も小規模な

産地である。 

 

表2-1を見ると 近5年間で南投縣の

茶園面積は減少し続けてきた。その理由

は、①中国大陸、東南アジアからの低価

格茶の流入とそれによる低標高機械摘み

茶栽培地帯での茶園面積の減少、②高山

茶の流行による産地の移動と 500～

800m 付近での中標高産地での茶園の放

棄である。②の場合、凍頂烏龍茶の名前

で知られた南投縣鹿谷郷において、その

中核的茶園密集地であった標高 700ｍの

凍頂山麓で茶園の放棄が進み、より高山

地帯へと茶園の移動が進んでいる2。 

信義郷の場合はどうであろうか。 近

5年間では10年172.9ha、11年175.3 ha、

12 年 175.8ha、13 年 166.8ha、14 年

175.8ha とほとんど安定している。これ

は、高山地帯の山間の狭隘な平坦地を利

用した茶園は地理条件の制約が強くうけ

て、茶園の拡大が行われない一方で、標

高1,000 メートルを超える茶業農家垂涎

の好条件を持った超高級茶産地帯のため

放棄もされないのである。 

調査農家（以後、A 農家とする）は玉

山山麓の神木村、塔塔加茶区にある。こ

こは 1979 年来開発の始まった新興茶区

である3。玉山山麓には原住民族である鄒

                                            
2 長谷美貴広・安藤光義、前掲書、p.61。
また、中標高茶園の放棄問題については

2013 年11 月16日、本科研調査団によ

る鹿谷郷農会林光演氏からの聞き取りに

よる。 
3 林木連『台湾的茶葉』遠足文化（2003）
pp.148～149。また、塔塔加茶区につい

ては楊品瑜『茶的故事』「台湾省其の九 

玉山塔塔加茶」（2005.02.24）
http://www.leading-sakai.co.jp/chinese
_tea/chatekikoji/chatekikoji_9.html 

南投縣 信義郷

10年 7,294.43 172.90

11年 6,834.16 175.30

12年 6,566.49 175.80

13年 6,557.20 166.80

14年 6,510.41 175.80

資料：各項作物規模別排序査詢

単位：ha

表2-1　南投縣及び信義郷の茶
園面積の推移
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族、布農族の居住地域が広がっているが、

調査対象地となった神木村は原住民居住

地域ではない。この神木村は 2009 年に

台湾中南部を襲った八八台風によって激

甚な被害を受け、被災者は南投市郊外に

用意された住宅地に移村した。茶園には

現住所から通勤している4。 

 

 2.2. 調査農家の経営状況 

 A 農家は、現在の経営主が 2007 年に

経営を始めた歴史の浅い農家である。茶

園は塔塔加茶区 1,700ｍの高標高地にあ

る。経営者は 43 歳。出身族群は客家で

ある。経営地は台湾大学演習林からの借

り入れ地で経営面積は 0.7 甲（0.7×

1.03ha＝約 72ａ）である。貸借期間は

40 年の長期契約で、地代は無料である。

土地は台湾大学との間で結ばれている。

地代無料貸借の理由は、台湾大学演習林

の造林作業への労働供出の報酬として結

ばたものだからである。 

 
 A 農家は経営地すべてに青心烏龍茶を

作付けている。表2-2を見ると、収穫は、

春、秋、冬の３期で、１期の生産量は生

茶葉ベースで900㎏である。これを加工

                                                             
アクセス日2015.05.26） 
4 A農家からの聞き取り。 

すると製品は150㎏にまで縮小する。春、

秋、冬の３期合計450㎏の製品ができる。

これを全量自家ブランドで販売する。A

農家の茶園は 1,700m の高標高地にある

ため生産量は少ないが、その分、超高付

加価値の烏龍茶が生産されている。販売

金額は200万元。これは1斤（600g）当

り2,666 元、㎏当たり約4,444 元の超高

級茶である。 

 
 次に表 2-3 の雇用労働について見よう。

A 農家の経営面積は 0.7 甲であり、採茶

工を雇用する期間もその分短くなるとい

う。春、秋、冬それぞれの収穫期間は各

３日間である。労働者の派遣は同じ縣内

の竹山鎮、名間郷の工頭に依頼するとい

う5。派遣人数については工頭が圃場の実

地検分に基づいて決める。農家側は派遣

人数や労働者の人選に一切関与しない。

                                            
5 A農家によれば、経営者の知る限り竹

山鎮、名間郷には30名の工頭がいると

いう。また、工頭の派遣する採茶工は名

間郷、隣縣の彰化縣の労働者が多いとい

う。 

表2-2　A農家の経営状況

作物 品種
作付面
積

1甲あた
り収量

生産
量

販売
量

販売先・販売方法
、国内向け・輸出の

別
販売金額

茶
青心
烏龍

0.7甲
(72ａ)

1,000㎏ 900㎏ 全部

生茶葉１期＝900
㎏。加工→150㎏に
縮小。春、秋、冬の
三期合計450㎏。自
家ブランドとして全
量販売

200万元。販売
価格は、4,444
元／1㎏、
2,666元／１斤
（600g）

資料：聞き取りによる。

表2-3　A農家の雇用状況

性別 雇用人数
作業内
容・効率

賃金
期間・日数（労働
時間・作業ノルマ

の有無）

炒青　2人

揉捻　４
人

做青　４
人

合計　１
０人

合計
20～30人
／1日

採茶

歩合制：秋60元／600
ｇ　春冬65元／600
ｇ、派遣手数料：300
元／１人、20人＝
6,000元、30人＝
9,000元

１日1,500斤の収穫
を も っ て 作 業 終
了。

うち台
湾人

女性
（男
性１
名）

18～27人
／1日

採茶（68
～72歳）

秋＝900ｋｇ／0.6ｋ
ｇ×60元＝90,000元

台湾人高齢者は新
移民の半分程度の
作 業 能 率 。 １ 日
1000元程度。1000
÷65×600ｇ＝9230
≒９㎏

うち新
移民

女性
２～３人
／1日

採茶（30
歳位）

春冬＝900㎏／0.6㎏
×65元＝97,500元

新 移 民 は １ 日 、
2000元相当を収穫
する。2000÷ 65×
600ｇ＝18,461≒18
㎏

註：聞き取りによる。

製茶期間は２日間

臨時雇

常雇 台湾人 男
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派遣される労働者の人数は 20～30 人。

派遣される労働者の約9割が台湾人女性

高齢者だが、1 名男性高齢者も入ってい

るという。東南アジア系の結婚移民は２

～３人にとどまる。結婚移民が少ない理

由について尋ねたところ、A 農家側の意

向ではなく、工頭側の都合によるもので

あるという。A 農家は労働者の派遣を依

頼する工頭の傘下に結婚移民が少ないと

理解していると回答した。また、工頭の

派遣する結婚移民の採茶工には国籍未取

得者＝国民 ID 未取得者が多く、関わり

合いになりたくないという不安感もある

ということであった。結婚移民は家族ビ

ザで台湾政府の正式な許可を受けて滞在

しているので違法性はない。この点につ

いてはＡ農家は誤解しているのであるが、

昨今の不法就労者雇用の摘発が相次ぐ中

で、結婚移民の雇用に茶業農家が恐れを

抱いていることの表れでもある6。 

                                            
6 不法就労者を採茶工に雇用して摘発さ

れた事例については、2015年４月24日

「逃逸外勞採茶 赫見越南偷渡客」

http://www.cna.com.tw/news/asoc/2015
04240240-1.aspx（アクセス日

2015.05.26）。この事件では「非法外勞」

4人と雇用主、合わせて５人が検挙され

た。この記事には「10 餘名越南籍配偶」

が一緒に居たとあり、結婚移民を中心と

する採茶工１個小隊の中に不法就労者が

入り込んでいたということであろう。不

法就労者の意図せざる混入を防げるか否

かは重要な問題で、混入が即検挙につな

がるのであるから茶農が恐れるのも無理

結婚移民の国籍取得は年々増加傾向

にある。国籍未取得者はコンピュータ関

連産業をはじめとする製造業への就業に

制限があり、国籍を取得してより安定的

な工場勤務を希望する結婚移民が増えて

いる。また、A 農家によれば結婚移民の

多くが子供を持つようになり、採茶労働

に出たがらなくなったので、結婚移民が

採茶工を嫌がるようになったと述べてい

る7。 

 A 農家によれば、派遣される採茶工の

人数 20～30 人とは茶園１甲（1.03ha）

当りに派遣される採茶工の標準的人数で

あるという。喩えは悪いかもしれないが

茶園１甲当りを担当の「1 個小隊」なの

である。したがって、派遣相手先農家の

経営規模に応じて、採茶工の人数も増加

される仕組みになっている。こうして採

茶工の派遣人数を調整し、農家一戸あた

り４～５日で作業を完遂する。A 農家の

場合は 0.7 甲であるから作業期間は３日

である。 

 次にA農家の依頼する工頭の採茶工派

遣システムを見よう。現在、工頭に労働

者の派遣を依頼すると、１名の派遣当り

300 元の手数料を支払う。2,010 年当時

の派遣手数料は200元であり、派遣手数

                                                             
はない。 
7 結婚移民の出産による労働市場からの

一時離脱については、本稿、B農家C農

家も同様に指摘している。 
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料は上昇傾向にある8。この手数料額に台

湾人高齢者、結婚移民、性別に関係なく

一律のものである。採茶の時間は早いの

で、農家は採茶工たちに朝食、昼食、飲

料の支給を行わなければならない。作業

時間はＡＭ6：30 から、ＰＭ3：00 まで

に完了する。 

 派遣の約束が決まると、工頭は採茶工

の送迎、作業手順の指示と労働ノルマの

達成まで、すべてを自らが指揮するとい

う。この過程に農家自身が立ち入ること

はほとんどなく、 後に収穫物の確認に

立ち会うだけの仕事しか残されていない。

A 農家のように開業後、いまだ 10 年を

経ていない農家に、高付加価値茶の生産

が可能なのは工頭のような専門的労働者

派遣管理人や製茶の専門的技能工の存在

が大きい。ここで農家は資本の投資とそ

のリスクを負担する役割を担うのみであ

る。 

採茶工賃は歩合制で、通常600g（1斤）

を基本単位とする。秋茶 60 元／600ｇ、

春茶・冬茶65元／600ｇである。この工

賃ベースで、台湾人高齢者は、1 日およ

そ1,000 元の日給を手にするのが一般的

だという。一方、結婚移民は１日およそ

2,000 元の日給を手にする。これは採茶

量に換算すると、台湾人高齢者が1日当

たり9㎏を採茶するのに対し、結婚移民

が 18 ㎏採茶することになる。A 農家の

                                            
8 長谷美貴広・安藤光義、前掲書、p.64。 

場合、1日当たり30人の１個小隊の採茶

量は９×27＋18×3＝279 ㎏で、1 日当

たり300㎏の採茶が行われる。こうして、

１期900㎏の採茶が行われると作業が完

了するのである。工頭はこうした作業進

行状況に知悉し上手く労働者の管理を行

っているのである。 

 

３．南投縣水里郷玉峰村の果樹農家の事

例 

 3.1. 調査農家の経営状況 

 2015 年５月３日、南投縣水里郷の果樹

農家の調査を行った。南投縣水里郷は台

湾一の大河川濁水溪沿いの中流部に位置

する。郷内は低標高の山が多い。河川の

両岸に発達した段丘上には水田も多く見

られる。玉峰村は濁水溪の左岸の段丘上

にある。 

 調査はＢ農家とＣ農家の２軒を対象に

行った。B 農家は柳橙を基幹作物とする

果樹園芸作農家である。150 年以上続く

農家で、５年前、相続で 20 甲の農地の

分割し、現在は 3.5 甲の農地を所有して

いる。経営主（68 歳）は20 歳で就農し

たが、その後、公務員試験に合格し消防

署勤務（兼業）を経て、60歳で退職後に

専業農家となった。経営主妻、三男（41

歳）がいずれも専業で農業に従事する。

後継者は三男の予定である。経営地はす

べて自己所有である。三男は退役軍人で

ある。経営主、三男とも年金を受けてい

るという。 
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 Ｃ農家も柳橙を基幹作物とする果樹農

家である。Ｃ農家も150年以上の歴史を

持つ古い農家である。兼業農家で経営主

（65歳）は農会に勤務している。経営主

は農作業を行っているのは経営主１人で

経営主妻が農繁期に 10 日ほど手伝いを

する。子供は男子２人、女子１人である

が全員他出しており、後継者はいない。 

 

 表 3-1 によってＢ農家、Ｃ農家の経営

状況を見よう。B 農家は 1.5 甲に柳橙を

栽培し、2.0 甲が竹林である。柳橙の圃

場は現在レモンに転換中で、圃場の50％

以上をレモンの幼木が占めるという。柳

橙の収穫量は３ｔと少ない。これを高雄

や台中の市場に生鮮果実として出荷して

いる。出荷には産銷班を利用している。

柳橙の販売金額は 60,000 元である。販

売単価は 20 元／１㎏である。竹林は麻

竹という種類の竹で、タケノコが採れる。

この収穫量は年間６ｔであるが、殆どが

自家消費や贈答用になり、約900㎏を販

売している、金額も 3,000 元だという。

そのほかに圃場境界にビンロウを栽培し

ている。 

 柳橙をレモンに転換しようとする理由

を尋ねたところ、柳橙はレモンに比較し

て価格が安いからだという。 

Ｂ農家からの聞き取りによれば、柳橙

も2000年から2001年にかけては30元

／600g（１斤）の高値を付けていた時期

があったが、過剰生産状態になり、2006

年頃、月の平均庭先価格が４～５元／

600g（１斤）程度まで下落したこともあ

ったという。 

 

そこで、表3-2を見よう。単位は１kg

当りであることに注意してほしい。2005

年以降 08～10 年の価格低迷はひどい。

レモンも 2007～08 年には価格低迷に見

舞われているが、それでも柳橙の1.4（07

年）～3.2（06 年）倍の価格を付けてい

る。近年は作付転換が進んだおかげで柳

橙価格も持ち直し、19 元／１kg 台の安

定した水準で推移しているが、レモンの

販売価格の優位は２～３倍を保っている

ため、Ｂ農家はレモンへの転換に踏み切

ったという。5 年後の黒字を目指してい

るという。後継者は、造園用樹木の栽培

表3-1　B農家、C農家の経営状況

経営地 柳橙 竹林 備考

B農家 3.5 1.5 2.0
柳橙　収穫量３トン、全量販売、販売金額
60,000元、20元／1㎏　　タケノコ　収穫量
６トン、９００㎏販売、3,000元

C農家 1.0 0.5 0.5
柳橙　収穫量15トン、全量販売、販売金額
300,000元、20元／1㎏　竹林は竹材用で5年
に一度の収穫。

註：B農家は柳橙をレモンに転換中で、現在50％がレモンの幼木である。

　 Ｂ農家は他に空いた土地にビンロウを栽植し、15,000元の販売金額がある。

聞き取り調査による。一部数字に不正確なところがある。明らかな誤りは筆
者が正した。

表3-2　柳橙とレモンの庭先価格動向
年（西暦） 柳橙 レモン

2005 13.38 27.63

2006 12.75 41.31

2007 12.63 18.51

2008 10.72 17.77

2009 10.29 27.13

2010 10.86 31.39

2011 11.73 33.40

2012 14.73 44.39

2013 19.49 40.92

2014 19.56 48.19

2015（1-3月） 19.81 44.15

単位：元/kg
資料：行政院農業委員會農糧署 。

　　　農業統計月報（104年4月）



第 9 章 台湾中部農業地帯における結婚移民労働力の在り方と課題（長谷美貴広） 

 120

に経営をシフトしていきたいという意思

を持っている。 

 一方、Ｃ農家は 0.5 甲で柳橙の栽培を

行い、0.5 甲が竹林である。柳橙の収穫

量は15ｔで全量を販売。B農家同様、出

荷には産銷班を利用している。販売額は

300,000 元である。竹林は桂竹という種

類で、タケノコも採れるが、目の詰まっ

た堅牢な材質で竹材用に適している。こ

れを5年に1度切り出して出荷する。Ｃ

農家はこれまで 30 年間柳橙を専門にや

ってきたこともあり、レモンなどへの作

付転換の意思はないということであった。 

Ｂ農家、Ｃ農家とも農業収入は多くは

なく、兼業や年金等の農外収入によって

生活が成り立っている。 

 

 3.2.調査農家における労働者雇用の現

状 

 Ｂ農家、Ｃ農家とも柳橙の収穫に臨時

労働力を雇用している。 

 

表 3-3 によれば両農家とも柳橙の収穫

は 1 月上旬、約 4 日間で集中的に行う。

雇用する労働者は全員、50歳以上の臺灣

人中高齢者女性である。臨時雇労働者は

集落内の知り合いに頼んで集めてもらう

方法で、工頭は介在していない。Ｂ農家

は現在作付転換中であり雇用人数は３人

とすくない。これで収穫作業を４日間行

った。労賃は日当で800 元。1 人の労働

者が 1 日当たり 800～900 斤の収穫を行

うという。Ｃ農家では 1 日に 10 人雇用

するときには4日の収穫、1日に12人雇

用するときは３日の収穫で済むという。

労賃は日当で900元である。Ｃ農家から

の聞き取りから、柳橙の収穫作業では１

甲ではおよそ 20 人／１日必要と推測さ

れる。 

結婚移民は含まれていないのか質問

したところ、Ｂ農家、Ｃ農家とも、現在

は皆無であるが、3 年前までは３～４人

はいたと述べている。玉峰村には現在、

インドネシア人を中心に 15 名ほどの結

婚移民がいるという。彼女たちが３年前

を 後に一斉に柳橙の収穫に姿を見せな

くなった。その理由についてB 農家、C

農家とも、①子供ができるなど家庭内の

理由、②柳橙収穫の臨時雇賃金の相対的

低下をあげた。 

水里郷周辺での農業分野の臨時雇は

柳橙の収穫の他に、梅、採茶などの収穫

の臨時雇がある。採茶、梅の実収穫は歩

合制であり、若い結婚移民ならば１日当

たり2,000元程度の歩合賃金を手にする

ことも可能である。ところが、台湾人高

齢者は1日当たり1,000元前後がやっと

であり、柳橙の日当とあまり変わりのな

表3-3　B農家、C農家の雇用状況

族群
性別年
齢

雇用人数 募集方法
作業
内容

賃金
期間・日数（労働時
間・作業ノルマ）

B農家 台湾人
女性
（50歳
～）

３人／1日

集落内の
知りあい
に声をか
ける。工
頭には依
頼しな
い。

収穫
日当
制：
800元

１月初旬、４日間、1
人1日当たり800～900
斤収穫。結婚移民な
し。３年前まではい
た。集落内。

C農家 台湾人
女性
（50歳
～）

10～12人
／1日

集落内の
知りあい
に声をか
ける。工
頭には依
頼 し な
い。

収穫
日当
制：
900元

１月初旬、１日10人
雇用の場合には４日
間、１日12人雇用の
場合には３日間、1人
1日当たり800～900斤
収穫。結婚移民な
し。３年前まではい
た。集落内。

註：聞き取りによる。
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い水準である。それならば、気心の知れ

た知り合いと近所で仕事をした方が良い

ということで、台湾人高齢者が柳橙の収

穫臨時雇いに残ることになっているので

ある。村内の結婚移民たちの多くは農作

業のアルバイト以外は郷内のレストラン

のウエイトレスなどのアルバイトに出て

いるという。 

 

４．台湾中部農業地帯における農業労働

力需要 

 4.1. 台湾中部農業地帯における採茶

工需要の推計 

 今回の調査では、積極的に結婚移民を

雇用労働力として取り込んでいる経営を

確認することはできなかったが、現在、

台湾中部農業地帯の農業労働力市場にお

いては、作業能力に基づく労働力階層化

が進むとともに、付加価値をつけること

のできる作目と付加価値をつけることの

できない作目との間では、賃金水準にも

格差が生じていることが分かった。 

 南投縣農業は茶、果樹など収穫作業に

雇用労働力の活用を必須とする労働集約

的な作目が多いが、特に、茶と梅の収穫

には多大な労働力が必要であり、彼らは

工頭を介して労働者を集めている。茶の

場合、高山茶生産に見られるような高級

化志向が強い。梅は各種の加工品を生産

するなど高付加価値化を進めている。こ

れらの作目は収穫期に大量の労働力を必

要とする。梅実（青梅）の場合、直接に

手で採取する手採、枝を竹竿で叩いて木

の下に敷いたブルーシートの上に叩き落

とす竿採の二つ収穫法がある9。 

表 4-1 のように手採青梅の庭先価格は

竿採青梅の庭先価格の約3倍になる。南

投縣水里郷、信義郷は梅の名産地として

知られ、手採が拡大する一方で竿採は減

少しており、農会扱いは 2012 年以降な

くなっている。B農家、C農家からの 

 
聞き取りによれば青梅の手採の日当は歩

合制で、若い結婚移民ならば、ここでも

１日当たり採茶同様2,000元前後を手に

するという。一方、台湾人高齢者はここ

でも作業能率が低く、１日1,000元程度

であるという。信義郷などには原住民居

住区域があるために、原住民労働者が多

い。彼らの作業能率も台湾人高齢者と同

じ程度である10。 

 ここでは、賃金システムや工頭の派遣

                                            
9 2013年11月17日、本科研調査団で

の聞き取りによる。 
10 2013年11月17日、本科研調査団で

の聞き取りによれば、梅の歩合給は10
元／１㎏で、原住民労働者は1日1,000
元程度の金額を手にするという。 

表4-1　手採青梅と竿採青梅の庭先価格動向
年 手採青梅 竿採青梅

全国 水里郷 信義郷 全国 水里郷 信義郷

2009 29.92 40.34 32.22 8.74 - 7.50

2010 31.88 37.22 36.22 8.03 - -

2011 39.44 40.44 40.00 10.32 - 11.00

2012 29.39 39.33 28.84 9.17 - -

2013 35.75 37.53 37.56 12.34 - -

2014 36.08 39.27 36.06 9.09 - -

単位：元/kg
資料來源：行政院農業委員會農糧署 。

農業統計月報（104年4月）

農糧署統計室 - 農產品產地價格查詢系統

註：郷の数値は農会価格である。
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実態が明らかになっている茶業に関して、

採茶工の需要量について表 4-2 のような

推計を行った。この推計をするにあたっ

ては中部手摘茶地帯で一斉同時に採茶が

行われると仮定したものである。 

台湾中部の手摘み高級茶の主要生産

縣は南投縣と嘉義縣である。南投縣で手

摘み収穫が太宗を占めるのは、鹿谷郷な

ど10郷鎮で、茶園面積は4,071.47ha で 

 
ある。嘉義縣では梅山郷など５郷鎮、

1,818.56haである。これに１甲（1.03ha）

当たり１日必要採茶工数 20～30 人を掛

けると、南投縣では１日当たり必要採茶

工は79,058～118,587人の採茶工が必要

となると推測される。一方、嘉義縣の１

日当たり必要採茶工は 35,312～52,968

人となり、両縣の１日当たり必要採茶工

は 114,370～171,554 人である。また、

春夏秋冬各シーズンの採茶期間が４～５

日であるから、それを元に、採茶シーズ

ン１期当たり必要採茶工数を試算すると、

延べ人数で 457,478～857,771 人という

膨大な採茶工が必要となる。 

 

 4.2. 農村賃金の上昇と臨時労働者の

階層化 

前節で述べたように、中部茶業地帯に

おいては１日当たり約 11 万人～17 万人

という膨大な採茶工が必要とされること

が推計されるが、この瞬間的な臨時雇需

要の増大により、中部の農業労働力市場

は相当な緊迫状態になると思われる。農

家はこうした労働需給の逼迫にどのよう

に対応しているのであろうか。 

 南投縣下の採茶工は、県内の低標高農

業地帯である竹山鎮、機械化の進んだ茶

業地帯である名間郷、隣接する国内屈指

の農業縣である彰化縣、雲林縣から集ま

る。採茶工賃金の動向を見ると、筆者ら

のこれまでの調査によれば表 4-3 のよう

に、2010 年の 50 元／１㎏から 2015 年

100～108元と２倍に上昇している。 

 
今回の調査対象であるＡ、B、C 各農

家によれば、現在結婚移民は１日およそ

2,000 元の日当を得るというが、これは

５年前の歩合水準であれば、１日当たり

およそ1,000 元ということになる。これ

表4-2　台湾中部茶業地帯における採茶工必要量の試算

20人/１
甲

30人/１
甲

小 大

機械
摘地
帯

名間鄉：
2184.08、南投
巿：218.06、草屯

3,403.74 - - - -

手摘
地帯

鹿谷鄉：1334.9、
竹山鎮：
1162.65、仁愛
鄉：1050.6、魚池
鄉：232.39、信義
鄉：175.8、水里
鄉：47.25、中寮
鄉：30、國姓鄉：
21.52、埔里鎮：
13.86、集集鎮：

4,071.47 79,058 118,587 316,231 592,933

嘉義縣
手摘
地帯

梅山鄉：817.79、
阿里山鄉：361、
竹崎鄉：328.7、
番路鄉：310.07、
中埔鄉：1

1,818.56 35,312 52,968 141,247 264,839

合　　計 9293.77 114,370 171,554 457,478 857,771

資料：筆者聞き取り及び台湾農糧署各項作物規模別排序查詢

註　：推計は次のように行った。面積÷1.03×1甲当り所要採茶工人数。

1採茶季当たり所
要採茶工数
（人）

南投縣

收穫面積（ha）
合計

（ha）
市鄉
鎮

1日当たり所要採
茶工数（人）

表4-3　採茶工歩合給の変遷

2008年 2010年 2015年

春冬茶 60 50 108

夏秋茶 40 50 100

資料：筆者の聞き取りによる。採茶の歩合
給は現場では1斤＝600ｇ当たりで計算され
ているが、本表では1㎏当たり歩合に換算
した。このうち2008年数字は鹿谷郷林光演
2010年については長谷美・安藤「台湾茶業
の構造変化と雇用労働力の変化」、『農業
市場研究』第23巻３号（2014）、ｐ.64。
郷帳からの聞き取りによる。
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は、現在の採茶労働における台湾人高齢

者の一日当たり収入である。柳丁農家の

臨時雇日当はこの水準より、若干低い。

かつては近所で気楽に働く方が良いと考

えられていたものが、ここ数年間の採茶

工工賃の急上昇により、早朝出勤、長距

離移動、急傾斜地での作業負荷を考慮し

ても、その負荷を十分償うと判断させる

賃金格差が生じ、３年前からＢ農家、Ｃ

農家の臨時雇に村内の結婚移民が参加し

なくなったのだと考えられる11。 

台湾中部農業地帯の農業労働市場に

おいては、もっとも労働生産性の高い臨

時労働力として結婚移民が位置付けられ、

その下に労働生産性の低い台湾人高齢者

が位置付けられる、労働生産性を基準に

した階層化が進んでいるといえよう。 

 

5. おわりに 

現在、台湾農業においては「精緻農業」

と呼ばれる高品質・高付加価値を追求す

るための努力が行われているが、こうし

た動向は少なからず労働集約的作業によ

って支えられている。その代表的な存在

が南投縣においては茶であり、梅であり、

これらの部門においては、雇用労働力へ

の依存がますます深化している。そこに

おいて、東南アジアからの結婚移民は重

要な役割を果たしてきた。 

                                            
11 B農家、C農家も同様の認識を持って

いる。 

だが、結婚移民の多くが子供を持つよ

うになり、徐々に労働市場より脱落して、

結婚移民の動員が難しくなりつつある。

歩合給の引き上げは作業能率の高い労働

者を集めるために行われていると考えら

れる。こうした歩合給の引き上げに対応

できるのは、高付加価値製品の生産が可

能な茶業や梅農家に限られる。生鮮食用

の果実生産が中心となる柳橙農家にそこ

までの対応能力はなく、臨時雇用賃金の

負担能力を基軸にして、農家も二極化し

ている。 

また、歩合給であるために、作業能率

の良い結婚移民は日当の取れる採茶や梅

採実に流れていくが、歩合は良くとも作

業能率が悪いために日当の取れない台湾

人高齢者らが、生鮮食用果実の収穫作業

に残っているというのが、台湾中部農業

地帯の現状である。 
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